
 
 
 

 
 

 
 
 
 

WX(ワイヤレストランスフォーメーション)推進戦略 
～ ワイヤレスサービスにより創造性と多様性が発揮される社会にするために ～  

 
 

 
デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 報告書(案) 

 
 
 

 

2024 年 8 月 
 

  

資料 10-3 



2 
 

目次 
はじめに ............................................................................................................................................................................... 3 

第１章 社会の変化と電波利用の拡大................................................................................................................... 4 

１－１．社会の変化 ..................................................................................................................................................... 4 

１－１－１．社会状況の変化............................................................................................................................... 4 

１－１－２．求められる社会 .............................................................................................................................. 15 

１－２．電波利用の動向.......................................................................................................................................... 18 

１－２－１．電波利用の現状............................................................................................................................. 18 

１－２－２．無線技術の多様化 ........................................................................................................................ 21 

１－２－３．無線活用分野の広がり ............................................................................................................... 26 

１－２－４．諸外国の周波数政策の動向 .................................................................................................... 33 

１－３．広がるワイヤレスへの期待 .................................................................................................................... 37 

１－４．ワイヤレス関係産業の成長がもたらす経済効果 .......................................................................... 42 

第２章 ワイヤレス新時代の実現と目標設定 .................................................................................................... 44 

２－１．ワイヤレス新時代（ワイヤレスサービスが拓く未来） .................................................................... 44 

２－２．デジタルビジネス拡大に向けた目標設定 ......................................................................................... 48 

２－２－１．５Ｇ整備目標 .................................................................................................................................... 48 

２－２－２．ワイヤレスの活用の広がりに対応するための帯域確保目標 ..................................... 49 

２－３．将来像の実現に向けた政策の柱「RADIO イニシアティブ」........................................................ 53 

第３章 デジタルビジネス拡大に向けた電波有効利用方策 ........................................................................ 54 

３－１．陸・海・空・宇宙のあらゆる空間における電波利用の拡大に向けた方策 ............................ 54 

３－１－１．非地上系ネットワークシステム等の実現に必要な制度整備 ....................................... 54 

３－１－２．ビジネス・暮らしにおける電波利用拡大に向けた免許制度 ......................................... 60 

３－１－３．携帯電話用基地局の免許手続の効率化等 ....................................................................... 66 

３－１－４．無線局の免許手続のデジタル技術の活用による効率化 ............................................. 69 

３－１－５．社会実装も見据えた研究開発・実証試験の在り方 ......................................................... 71 

３－１－６．電波産業の活性化に向けた課題・対応方策...................................................................... 74 

３－２．周波数移行・再編・共用の在り方 ......................................................................................................... 81 

３－２－１．無線局の運用調整の在り方 ..................................................................................................... 81 

３－２－２．周波数の移行・再編・共用に係る費用負担・インセンティブの在り方 ....................... 85 

３－３．安全・安心な社会の実現 ......................................................................................................................... 88 

３－３－１．自然災害への対応 ........................................................................................................................ 88 

３－３－２．電波監視・電磁障害発生抑止の在り方................................................................................ 93 

３－３－３．電波の適正利用に向けた方策 ................................................................................................ 97 

３－４．電波利用料制度の見直し .................................................................................................................... 100 

３－４－１．電波利用料制度の概要 ........................................................................................................... 100 

３－４－２．電波利用料の使途 ..................................................................................................................... 103 

３－４－３．電波利用料の料額算定 ........................................................................................................... 106 

おわりに........................................................................................................................................................................... 109 

  （別冊） ５Ｇ普及のためのインフラ整備推進ワーキンググループ報告書 



3 
 

はじめに 
電波は、５G から Beyond5G への進化に代表されるように、次世代モビリティやスマート社

会など新たなビジネスの基盤になるとともに、ワイヤレスネットワークは、陸・海・空・宇宙を包

含した統合的なものへ発展しつつある。また、デジタル化の進展に伴い、有線に加えて無線

利用が加速しており、ワイヤレス技術の導入がデジタルビジネス成否の重要な鍵となってき

ている。技術革新が新しいワイヤレスシステムやサービスとして速やかに実装され、経済成

長に繋がるよう、電波利用環境を整備していくことが求められている。 

このため、令和５年(2023 年)11 月から、「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」

（座長：森川博之 東京大学大学院工学系研究科教授）を開催し、今後の電波利用の将来像

及び電波有効利用方策について検討を行った。さらに、「５Ｇ普及のためのインフラ整備推進

ワーキンググループ」（主査：森川博之 東京大学大学院工学系研究科教授）を開催し、「５Ｇ

ならでは」の携帯電話サービスを利用者に提供するための５Ｇ整備目標等について集中的に

検討を行った。 

本報告は、以上の検討の結果を最終的に取りまとめたものである。 
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 第１章 社会の変化と電波利用の拡大 
１－１．社会の変化 

１－１－１．社会状況の変化 

我が国をとりまく環境変化について、「社会構造」「個人生活」「安心・安全」の３つの視点か

ら述べる。 

 

１． 社会構造 

（1） 少子高齢化 

我が国では少子高齢化が急速に進むと予測されている。 

2020 年の日本の総人口は同年の国勢調査によれば 1 億 2,615 万人であり、国立社会保

障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口（令和５年推計)」によると、今後は長期の人口

減少過程に入り、2045 年の１億 880 万人を経て、2056 年には１億人を割って 9,965 万人に

減少すると予測されている。また、65 歳以上人口（高齢者数）は、2020 年に 3,603 万人であ

り、2032 年には 3,704 万人に増加すると予測されている。65 歳以上人口の総人口に占める

割合は、2020 年の 28.6％（約 3.5 人に 1 人）から、2038 年に 33.9％（約３人に１人）の水準に

拡大すると予測されている。 

 

図表 1 日本の人口の推移 

 
（出典） 厚生労働省「将来推計人口（令和５年推計）の概要」1 

 

高齢化率の上昇は、我が国のみならず世界的な傾向である。内閣府の「令和５年（2023

年）版高齢社会白書」によると世界の総人口に占める 65 歳以上の者の割合（高齢化率）は、

                                                        
1 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001093650.pdf 
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昭和 25 年（1950 年）の 5.1％から令和２年（2020 年）の 9.4％へ上昇しており、さらに 2060 年

には 18.7％にまで上昇すると見込まれているなど、今後 40 年で高齢化がこれまで以上に速

いスピードで進展すると予測されている。そのような中でも、同白書において我が国の高齢化

率の上昇は他国に比べてより一層早く進むと予測されており、我が国の高齢化率は 1980 年

代までは先進諸国の中で下位、1990 年代にはほぼ中位であったが、平成 17 年（2005 年）に

最も高い水準となり、今後もこの傾向は続くと予測されている。 

 

図表 2 世界の高齢化率の推移 

 

（出典） 内閣府「令和5年版高齢社会白書」2 

 

（2） 労働力人口の減少 

少子高齢化と並び、労働力人口の減少も予測されている。労働政策研究・研修機構の

「2023 年度版 労働力需給の推計（速報）」（図表 3）において、労働力人口は、令和４年

（2022 年）に 6,902 万人だったのに対し、シナリオによっては、2030 年に 6,556 万人、2040 年

に 6,002 万人へと減少すると予測されている。 

                                                        
2 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/pdf/1s1s_02.pdf 
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図表 3 労働力人口の予測 

 
（出典）労働政策研究・研修機構「2023年度版 労働力需給の推計（速報）」（令和6年3月）3 

 

（3） 都市部への人口集中 

都市部の人口割合は増加傾向にある。 

総務省統計局の「住民基本台帳人口移動報告 2023 年（令和５年）結果」によると、転入超

過の人数は東京都が６万 8,285 人と最も多く、次いで神奈川県（２万 8,606 人）、埼玉県（２万

4,839 人）、大阪府（１万 792 人）など 47 都道府県の中で７都府県のみが転入超過となってい

る。一方で、その他の地域では転出超過となっており、広島県が１万 1,409 人と転出超過数

が最も多く、次いで愛知県（7,408 人）、兵庫県（7,397 人）、福島県（6,579 人）など全国の大半

を占める 40 道府県で転出超過であり、その多くの地域においては前年（令和４年（2022 年））

に続いての転出超過だが、長野県、茨城県、宮城県及び山梨県は前年の転入超過から転出

超過へ転じている。 

 

                                                        
3 https://www.jil.go.jp/press/documents/20240311.pdf 
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図表 4 都道府県別転出入超過数（令和 4年（2022年）、令和 5年（2023年）） 

 

（出典） 住民基本台帳人口移動報告 令和５年（2023年）結果 4 

 

（4） 労働生産性の低迷 

 日本の労働生産性はこの 20 年間でほとんど増加していない。 

厚生労働省「令和５年版 労働経済の分析｣によると、平成８年（1996 年）を 100 とした場合

の一人当たり名目生産性は、米国で 240、英国で 200、フランス・ドイツでも 160 程度となるな

ど、大きく増加している一方で、日本ではほぼ横ばいで推移している。 

 

図表 5 先進国の名目労働生産性 

 

（出典） 第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 

（厚生労働省「令和 5年版 労働経済の分析｣5に基づき（株）三菱総合研究所作成） 

                                                        
4 https://www.stat.go.jp/data/idou/2023np/jissu/youyaku/index.htm 
5 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35259.html 
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（5） ICT 産業の動向 

情報通信産業の名目 GDP はここ 10 年間で増加傾向にあり、令和３年（2021 年）は 52.7

兆円と前年（52.2 兆円）と比較すると約 0.5 兆円の増加となった。ただし、平成 12 年（2000

年）から平成 24 年（2012 年）まで減少傾向だったこともあり、平成 12 年（2000 年）（62.1 兆

円）と比べると 10 兆円ほど縮小している（図表 6）。 

また、通信機器の生産･輸出入の推移を見ると、かつては輸出額の方が輸入額より大きか

ったものの、2010 年代においては輸入超過が拡大している（図表 7）。 

 

図表 6 主な産業の GDP（名目）の推移 

 

（出典）総務省（2023年）「令和 4年度 ICTの経済分析に関する調査」 
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図表 7 通信機器の生産･輸出入の推移 

 

（出典）総務省 情報通信白書（令和元年版） 

 

２．個人生活 

（1） Well-being や多様性の重視 

近年、Well-being や多様性が重視されるようになっている。 

GDP のような経済的な豊かさに加えて、社会の豊かさや人々の生活の質、満足度等を実

感できる豊かさが求められており、政府においても、経済財政運営と改革の基本方針 2021

（2021 年 6 月閣議決定）において「政府の各種の基本計画等について、Well-being に関する

ＫＰＩを設定する」とされたこと等を踏まえ、関係府省庁が連携して Well-being に関する取組を

推進している。 

また、充実を感じる時間として「休養」や「趣味」「家族」が挙げられており（図表 8）、経済的

活動より自分の時間や家族の時間に関心を置く人が増えている。「デジタル社会の実現に向

けた改革の基本方針」（令和２年（2020 年）12 月 25 日閣議決定）においても、デジタル社会

の目指すビジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶ

ことができ、多様な幸せが実現できる社会」が掲げられている。 

  

輸出 

輸入 

生産 
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図表 8 充実を感じるとき （複数回答） 

 

（出典） 第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 

（内閣府「国民生活に関する世論調査（令和元年・5年）」6に基づき（株）三菱総合研究所作成） 

 

（2） リスキリング・リカレント 

近年、リスキリング・リカレントへの興味の高さが伺える。 

技術革新やビジネスモデル、産業構造などの変化の早い社会においては、新しい知識や

スキルを学ぶことがより重要となる。世界経済フォーラム（通称ダボス会議）で「Reskilling 

Revolution」が発表されるなど、近年リスキリング・リカレントに高い関心が寄せられている。 

社会人の約 86％がリスキリングに興味、関心があるとの調査結果（図表 9）や、約 90％の

企業がリカレント教育に関心があるとの調査結果（図表 10）がある。その一方で、半数以上

の人が、リスキリングに関して行動していない（図表 11）。 

 

                                                        
6 令和元年：https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-life/ 
令和 5 年：https://survey.gov-online.go.jp/r05/r05-life/ 
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図表 9 社会人のリスキリングへの興味・関心 

 

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 

（Doda「社会人の自己研鑽とリスキリング（令和 4年 12月調査）」7に基づき（株）三菱総合研究所作成） 

 

図表 10 企業のリカレント教育に対する関心 

 

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 

（経団連「大学等が実施するリカレント教育に関するアンケート調査（令和 3年 2月）」結果報告 8に基づき

（株）三菱総合研究所作成） 

 

                                                        
7 https://doda.jp/guide/ranking/101.html 
8 https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/017.pdf 
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図表 11 社会人のリスキリングへの興味・関心 

 

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 

（Doda「社会人の自己研鑽とリスキリング（令和 4年 12月調査）」9に基づき（株）三菱総合研究所作成） 

 

３．安心・安全 

我が国は地震や風水害リスクが高い国である。 

特に、世界と比較しても多くの地震が発生しており、今後も、南海トラフ地震 10への警戒が

高まっている。また、政府地震調査研究推進本部「全国地振動予測地図 2020 年版」によれ

ば、関東をはじめとした広い地域において、今後 30 年間における震度６弱以上の地震の発

生確率が高くなっている。 

また、「令和５年版 防災白書」11にも言及があるとおり、我が国では、暴風、豪雨、洪水、土

砂災害、高潮等の気象災害による被害が毎年のように発生している。近年では、令和元年東

日本台風、令和２年７月豪雨、令和４年８月の大雨、令和４年台風第 14 号、同第 15 号、令

和５年の梅雨前線による大雨等により、被害が立て続けに発生している。近年の平均気温の

上昇や大雨の頻度の増加など、気候変動とその影響が全国各地で現れている。 

  

                                                        
9 https://doda.jp/guide/ranking/101.html 
10 静岡県から宮崎県にかけての一部では震度７、周辺の広い地域においては震度６強など
の強い揺れが想定されている地震 
11 https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/r05/honbun/t1_2s_01_00.html 



13 
 

図表 12 地震頻度 
マグニチュード 世界の地震回数（年間平均：

USGS（アメリカ地質調査所）によ

る） 

日本及びその周辺の地震回

数（年間平均） 

※2001 年～2010 年の気象庁震源

データをもとに算出 

M8.0 以上 1（1900 年以降のデータによる） 0.2 

M7.0 - 7.9 17（同上） 3 

M6.0 - 6.9 134（同上） 17 

M5.0 - 5.9 1,319（同上） 140 

M4.0 - 4.9 13,000（推定値） 約 900 

M3.0 - 3.9 130,000（推定値） 約 3,800 

（出典）気象庁 HP12より総務省作成 

 

さらに、地震と風水害以外にも国際社会共通の課題が存在する。経済のグローバル化と

相互依存が進む中において、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を経験したように、気

候変動や感染症、紛争など国際社会共通の課題への対処は引き続き極めて重要な課題で

ある。その一方で、令和５年(2023 年)版防衛白書において「国際社会共通の課題への対応

において、国際社会が団結しづらくなっている。」と指摘されている。 

特に近年は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するた

めには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重

要性が増大している。これに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的

に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基

本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設す

るための経済安全保障推進法 13が令和４年（2022 年）５月 11 日に成立した。 

 

  

                                                        
12 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq7.html 
13 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 
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図表 13 南海トラフ地震の想定震度分布 

 

（出典） 気象庁「南海トラフ地震で想定される震度や津波の高さ」14 

 

図表 14 今後 30年間で震度 6弱以上の地震が発生する確率 

 

（出典）政府 地震調査研究推進本部「全国地振動予測地図 2020年版」15 

                                                        
14 https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/assumption.html 
15 https://www.jishin.go.jp/evaluation/seismic_hazard_map/shm_report/shm_report_2020/ 
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１－１－２．求められる社会 

ここまでの社会の変化を踏まえ、求められる社会像についてビジネス面、生活面、安心・安

全面から考えた。 

 

１．ビジネス面 

我が国の情報通信産業において、効率化、高付加価値化による更なる活性化により GDP

の増加傾向を加速させる必要がある。また、我が国の産業全般においても、日本の人口が減

少し労働人口が減ることが予測される中では、効率化などにより労働人口の減少を補い、投

資やイノベーションの促進を通じ産業の高付加価値化を達成することが求められている。 

また、地域における転出超過数の主な要因の１つは経済環境、特に雇用環境であると考

えられ、総務省の「地域における ICT 利活用の現状に関する調査研究」における全国の地方

公共団体を対象に実施したアンケート（図表 15）によれば、約９割の団体が、「良質な雇用機

会の不足」を人口流出の原因と考えている。地域の活性化のためにも地方における産業の

振興、ビジネスの創造が求められている。 

 

図表 15 地方公共団体が考える人口流出の要因 

 

（出典）総務省「地域における ICT利活用の現状に関する調査研究」（平成 27年）16 

 

２．生活面 

我々が日常生活を送るために必要な各種サービスに必要とされる人口規模は、サービス

の種類により様々であるが、一定の人口規模の上に成り立っている。また、人口減少は地方

財政にも大きな影響を及ぼす。人口減少とそれに伴う経済・産業活動の縮小によって、地方

                                                        
16 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h27_07_houkoku.pdf 
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公共団体の税収入は減少し、行政サービスが廃止又は有料化されるといった場合が生じるこ

とも考えられ、その結果として生活利便性が低下することになる。地方公共団体が考える人

口流出の主な要因として、社会インフラ（交通、病院、商店等）、教育環境（高校、大学等）、良

質な子育て環境（保育園、幼稚園等）の不足が挙げられており（図表 15）、人口減少が予測

される我が国において、特に人口の転出が起こっている地方においては、生活基盤の維持・

向上が求められる。 

先に紹介した独立行政法人労働政策研究・研修機構の「2023 年度版 労働力需給の推計

（速報）」（図表 3）では「就業者数は、一人当たりゼロ成長・労働参加現状 17では、令和４年

（2022 年）の 6,902 万人から、令和 12 年（2030 年）に 6,556 万人、令和 22 年（2040 年）に

6,002 万人と減少すると見込まれるが、成長実現・労働参加進展 18では、令和 12 年（2030

年）に 6,940 万人と増加した後、令和 22 年（2040 年）に 6,791 万人と減少するが、一人当た

りゼロ成長・参加現状に比べ減少幅が縮小することが見込まれる。」とされており、労働力需

給の推計には労働力率が将来像に対して影響するため、学べる場の創造によるリスキリン

グ、リカレント教育や多様な働き方の実現により、労働力率（15 歳以上人口に対する労働力

人口の割合）を上げ、労働参加の進展を加速することが求められる。 

また、リスキリング・リカレントや多様で柔軟な働き方はイノベーションの促進などによる付

加価値生産性の向上にも繋がるものである。 

さらに、休息や趣味、家族との団らんといったことに充実を感じる人が多く（図表 8）、多様

な働き方とともに自分時間・家族時間の増加が求められている。 

 

３．安心・安全面 

気候変動や感染症、紛争など国際社会共通の課題がある中で、ライフラインとなった無線

通信を含めて、社会インフラには安心・安定なサービス提供の確保が求められている。 

特に、災害の多い我が国においては、災害時においても必要な情報の受発信や必要な者

との連絡が可能な社会が求められている。 

令和６年能登半島地震においては、石川県知事の記者会見では携帯電話基地局の復旧

について電力の復旧と並行して発表され、通信がライフラインとなっていること、災害時にお

いては通信手段の維持、復旧が被災者の重要な関心事項となっていることが改めて明らかと

なった。 

 

                                                        
17 一人当たりゼロ成長に近い経済状況のもと、労働参加が 2022 年と同水準で推移 
した場合 
18 経済・雇用政策を講じ、成長分野の市場拡大が進み、女性及び高齢者等の労働市 
場への参加が進展する場合 
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図表 16 石川県による携帯電話基地局復旧に関する記者会見資料 

 

（出典）石川県知事記者会見資料（令和 6年 1月 29日）より抜粋 19 

 

図表 17 応急復旧手段、被災地支援の例 

 

（出典）第４回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 KDDI(株)/UQ コミュニケーションズ(株) 提出資料 

                                                        
19 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/chiji/kisya/r6_1_29.html 
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１－２．電波利用の動向 

１－２－１．電波利用の現状 
現状の電波の主な利用状況を述べる。 

電波は、周波数帯によって伝わり方や伝送できる情報量、利用技術の難易度が異なる。低

い周波数の電波は、障害物を回り込んで届くが伝送できる情報量は少なくなる。高い周波数

の電波は伝送できる情報量は大きくなるが、直進性が高くなる。また、帯域によっては雨によ

る影響（減衰）を受けやすくなる、使用する電波の幅(周波数帯幅)が広いほど、沢山の情報を

送ることができるなどの特徴がある（図表 18）。 

電波による通信は、周波数が同一、もしくは非常に近い２つ以上の電波が互いに干渉し合

うなどの状況下で混信する可能性が生じるため、各システムが特定の周波数を使えるよう一

定の整理が必要であり、国際的にも、各周波数帯の利用方法（周波数の国際分配）、衛星周

波数の国際調整手続、無線局の技術基準等、無線通信に関する国際的な規則が国際電気

通信連合（ITU）憲章に規定する無線通信規則（RR）において規定されている。RR は３～４年

に一度開催される世界無線通信会議（WRC）において改正が議論される。 

我が国では、この RR による国際分配に基づく国内分配として、電波法に基づき割当可能

な周波数、業務の種別、目的、条件などを定めている。 

 

図表 18 電波の特性と利用形態 
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昭和 25 年（1950 年）の電波法制定当初、電波の利用は公共分野が中心であり、局数も

5,118 局、使用される周波数帯も低い周波数が中心であった。その後、昭和 60 年（1985 年）

に電気通信業務の民間開放が行われたことを契機として、令和５年（2023 年）には免許に基

づき開設されている無線局の数が約３億 567 万局に達するなど、電波の利用が大幅に増大

している（図表 19）。 

この民間開放やそれに伴う無線局数の拡大により、電波の利用は国民生活にとってより身

近なものとなっている。 

例えば、一般社団法人電気通信事業者協会の発表によれば株式会社ＮＴＴドコモ、株式会

社 KDDI、ソフトバンク株式会社の３社合計の携帯電話の契約数は 2 億 1242 万件（2024 年

3 月集計）となっており、国内の人口を超えるとともに、５G の人口カバー率は 96.6%（2022 年

3 月）となっており、端末数、エリアともに国民生活に深く浸透していることが見て取れる。 

また、無線全般を見ても、電波は重要無線として我々が普段接している電気通信事業や放

送のみならず、人命・財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業

務、鉄道事業に係る列車の運行の業務に使われており、無線通信はまさにライフラインとな

っている。 

その反面、無線局数やトラヒックが年々増加していることにより以前に比べ周波数が極め

てひっ迫した状態となっている。 

図表 19 電波利用の進展 

 
 

総務省では、有限希少な電波資源の有効利用を促進するとともに、新たな電波利用システ

ムの導入や周波数の需要増に対応するため、平成 16 年(2004 年)８月に周波数再編アクショ

ンプランを策定・公表して以後、毎年見直し・公表している。 

周波数再編アクションプランは、平成 15 年度（2003 年度）から令和４年度（2022 年度）まで

は毎年実施していた電波の利用状況の調査及び評価結果等に基づき、また、令和５年度

（2023 年度）からは電波の利用状況の調査及び電波監理審議会が実施した電波の有効利
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用の程度の評価等に基づき策定している。これにより、透明性及び予見可能性を確保しつ

つ、周波数の円滑かつ着実な移行・再編を推進している。 

この周波数アクションプランにおいても周波数の逼迫についての影響が至る所に見て取れ

る。例えば令和５年の周波数アクションプランにおける５Ｇの普及に向けた周波数確保におい

て、候補に挙げられている周波数である 4.9GHz 帯、26GHz 帯、40GHz 帯などでは、これらの

周波数を確保するために、他のシステムとの動的な周波数の共用や既存無線局の移行など

が検討されており、必要な周波数が元から空いているという状況にはない。 

 

図表 20 周波数再編の PDCA サイクル 
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１－２－２．無線技術の多様化 

無線システムに関する最近の主な動向として、以下、第５世代移動通信システム、ローカル５

G、ドローン、V2X、無線 LAN、高高度プラットフォーム、宇宙関連について述べる。 

 

１．第５世代移動通信システム 

第５世代移動通信システム（５Ｇ）は、「超高速」を実現する通信だけでなく、「超低遅延」「多

数同時接続」を実現する通信も実現可能となる。そのため、５Ｇは、あらゆる「モノ」がインター

ネットにつながる IoT 社会を実現する上で不可欠なインフラとして大きな期待が寄せられてい

る。 

５G についてはデジタル田園都市国家インフラ整備計画において整備方針が記載されてお

り、人口カバー率のみならず道路カバー率などの目標が定められている。５Ｇ基地局等の整

備に関しては、地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など）において、地方公

共団体や無線通信事業者等が整備する場合に、総務省がそれらの整備費用の一部を補助

する携帯電話等エリア整備事業を行っている。 

５G の次の世代の情報通信インフラ「Beyond5G（６G）」は、2030 年代のあらゆる産業や社

会活動の基盤となることが見込まれている。総務省では、令和２年（2020 年）６月に、

「Beyond 5G 推進戦略－６G へのロードマップ－」20を取りまとめ、関係府省と連携しながら、

本戦略を推進している。さらに、我が国の国際競争力の強化や経済安全保障の確保を図る

ため、社会実装及び海外展開を見据えた民間企業や大学等による研究開発・国際標準化を

支援することを目的として、Beyond 5G 基金による研究開発プログラムなどを行っている。 

また、令和５年（2023 年）１月から７月までにかけて開催された、「デジタル変革時代の電波

政策懇談会」下の「５G ビジネスデザインワーキンググループ」では、2020 年代後半にかけて

国民が「５G ならでは」の通信を実感できる形で５G をビジネスとして社会的に実装させるため

に「インフラ整備」、「機器・端末の普及」、「ユースケースの創出」に一体的に取り組む必要性

があるとの報告があった。また、同ＷＧでは、「割当方式検討タスクフォース」における議論も

踏まえ、そのためにも、低い周波数帯（プラチナバンド～サブ６帯）の活用によるエリアカバレ

ッジの向上を図るとともに、令和７年度（2025 年度）末までに新たな割当が想定されるミリ波

帯（26/40ＧＨｚ帯）での「条件付オークション」の導入を通じて、イノベーションや新サービスの

創出を促進することが必要との報告があった。 

総務省では、これらの報告を受けて、条件付オークションの導入に必要な制度整備や運用

方式についての検討を行っている。 

 

 

 

                                                        
20 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000364.html 
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２．ローカル５G 

ローカル５G は、携帯電話事業者による５G の全国サービスと異なり、地域ニーズや個別

ニーズに応じて様々な主体が利用可能な第５世代移動通信システムとして制度化した。物

流、医療等の様々な分野でユースケースの実証が行われている。 

ローカル５G の導入を促進するために「ローカル５G 導入に関するガイドライン」を策定して

おり、また、ローカル５Ｇの普及のため、広域的な利用や免許手続・検査の簡素化のための

制度整備を行った。現在更なる普及のために海上利用や電波伝搬パラメーターの精緻化な

どの検討を行っている。 
図表 21 ローカル５Ｇの開発実証事例 

（空港制限区域内におけるターミナル間連絡バスの複数台遠隔型自動運転（レベル 4相当）に向けた実証） 

 

 

図表 22 ローカル５Ｇのより柔軟な運用に向けた制度整備 
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３．高高度プラットフォーム 

総務省では、高高度プラットフォーム（HAPS）への携帯電話基地局の搭載に向け、無線設

備や機体の技術開発、制度整備、更なる高度化に向けた研究開発等の取組を推進してい

る。 

令和７年度（2025 年度）までに実証やデモンストレーションが実施される予定である。まず

は島嶼部等をスポット的にカバーするサービスや災害時での活用を想定しており、将来的に

は高速・大容量サービスの全国での提供及び海外展開が見込まれる。 

HAPS において携帯電話基地局として利用可能な周波数に関する無線通信規則（RR）の

改正を日本から提案し、令和５年（2023 年）の世界無線通信会議（WRC-23）おいて 1.7GHz

帯、２GHz 帯、2.6GHz 帯は全世界で、700MHz 帯は、アジアの一部の国を除く全世界で

HAPS への分配が決定された。 

 

４．宇宙通信 

多数の非静止衛星を一体的に運用する「衛星コンステレーション」の開発・展開が欧米企

業を中心に進展し、衛星通信サービスがグローバルに提供されている。日本の事業者はこれ

らの企業と業務提携を行い、国内でサービスを展開している。 

衛星コンステレーションの実現によって衛星通信の高速化が可能となり、ブロードバンドサ

ービスへの利用のほか、携帯基地局のバックホールとしても活用されている。また、専用のア

ンテナや端末を必要とする従来の利用形態に加えて、スマートフォン等から衛星通信の利用

を可能するサービスも計画されている。 

令和５年（2023 年）の G７デジタル・技術閣僚宣言の付属書「Beyond 5G/６G 時代におけ

る G７将来ネットワークビジョン」において「特に NTN は、コスト効率と信頼性の高いデジタル

インフラを構築するための新たな選択肢を提供」（する）とされており、今懇談会においても今

後は地上局、HAPS、衛星などの特徴を活かして NTN 網を作りあげていくことが重要との指

摘がなされたところである。 

宇宙活動に関しては、令和元年（2019 年）に米国よりアルテミス計画が発表され、月への

各ミッションが進められている。日本においても JAXA が小型探査機 SLIM によるピンポイン

ト着陸技術の実証を達成するなど、宇宙活動の広がりが活発化している。また、WRC-23 に

おいて月面・月周回軌道での周波数確保が WRC-27 の新議題と決定した。 
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図表 23 月面/月地球間の通信例 

 

（出典）第４回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 KDDI（株)/UQ コミュニケーションズ（株） 提出資料 

 

５．ドローン 

改正航空法の施行により、令和４年（2022 年）12 月５日から、有人地帯（第三者上空）での

補助者なし目視外飛行（いわゆるレベル４飛行）を可能とする新制度が開始され、飛行の拡

大が期待されている。 

携帯電話網の利用に関し、令和２年度（2020 年度）に第４世代移動通信システム（４Ｇ）等

の高度 150m 未満での上空利用を制度化し、令和５年度（2023 年度）に高度制限を撤廃し

た。 

また、国際的に 5.8GHz の電波を用いた通信も使われていることから、当面の措置として、

周波数・使用エリア等を限定した実験運用を推進するとともに、これらの条件を付した上で簡

易な手続で電波を利用できる制度を令和７年度（2025 年度）中に実現すべく検討を行ってい

る。 

さらに、無線 LAN が使用している周波数について、他の無線システム等への混信を防止

しつつ、上空における更なる利用拡大を図るための検討も行っている。 
図表 24 ドローンのレベル４飛行 

 
（出典）無人航空機レベル４飛行ポータルサイト（国土交通省） 
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６．V2X 通信 

700MHz や 5.8GHz などが ITS 用の周波数として割り当てられているが、国際的な周波数

調和や既存無線局との干渉などを勘案し、5,895～5,925MHz の最大 30MHz 幅を目処に V2X

通信向けの割当てを検討すべく、総務省では、① 5,888～5,925MHz を使用する放送事業用

無線局の移行先周波数の確保、② 5.9GHz 帯 V2X システムの隣接システム等（放送事業、

無線 LAN、ETC など）との技術的検討（周波数共用検討）を行っている。 

 
図表 25 5.9GHz帯 V2X通信向けの割当方針の検討の方向性 

 

（出典）総務省「「自動運転時代の“次世代の ITS通信”研究会中間取りまとめ」及び意見募集の結果の公表」（令和５年８月７日公表） 

 

７．無線 LAN 

無線 LAN の実効速度が向上する広帯域無線 LAN の導入や、無線 LAN の周波数帯域の

拡張に向けて、諸外国における動向に留意しつつ、他無線システムとの周波数共用等の技

術的条件が検討されている。 

海外では、無線 LAN の周波数を確保するため、自動周波数調整（AFC）システムの活用に

よる他の既存の無線システムとの周波数共用が検討されている。 

 

  



26 
 

１－２－３．無線活用分野の広がり 

1. AI、ロボット 

令和５年（2023 年）の G７産業・技術・デジタル閣僚宣言 21において「AI 及びその他の新興

技術が、安全、安心、信頼できる形に形成されれば、持続的な成長目標（SDGs）の達成にと

って極めて重要となり得ることを認識する。それらは多くの産業に前向きな影響を与えること

ができ、生産性、効率性、イノベーション、科学的な発見を向上させる大きな可能性を秘めて

いる。」との言及があり、今後はより一層 AI の活用が深まっていくことが期待されている。 

ワイヤレスネットワークの効率化、高度化などのために AI の活用の検討が進んでいる。そ

の一方で、工場での自動搬送など AI が活用できるシーンはワイヤレスネットワークを活用す

ることにより更に身近に、柔軟になる。このように、無線通信と AI は相互に作用しながらサー

ビスの質を高めていくと見込まれる。本懇談会でも自動搬送や自動給餌機について発表があ

ったところであるが、今後は AI と無線通信の総合的な活用により新たなサービス、新たな経

済活動が生まれてくるものと思われる。 

今後も、ワイヤレスネットワークの発展により人間がネットワークに接続可能な機会が増

え、また、AI により膨大な情報の選別、カテゴライズ・優先順位付けなどが可能になり、個人

が他人や情報に触れる機会が格段に増加するだけでなく、コミュニケーションの場において

個人、社会、文化がより複雑に影響しあうこととなる。そのような中においては、ヒューマンフ

ァーストであることを通じて人を幸せにするワイヤレス社会を創造することが大切である。 

分野や国により AI・ロボットの導入に対する期待度に差があるものの、人手不足が指摘さ

れる分野かつ日本において AI・ロボットの導入への期待度が高い分野では日本が他国を先

導できる分野になりえるとの指摘が本懇談会においてあったところである。 

                                                        
21 https://www.soumu.go.jp/hiroshimaaiprocess/documents.html 
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図表 26 ヒューマン・ファースト・イノベーション 

 
（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 高橋構成員提出資料 

 
これとあわせて、空間コンピューティング 22の普及により、時間や場所を選ばずに XR（クロ

スリアリティ）23関連の大きなデータがやりとりされるようになってきている。今後、センサー情

報などのデータやロボットが AI と融合していくことで、フィジカルな世界がサイバーの世界に

投影される、サイバーの世界からフィジカルな世界の活動に参加するなど、サイバーフィジカ

ル融合の世界がより高度化されていくことが予想される。サイバーフィジカル融合が日常生活

にも浸透し、個人向けのナビゲーションや購買、危険感知などの支援サービスを実装するに

は、安心・安全で高速大容量のワイヤレス通信が不可欠である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
22 空間にデジタルコンテンツを表示する技術 
23 現実空間に仮想空間を融合させる技術 
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図表 27  自動搬送ロボットシステムの例 

 

（出典）第 2回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 Industry Alpha（株) 提出資料 

 

図表 28  AI とネットワークの共存例 

 

（出典）第４回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 ソフトバンク(株)/Wireless City Planning(株) 提出資料 

 

 

 



29 
 

2. 医療、交通、漁業など様々な分野におけるワイヤレス通信の活用事例 

本懇談会においてスマート漁業、V2X、遠隔医療、ドローン、センシングなどが紹介された

ように、これまでに無かった無線通信の活用事例が拡大していくことが予想される。 

これにより、これまではテレワークや動画視聴など人がデータを使うことに起因する無線通

信におけるトラヒックへの影響が注目されることが多かったが、今後は AI や IoT などにより自

動的にデータが生成/送信/受信されることによる無線通信におけるトラヒックへの影響が増

加するものと思われる。 

また、電波を活用するデジタルビジネスの分野が拡大するということは、電波に馴染みの

なかった事業者がデジタルビジネスを行う事例が増えることに繋がる。 

 

図表 29  AI給餌機 

 

（出典）第 2回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 ウミトロン(株) 提出資料 

 

図表 30 遠隔医療の進展 

 
（出典）第 2回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 (株)メディカロイド 提出資料 
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図表 31 ドローンの活用事例 

 

（出典）第 2回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）ミラテクドローン 提出資料 

 

図表 32 宇宙における電波利用の例（IoT） 

 
（出典）第３回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 ソニーグループ(株) 提出資料 



31 
 

図表 33 宇宙における電波利用の例（SAR） 

 

（出典）第３回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 (株)QPS研究所 提出資料 

 

3. 社会実装の促進 

急速な技術の進展により、国際社会におけるビジネスの不確実性は年々増しており、産業

界のエコシステムもピラミッド型からレイヤー型へ変革して構造自体が変わってきている。そ

のような時代においては、テクノロジーと社会・経済価値の間に存在する大きな溝をいかに埋

めてイノベーション力を最大化するかが重要視されている。 
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図表 34  デジタル時代の価値創出 

 
（出典）第１回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 森川教授 提出資料 

 
図表 35 社会実装に向けた課題 

 
（出典）第６回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 日本電気(株) 提出資料 
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１－２－４．諸外国の周波数政策の動向 

諸外国における周波数政策の動向について述べる。 

 

1. アメリカ 

2023 年 11 月、米国 NTIA は次の４点を柱とする「国家周波数戦略」を発表した 24。 

① 米国のリーダーシップを確保するための周波数パイプライン 25 

政府は、短期的な周波数ニーズに対応するため、2026 年秋頃までに、合計

2,786MHz 幅（3.1-3.45GHz、5.03-5.091GHz、7.125-8.4GHz、18.1-18.6GHz、37.0-

37.6GHz）の再利用の可能性について調査し、近い将来の周波数の割当のための指

針を策定する。これらの帯域の再利用は、先進的な干渉緩和機能や周波数共有の

枠組みを通じて実現されることが期待される。 

② 進化する周波数ニーズを支えるための長期的な周波数計画 

周波数割当てに関する長期的な決定のため、政府は次の取組を行う。 

・ 周波数割当の決定に業界関係者、連邦政府機関、諮問団体の意見を取り入れる

周波数計画プロセスを開発する。 

・ 周波数割当の決定に透明性を持たせるため、周波数割当による便益を定量化す

るモデルや、技術的・経済的分析のベストプラクティスを開発する。 

・ NTIA は幅広い関係者からのインプットに基づき、同戦略を定期的に更新する。 

③ 技術開発による前例のない周波数帯アクセスと管理 

周波数アクセス技術の進化に向けて、人工知能や機械学習、クラウドベースの周波

数管理、オープンで相互運用可能なネットワークアーキテクチャなどの技術への投資

を奨励するため、政府は 2026 年秋頃までに次の取組を行う。 

・ 動的周波数共有のための国家テストベッドを創設する。 

・ 大統領府科学技術政策局（OSTP）は「全国周波数帯研究開発計画（National 

Spectrum Research and Development）」を策定し、周波数帯イノベーションのため

に取組むべき主要分野を特定する。 

④ 周波数帯の専門知識の拡大と国民意識の向上 

米国の長期的な周波数帯イノベーションには、幅広い国民の理解が必要であり、政

府は 2027 年 3 月までに次の取組を行う。 

・ 将来の周波数関連業界において必要となる人材を育成するための「国家周波数

人材計画（National Spectrum Workforce Plan）」を策定する。 

・ 連邦政府機関は、州政府、地方政府、部族政府を含むあらゆるレベルの政策立

                                                        
24 https://www.ntia.gov/issues/national-spectrum-strategy   
25 同戦略では、周波数パイプラインとは「革新的な新しい用途に周波数帯を利用できるように
し、増大する需要に応えること」とされている。 
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案者が周波数帯に関わる意思決定に必要な情報にアクセスできるようにする。 
 

2. イギリス 
（1） 周波数に関する声明 

2023 年 4 月、英国 DSIT は、「周波数に関する声明」を策定した 26。新たな周波数政策の

ビジョンとして、周波数に依存する様々なアプリケーションから得られる“価値 27の最大化”を

掲げている。また、周波数政策の基本原則として次の４点を提示している。 

① 周波数は戦略的資産であり、政府の様々な政策目標を実現する重要な手段。 

② 周波数管理はイノベーションと投資を促進し、消費者重視の成果を支援するべき。 

③ 周波数管理は効率的かつ最適な使用を保証し、実際の使用に関連付けられるべきで

あり、適切な場合には、周波数利用は市場メカニズム 28を通じて決定されるべき。 

④ 周波数管理自体もイノベーションを最大限に活用すべき。 

 

（2） ワイヤレスインフラ戦略 

また、2023 年 11 月、英国 DSIT は「ワイヤレスインフラ戦略」を策定した 29。この戦略は、よ

り良く、より安全で、より豊かな英国の未来を築き、経済成長を促進し、より高賃金の雇用と

機会を創出するという５つの優先事項を実現するため、次に取り組むこととしている。 

① 10 億ポンドの Shared Rural Network プログラムを通じて、4G のカバレッジを英国の国

土の 95%まで押し上げるための取組を加速化する。 

② 2030 年までに全ての人口密集地域で５G-SA 化を実現する。 

③ 商業投資や競争の促進などにより、MNO サービスに対する需要を向上させることがで

きるような環境を整備する。 

④ ５Ｇ投資誘致エリアを支援し、産業界と公共サービスプロバイダが５Ｇの将来の利用者

となる機会を増やす。 

⑤ 公共部門と Connected Places30による５G と高度な無線技術の採用を促進するための

一連の政策を打ち出す。また、６G を実現し、英国の経済と社会にとっての利益を最大

                                                        
26 https://www.gov.uk/government/publications/spectrum-statement/spectrum-
statement#principles-for-spectrum-policy-1 
27 この「価値」には、直接的な経済的・商業的便益だけではなく、安全保障や地球観測のよう
な社会的・非経済的便益も含まれ、価値を分野横断的に定量化することは困難とされている。 
28 例として、周波数の価格設定、自由化、オークション、取引が挙げられている。 
29 https://www.gov.uk/government/publications/uk-wireless-infrastructure-strategy/uk-
wireless-infrastructure-strategy 
30 情報通信技術と IoT機器を統合してデータを収集・分析し、構築環境に新たなサービスを提
供し、市民の生活の質を高めるコミュニティ。 
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化し、今後数十年の英国の国際競争力を支える。 

 

さらに、電波利用料 31について、産業界にもたらす多大なコストやモバイルネットワーク展

開における周波数の重要性を考慮すると、現在の料金設定方法が周波数帯域の効率的な

利用を促進するとの目的に適ったものであるか引き続き見直し続ける必要があるとされ、

Ofcom に対し、2023 年末までに、料金設定方法の見直しを検討するよう求めた。 

 

3. カナダ 

2023 年８月、イノベーション・科学・経済開発省は、2023～2027 年までの周波数管理と計

画に関する「周波数アウトルック 2023」を発表した 32。地方エリアや先住民族のコネクティビテ

ィ、気候変動、ワイヤレス市場の競争等の社会課題を政策テーマとして設定するとともに、

2027 年までの割当優先度の高い周波数帯として次を挙げている。 

・ 3650-3900MHz：用途制限なし、オークションにより割当て 

・ 3900-3980MHz：用途制限なし、地域割当て（Non-Competitive Local Licensing） 

・ 5850-5925MHz：免許不要（ＩＴＳを念頭） 

・ 24.25-26.5GHz：用途制限なし（５Ｇを念頭） 

・ 26.5-27.5GHz, 27.5-28.35GHz, 37.6-40GHz：用途制限なし 

・ 116‑122.25GHz, 122.25‑123GHz, 174.8‑182GHz, 185-190GHz, 244‑246GHz：免許不要 

また、今後数年間でライセンス料金制度 33を継続的に改善するとしている。 

 

4. 中国 

2023年６月、中国工業・情報化部は新たな「中華人民共和国無線周波数割当規定」を発表
34。世界に先駆けて 6425-7125MHz の全て又は一部の帯域を IMT（5G/6G を含む）に割り当

てることとした。 

 

                                                        
31 料金設定に当たっては、AIP (administered incentive pricing)と呼ばれる手法を採用してお
り、周波数の需要超過が予想される場合、Ofcom は他の需要用途から見込まれる周波数の経済
的価値に基づき料金を設定する。 
32 https://ised-isde.canada.ca/site/spectrum-management-telecommunications/en/spectrum-
allocation/spectrum-outlook-2023-2027 
33 ライセンス料金はコスト回収ではなく周波数の効率利用を奨励することを目的としており、
周波数の経済的価値を反映するものとされている。また、ライセンス料金によって農村部や遠
隔地を含む全国へのワイヤレスサービスの提供を支援するとされている。 
34 
https://www.miit.gov.cn/jgsj/wgj/gzdt/art/2023/art_92c8962a03a44a37becc2963cb3c8df9.html 
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5. 韓国 

2022 年 12 月、韓国科学技術情報通信部（MSIT）は、基地局数の未達を理由に、通信事

業者２社の 28GHz 帯の周波数免許の取り消しを発表した 35。また、2023 年５月にも同様に１

社の免許を取り消した 36。2023 年７月、新たに 28GHz の割当計画を策定し、2024 年１月に

オークションを実施した結果、MVNO 事業者等から成るコンソーシアムが 4301 億ウォン（約

480 億円）で落札した 37。 

 

6. オーストラリア 

2023 年 10 月、通信メディア庁（Australian Communications and Media Authority, ACMA）

は「周波数アウトルック 2023-28 年及び 2023-24 年の作業計画」を発表した 38。概要は以下

の通りである。 

・ オーストラリアにおける 5G サービスの展開を支援するため、3.4～4.0GHz 帯のミッドバン

ドの計画について引き続き実装に向けて対応する。 

・ 1.5GHz 帯、拡張 L バンド（1518-1525MHz、1668-1675MHz）、1.9GHz 帯の３つの帯域に

ついて再計画を立案するなど、多くの帯域について検討を進める。 

・ 1,980～2,005MHz 帯及び 2,170～2,195MHz 帯におけるモバイル衛星サービス（MSS）の

整備に重点を置き、２GHz 帯の MSS への割り当てに向けて取り組む。 

・ 2028 年から 2032 年にかけて失効予定の周波数免許に関する計画策定を進める。 

・ 衛星サービスの規制取り決めについて更なる検討を行う。これには、衛星ダイレクト通信

サービス、E バンドサービス（71-76/81-86GHz）をポイント・ツー・ポイント・リンクと協調し

てサポートするための取り決め、Q/V バンド（40-50GHz）のゲートウェイ衛星地球局が含

まれる。 

 

  

                                                        
35 
https://www.msit.go.kr/eng/bbs/view.do?sCode=eng&mId=4&mPid=2&pageIndex=&bbs
SeqNo=42&nttSeqNo=753&searchOpt=ALL&searchTxt= 
36 https://www.yna.co.kr/view/AKR20230512065100017 
37 https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2024/02/133_368005.html 
38 https://www.acma.gov.au/publications/2023-10/five-year-spectrum-outlook-2023-28 
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１－３．広がるワイヤレスへの期待 
1. ワイヤレスの社会インフラ化 

ワイヤレスの機能的な提供価値の発展に伴い、産業との関わり方が進展することで、今後

は「産業のワイヤレス化」から「ワイヤレスの社会インフラ化」が進展すると期待される。 

 

図表 36 ワイヤレスの価値と産業へのインパクト 

 
（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 

そのような流れの中で、５G のビジネスデザインにおいては、B2B や B2B2C などを含め携

帯電話のみでない産業利用にもサービスが拡大していることから、市場やプレイヤーの類型

や役割の多様化・複合化、製品・ソリューションの拡大など、あらゆる面において、５G 以降の

モバイル通信産業は、４G 以前の産業構造に比べて複雑化しており、オペレータ（通信キャリ

ア）もサービスプロバイダや通信機器ベンダーと同様にその役割が従来よりも大幅に拡大さ

れた形でビジネスモデルが形成されている。 
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図表 37 ５G時代の産業構造 

 

（出典）第１回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 クロサカ構成員 提出資料 

 

図表 38 無線を活用した取り組み 

 

（出典）第４回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）NTT ドコモ 提出資料 
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２． ワイヤレスの活用見通し 

（株）三菱総合研究所の調査 39によると、過去２年間でデジタル技術・DX 導入を積極的に

進める者や計画をしている者の割合が増加している（図表 39 左）。また、ワイヤレスの導入・

活用に関する意向も上昇している（図表 39 右）。 

 

図表 39 (左)デジタル技術・DX導入の状況・意向    （右）ワイヤレス化への意向 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 

 

ワイヤレス導入の分野別の状況（図表 40 左）については、過去２年間で、一次産業、工

場、インフラ、物流など、産業用途におけるワイヤレス活用が着実に進展している。 

ワイヤレスの導入・利活用の目的（図表 40 右）については、「高付加価値化」、「新分野へ

の参入」、「新製品の生産」といった製品やサービスの拡大や付加価値の向上についてワイ

ヤレスの導入や活用の目的に挙げる企業が増えている。 

ワイヤレスのユースケース（図表 41 左）については、高精細な映像伝送に加えて、リモート

化による監視・診断に関するニーズが高まっている。業態別では、特にインフラ業及びモビリ

ティ・流通業でニーズが高まっている。 

                                                        
39 図表 39 については、全国の一般企業・団体（自治体等）を対象とし、従業員規模や業種等
を問わず web形式のアンケートを実施したもの。図表 40~43については、一次産業、製造
業、インフラ業、情報通信業、モビリティ・流通、商業、サービス業及び公共について、業種
ごとの回答数がバランスされるよう web形式のアンケートを実施したもの。 
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最もワイヤレスネットワークに求める機能的要件（図表 41 右）については、過去３年間で、

かつての大容量から、広域性、柔軟性等の運用面にニーズが変化している。これは、産業に

おいて多面的なワイヤレス活用が進んできているためと考えられる。 

 

図表 40 (左)ワイヤレスの導入・活用分野       (右)ワイヤレスの導入・利活用の目的 

 

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 

図表 41 (左)ワイヤレスのユースケース           (右)最も求められる機能的要件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 
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ワイヤレスに関する投資等意向（図表 42）については、ワイヤレスに対する投資比率 40は

2030 年頃に現在の約 2.3 倍、貢献度は約 1.6 倍になると見込まれる。業態別では、現在は、

情報通信業以外では、インフラ業、商業及び公共において、投資比率及び貢献度が高い傾

向が見られる。 

また、ワイヤレス成長シナリオ 41における将来の設備投資、従業員数、及び労働生産性の

変化（図表 43）については、今後 10 年でいずれも約 24～26％の増加、年平均で約２％の増

加と見込まれている。 

 

図表 42 ワイヤレスへの投資意向・ワイヤレスの貢献度 

 

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 

 

図表 43 ワイヤレス成長シナリオにおける今後 10年の投資・生産性増の予想 

 

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 

  

                                                        
40 ワイヤレス投資は、ＤＸ・デジタル化を加速するワイヤレスシステム・ネットワークや関連
ソリューションに係る設備導入・開発・運用を含む。 
41 今後、ＤＸ・デジタル化を加速するワイヤレスシステム・ネットワークや様々なユースケー
スの実現が進展した場合を仮定したもの。 
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１－４．ワイヤレス関係産業の成長がもたらす経済効果 
ワイヤレスの活用は、日本の経済成長における鍵となっている。総務省調査 42によれば、

移動電気通信の実質 GDP は堅調に増加しており、2021 年度は 2000 年度と比較して約 8.4

倍の約 5.9 兆円となっている。また、移動電気通信の労働生産性（GDP ベース）についても、

2021 年度は 2000 年度と比較して約 13.6 倍の 6,700 万円/人となっている。このように、日本

全体の実質 GDP43、労働生産性 44と比較して移動電気通信は大きく成長していることが伺え

る。 

移動電気通信のように電波を事業活動の中心的な資源として活用している「電波関係産

業」の更なる成長と同時に、電波を利用する「電波利用産業」におけるワイヤレス活用が進展

し、業務効率化及び商品・サービスの高付加価値化による経済成長が期待される。(株)三菱

総合研究所の推計（図表 44）45によれば、電波利用産業におけるワイヤレス活用が進展した

場合の成長シナリオでは、デジタル・トランスフォーメーション（DX）などに積極的な業態・企業

を中心に、①ワイヤレス化などのための設備投資、②リモートワークなどによる就業者数の

増加、③効率化・高付加価値化による労働生産性向上が図られることにより、製造業及びサ

ービス産業などで実質 GDP 成長率が長期的に押し上げられ､我が国全体としての実質 GDP

について 2030 年時点で約 22 兆円、2035 年時点で約 53 兆円の増分が見込まれている。 

 

                                                        
42 令和 4 年度「ICTの経済分析に関する調査報告書」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/r04_01.pdf 
43 内閣府によれば、日本全体の実質GDPは、2021年度は 2000 年度と比較して約 1.12倍の約
544 兆円。https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html 
44 (公財)日本生産性本部によれば、2021年度の日本の一人当たり労働生産性は 81,510ドル。
OECD加盟 38 カ国中 29位。https://www.jpc-net.jp/research/detail/006174.html 
45 情報通信連関表、企業向けアンケート調査（図表 43等）及びマクロ経済モデルを用いて、
資本投入・労働投入・全要素生産性(TFP)の変化を推計し、ワイヤレス成長シナリオが実現し
た場合の経済貢献を推計・予測したもの。 
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図表 44 ワイヤレスによるGDPの押し上げ効果 

 

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 

 

また、産業規模の面から見た場合、同じく(株)三菱総合研究所の推計によれば、ワイヤレ

ス関係産業の成長とともに、あらゆる産業・業態へのワイヤレスの浸透により、ワイヤレス利

用産業への波及効果が見込まれ、2030 年時点で約 80 兆円、2035 年時点で 110 兆円規模

と、産業全体に占めるワイヤレス関連規模が拡大していくと予想されている（図表 45）。 

 

図表 45 ワイヤレス関連産業の規模の予測 

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 
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 第２章 ワイヤレス新時代の実現と目標設定 
２－１．ワイヤレス新時代（ワイヤレスサービスが拓く未来） 

ここまで見てきた社会の変化、ワイヤレスの広がり、経済効果などを鑑みるに、ワイヤレス

サービスは今後も引き続き重要なインフラの１つを担うこととなる。 

またそれと同時に、ワイヤレスサービスの拡大により B2B や B2B2C などを通じて産業構

造を変化させつつ、生活やビジネスを創造性と多様性に満ちた、電波の利用者にとって有益

で（Useful）電波ビジネスの提供者にとって付加価値のある（Valuable）社会に変革する「ワイ

ヤレストランスフォーメーション」（WX）を起こすことで、社会課題を解決する新たな未来の実

現が可能になると考える。 

本懇談会では、ワイヤレストランスフォーメーションを通じて 2035 年頃に目指すべき未来

像を「ワイヤレス新時代」と命名し、その象徴的な３つの事象を次のとおり「Business 

Innovation」「Life Diversity」「Trusted Connectivity」として整理した。 

 

図表 46 ワイヤレス新時代 

  

 

１．Business Innovation 

無線通信・センサーの活用による遠隔操作や自動化が普及するとともに、NTN などにより

海・空・宇宙領域のビジネスが拡大する。また、異業種が連携することにより新産業やイノベ

ーションが創出される。 

これらによりビジネスが高度化し、多様なプレイヤーと先進的なサービスにより世界の市場

を席巻する未来が実現する。 
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２．Life Diversity 

ワイヤレスにより時間的・空間的制約が無くなることで、どこにいても希望する教育・医療

を受けることや、自分の能力を発揮する仕事ができる。また、自動運転により移動コストが

下がり、各人が住んでいる地域の魅力的な食・暮らし・趣味・人との触れあいを満喫できる

ようになる。 

これらにより、地方や都市で真に豊かでワクワクする暮らしが実現する未来が実現する。 

 

３．Trusted Connectivity 

宇宙空間の戦略的活用やワイヤレスネットワークの強靱化などにより、災害等が起きて

も身近な人とつながり安心して暮らせる。産業においては、事業に必要なインフラ・物資を確

保でき、安定的に事業を行うことができる。 

また、ワイヤレスセキュリティ技術の実装により、意識しなくても安心に使えるサービスが

実現される。 

これらにより、予測できない不確実な出来事(災害、ウイルスなど)においても産業や暮ら

しの継続が出来る未来が実現する。 

 

【コラム】 ワイヤレストランスフォーメーション（WX）とは 

 

ワイヤレストランスフォーメーション（WX）とは、社会の変化を踏まえ、電波を徹底活用し

てワイヤレスサービスの可能性を最大限発揮し、創造性と多様性に満ち安全・安心を備え

た、電波の利用者にとって有益で（Useful）電波ビジネスの提供者にとって付加価値のある

（Valuable）社会に変革することで、ワイヤレス新時代を実現することである。「（空間が）ひ

ろがる」「（場所に）とらわれない」「（簡単に）つながる」といった電波の特性が新たな価値創

造の起点となる。 

ＷＸを進める上では、社会のニーズに応えるためにワイヤレスサービスそのものもアップ

デートされ、アップデートされたワイヤレスサービスによりさらに良い社会が生じるようなプ

ロセスが重要である。 

WX による変革シナリオの例として、次のようなものが考えられる。 

 

（ア）ものづくりが変わる 

工場において、産業機械のワイヤレス化が進むことで、リアルタイムでの遠隔操作・メン

テナンスや無人搬送車などによる全自動処理が可能となる。また、産業機械のレイアウト

変更に伴う配線コストも軽減され、製造ラインの柔軟化が進む。これにより、人手不足に直

面する製造現場におけるニーズへの即応性の向上、効率化、省人化・無人化が進み、生

産性、創造性の大幅に増加する。 
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（イ）モビリティが変わる 

Ｖ２Ｘやセンサーにより、自動車と人や周辺環境との協調が進み、交通の安全性が高ま

る。また、リアルタイムな交通情報の共有によって、渋滞が解消され、移動コストが大幅に

低減し、効率化や省エネルギー化が実現する。 

ＮＴＮにより上空のエリアカバーが進み、空飛ぶクルマやヘリコプターなどの搭乗者は、

上空でもネットワークにアクセスできるようになる。 

携帯電話網や車内 LAN 環境の高度化によって、電車での移動中も、高速なネットワー

クを用いた快適な移動体験が実現する。 

 

（ウ）農林水産業が変わる 

海上の船舶がワイヤレスにより他の船や港、関係機関に繋がることで、気象・海洋情

報、市場動向などをリアルタイムに入手、分析が可能となる。これにより、漁業の大幅な効

率化などが可能となる。洋上養殖においても、ワイヤレス化されたセンサーによる環境情

報の収集によりビックデータ解析も可能となり、自動給餌システムの活用などにより養殖の

自動化が進む。 

農業においても、同様にビックデータ活用や自動化などが進む。 

これにより農林水産業の生産性が大幅に向上するとともに、新たな経営形態によるイノ

ベーションの創出や業界活性化が進む。 

 

（エ）インフラ管理が変わる 

ドローンや IoT センサー、自動運転による自動点検や遠隔保守による省人化や効率化

が進むことでインフラの維持コストが軽減され、人口減少時代において人手不足や利用者

の減少により維持が危ぶまれるインフラについても維持・管理が可能となる。 

これにより人口減少地域においてもインフラの維持が可能となる。 

 

（オ）ＡＩが変わる 

モバイル端末や IoT センサーなどからのデータ収集・活用が進展し、AI の機能が向上す

るとともに、場面にあった AI の利活用が可能になる。また、あらゆる場所がワイヤレスネッ

トワークのエリアになることで、AI をより身近に活用することが可能になる。 

 

（カ）暮らしが変わる 

ワイヤレスによりスマート家電やウェアラブルセンサーがネットワークに接続し、家事や

健康管理など生活の質の向上が進む。 

位置情報システムとワイヤレスを活用するドローンによって、交通手段が限られた地域

においても、スムーズな配達を受けられるようになる。 
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ウェアラブルセンサーやカメラなどのデバイスがワイヤレスネットワークにつながり、乳幼

児の健康状態・行動・感情・生活環境などのビッグデータの分析が可能となり、子育てへの

不安が軽減される。 

 

（キ）観光・エンターテイメントが変わる 

山間、海上、空中を含めた非居住地においてもワイヤレスネットワークにつながること

で、シーンに合わせたサービスや情報が手に入り、観光体験が今よりリッチになる。例え

ば、魚群スポット、海図、気象予報などの情報の入手やその分析により、より効率的に魚

の群れを補足することで船上体験が劇的に変わる。 

さらに、センサーやカメラなどの IoT の普及が進むことで、XR、デジタルツインが発達し、

観光客は自分のいる場所やコンテクストに合わせたエンターテイメントや自動翻訳、観光

情報の享受などが可能になるだけでなく、それらを観光地にいなくても体験でき、さらにそ

の体験を自分とは離れた場所にいる人とも共有できる。 

さらに、宇宙空間での電波利用が進展することで地球上以外の場所についての XR も

可能となり、自分のデバイスから自由に宇宙空間の映像・写真を撮影することができるな

ど、擬似的な宇宙旅行体験が可能となる。 

 

（ク）緊急連絡が変わる 

ＮＴＮなど柔軟・多様なワイヤレスネットワークによるエリアカバーが進み、山間部や海上

などの非居住地においても災害時や緊急事態などの非常時の際に緊急連絡や必要な情

報の入手が可能になる。さらに、高速・低遅延なワイヤレスネットワークによって、救急搬

送中に遠隔で医療支援を受けられるようになる。 
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２－２．デジタルビジネス拡大に向けた目標設定 

２－２－１．５Ｇ整備目標 

日本において５Ｇの商用サービスが開始されて約５年が経過したところであるが、いわゆる

ハイプ・サイクルでいう幻滅期に入り、「５Ｇならでは」の実感がわかないといった声や、「なん

ちゃって５Ｇ」といった言葉が飛び交う状況となっている。５Ｇの通信基盤をさらに強化し、利用

者が「５Ｇならでは」の携帯電話サービスを実感できるようにすることは、携帯電話事業者の

社会的責務であり、インフラ整備の支援は国の責任である。 

このため、本懇談会の下に「５Ｇ普及のためのインフラ整備推進ワーキンググループ」を設

置し、「５Ｇならでは」の携帯電話サービスを利用者に提供するための５Ｇ整備目標等につい

て検討を行い、報告書をとりまとめた。携帯電話事業者は、報告書に掲げられた５G 整備目

標の達成を目指してインフラ整備を進め、国は、設定された目標（サブ６展開率）を 4.9GHz 帯

の割当ての際の指標とすることを検討することが期待される。 

【５G 整備目標の概要】 

① サブ６周波数帯における新しいインフラ整備目標の設定 

まずは高トラヒックエリアの整備を進めることとし、2027 年度までに高トラヒックエリアの 80%

をカバー46することを全社共通の目標とする。 

② ミリ波・SA についての新しいインフラ整備目標の設定 

インフラシェアリングも活用しつつ、ミリ波基地局を 2027 年度までに５万局（４者合計）整備

する。今後、５Ｇ基地局（サブ６・ミリ波）は、将来的には SA 対応が可能な基地局で整備する。 

③ 災害時の拠点やコミュニティの中心である市区町村の本庁舎についての目標 

まずは市区町村の本庁舎について、2025 年度末までに５Ｇによるカバレッジを目指す。 

④ 今後の取組 

  総務省においては、利用者にわかりやすく誤解を招かないような形で、携帯電話事業者ご

とに低い周波数帯から高い周波数帯まで５Ｇ整備の進捗状況が明らかになるような形で、公

表方法を検討する。また、技術の進歩等を踏まえ、基本的に３年ごとに目標を見直す。 

                                                        
46 日本全国をおおよそ 1km×1km の区画（メッシュ）に分割し、国勢調査における人口集中地
区を想定し、総メッシュのうち人口が上位の 13,250メッシュに占める置局メッシュ数をカウン
トすることとし、区画に１局以上置局した場合等に、当該区画はカバーされたと判断する方法
（「サブ６展開率」）で算出する。 
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２－２－２．ワイヤレスの活用の広がりに対応するための帯域確保目標 

前節までのとおり、各産業におけるワイヤレス化は着実に進展しているとともに、ワイヤレ

スへの期待も大きく、今後、技術革新による新たなワイヤレスシステム・ネットワークや様々な

ユースケースが登場し、周波数需要が増大すると考えられる。こうしたワイヤレス成長シナリ

オに必要な周波数を確保することは、我が国の経済成長を支えるためにも重要となる。 

周波数の確保について、デジタル変革時代の電波政策懇談会報告書（令和３年（2021 年）

８月）においては、2025 年度末までに 2020 年度末比で＋約 16GHz 幅を確保するとされ、こ

れまでに 3.046GHz 幅を確保したところである。引き続き、国際的な整合性にも留意しなが

ら、５G（4.9GHz 帯, 26GHz 帯, 40GHz 帯）、衛星通信（Ka 帯ブロードバンド衛星通信の帯域拡

張等）、無線 LAN（６GHz 帯無線 LAN の帯域拡張）、次世代モビリティ（5.9GHz 帯 V2X）等の

周波数確保に着実に取り組んでいくほか、ドローン利用ニーズの増大への対応、HAPS 等の

新しい無線システム導入のための周波数確保に向けて検討していくことが適当である。 

また、同報告書において、2030 年代に向けては、我が国におけるトラヒックの増加傾向を

踏まえて 2020 年度比で＋約 102GHz 幅を確保することとされ、このトラヒックの増加傾向は

現在も継続している（図表 47 左）。我が国における今後のトラヒック需要は、（株）三菱総合

研究所「情報爆発を支える新たな情報通信基盤の確立策を提言」47によると、自動運転・メタ

バース・生成 AI などのユースケースによるデータ通信量の増大により、2020 年比で 2030 年

には約 14 倍、2040 年には約 348 倍まで爆発的に増加すると予想されている。 

トラヒック需要が生じる地域に注目すれば、現在は可住地集落（住宅地や工業・商業地帯

等）に集中しているものの、2040 年には IoT や自動化などにより産業分野のトラヒックが増大

し、可住地非集落（農地等）や非可住地（山林・上空・海上等）へと拡大すると推計されている

（図表 48）。ユースケースの多様化により、これまでの動画視聴などと異なり、トラヒックの上

り比率が増大し、その傾向は特に非可住地で顕著になると予想されている。 

トラヒック需要のユースケースに注目すれば、将来的にトラヒックの大半を占めるメタバー

スや生成 AI は可住地集落を中心にトラヒックの上り比率が増加し、通信需要の双方向化が

進展するとともに、モビリティや IoT は、非集落や非可住地など人の活動領域外などにおいて

需要が増大し、大容量のトラヒックが発生するエリアが拡大すると予想されている（図表 

49）。 

  

                                                        
47 https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/policy/20230928.html 
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図表 47 トラヒックの現状と予測 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 

 

図表 48 地域ごとのトラヒックの変化 

 

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 
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図表 49 ユースケースごとの将来トラヒック 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 

 

これを踏まえ、2040 年の無線トラヒックについて、地域類型別等に携帯電話網・NTN・Wi-Fi

で収容するとした場合、携帯電話網は 42.5GHz 幅、NTN は 16.7GHz 幅、Wi-Fi は 13.9GHz

幅の合計約 70GHz 幅が必要になると試算されている（図表 50）48。2023 年末時点で約

26.5GHz 幅確保 49しているところ、当該試算を参考としつつ、2040 年までに＋約 43.5GHz 幅

の確保を目標とすることが適当である。 

特に、Beyond 5G などの 2030 年代の携帯電話用の周波数確保に向けては、IMT 特定済

みのミリ波帯の割当て可能性について検討するとともに、WRC-27 の IMT 候補帯域である

7.125～8.4GHz や 14.8～15.35GHz といったセンチメートル波帯について、国際標準化や社会

実装といったことも十分に意識しながら、ITU-R での共用検討に積極的に貢献していくことが

適当である。さらに、サブテラヘルツ帯の活用については、ミリ波の活用をさらに活性化させ

る取り組みを進めるとともに、WRC-31 の暫定議題となっていることなど国際動向を踏まえ

て、中長期的な取組になることも視野に入れつつ、我が国が有する高周波技術の強みを活

用できるよう実用化に向けて継続的に取り組むことが適当である。 

                                                        
48 可住地の無線トラヒックを携帯電話網、非可住地をＮＴＮが収容し、また、有線トラヒック
の一部を末端でWi-Fiが収容すると仮定している。また、人間の活動時間における偏りを踏ま
え、携帯電話網とWi-Fiは一日当たりのトラヒックがピーク時間帯（４時間～８時間）に集中
すると仮定している。また、各システムの収容効率や時空間のトラヒック密度、近距離大容量
通信等のローカルの潜在的なトラヒックを踏まえた場合、さらに帯域幅を要する可能性もある
とされる。 
49 2023年末時点では、携帯電話網で約 4.2GHz幅、衛星通信で約 12.3GHz幅、無線 LAN等
で約 10.0GHz幅を確保している。 
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また、こうした周波数需要への対応や、周波数の移行・再編には多大な時間・コストを要す

ることから、事業者におけるビジネスの観点から予測可能性を高めるためにも、周波数確保

に向けた中長期的な視野を持って検討を進めることが重要である。 

 

図表 50 将来のワイヤレスシステムに要する帯域幅 

 

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料 
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２－３．将来像の実現に向けた政策の柱「RADIOイニシアティブ」 
本報告書では、２－１節に掲げたワイヤレス新時代を WX によって実現するための４つの

政策の柱について、「RADIO イニシアティブ」という言葉で表現することとした。 

ここで、「RADIO イニシアティブ」の４つの柱とその必要性について説明するとともに、第３

章において４つの柱の詳細な内容を説明する。 

 

①NTN をはじめ陸・海・空・宇宙といったあらゆる空間における電波利用の急拡大への対応 

(Rapid expansion) 

HAPS・衛星通信といった NTN や AI・ロボットを含めた最新技術の活用を含めたワイヤレ

スシステムは ICT 産業のみでなく様々な産業に使われ効率化、高付加価値化を通じた産業

の活性化、ＧＤＰの押し上げを実現し、生活の多様性や地域の活性化に資するものだが、

その前提として既存または新たなワイヤレスシステムが柔軟に活用、導入できる環境を整

えることが必要となる。 

 

②周波数ひっ迫の中で需要が急増する電波の柔軟な利用のための移行・再編・共用 

(re-Allocation) 

無線局の数が増大し、トラヒックも増加する中、既に周波数の逼迫の影響が出ており、今

後もデジタルビジネスの拡大により周波数の需要が急増することを踏まえれば、先述のよう

に新たな帯域確保が今後も求められるため、電波の移行、再編、共用を迅速且つ円滑に進

めることが必要となる。 

 

③インフラとしてのワイヤレスネットワークを安全・安心に、安定して利用できる環境の整備 

(Dependable/Reliable) 

ビジネス面、生活面双方においてデジタルビジネスが今後拡大し、インフラとしての重要

性・不可欠性が更に高まっていくに従い、平時と非常時の両方においてワイヤレスネットワ

ークが安心・安定的に利用できる環境を迅速に整備することが必要である。 

 

④デジタルビジネス拡大の源泉となる電波の適正な利用を確保するための電波利用料制度 

(spectrum user fee Income/Outlay) 

電波利用料の総額規模に配慮しつつ、周波数の利用状況を踏まえ、使途の見直し等に

ついて検討が必要である。 
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第３章 デジタルビジネス拡大に向けた電波有効利用方策 
３－１．陸・海・空・宇宙のあらゆる空間における電波利用の拡大に向けた方策 

３－１－１．非地上系ネットワークシステム等の実現に必要な制度整備 

NTN をはじめとした技術革新によって、陸上のみならず、海上、空中、宇宙における新たな

無線システムの円滑な導入や、利用拡大が期待されている。本懇談会においても、宇宙、空、

海に関し、「衛星・HAPS」、「ドローン・空飛ぶクルマ」、「ローカル５Ｇ」の制度整備についての

意見があり、検討を行った。 

（1） 衛星・HAPS 

① 背景 

NTN は、離島、海上、山間部などへの効率的な通信サービスの提供を実現するほか、新

たなサービスの創出や災害時の通信手段の多様化にも貢献すると期待されている。 

既存の携帯電話端末を用いた人工衛星との直接通信が可能なサービス（衛星ダイレクト

通信）が今後実用化される予定である。総務省においては、技術基準の策定に向けて「衛星

コンステレーションによる携帯電話向け２GHz 帯非静止衛星通信システムの技術的条件」の

検討を始めたところである。また、現在の携帯電話端末（陸上移動局）の免許では人工衛星

との通信は想定されていないため、現行制度を当てはめると、地上系と衛星系の２種類の免

許手続やそれに紐付く電波利用料の納付が必要になることから、円滑なサービス開始に向

けて、端末の認証や電波利用料についての整理が必要となっている。 

高高度（高度 20km 程度の成層圏）を飛行する無人航空機等に携帯電話基地局等の機能

を搭載して広範囲の通信エリアを構築する HAPS については、WRC-23 において、1.7GHz 帯

/２GHz 帯/2.6GHz 帯は全世界で、700MHz 帯はアジアの一部の国を除く全世界で HAPS へ

の分配が決定した。また、「革新的情報通信技術（Beyond 5G（６G））基金事業」において、超

広域・大容量モバイルネットワークの実現に向けた研究開発などの取組が進められており、

日本ならではの強みになると期待されている。 

NTN 等の技術革新を踏まえ、新たなシステムやサービスの早期実現に向けてどのような

制度整備を行うべきかが論点となっている。 

 

② 主な意見 

衛星・HAPS の制度整備については、本懇談会の議論において、以下のような意見があっ

た。 



55 
 

＜構成員等からの主な意見＞ 

 同端末で衛星ダイレクト通信をする際に二重に電波利用料を課金するのはあまり現

実的・合理的でないと思う。 

 HAPS について、携帯電話の基地局を上空で運用するに当たり、従来の無線局免許

の仕組みでは地上ではなく航空運用になるため、現在割り当てられている携帯電話の

周波数帯との整合性の問題がある。 

 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 令和６年（2024 年）から、衛星から既存スマートフォンへの直接通信サービスの提供を

予定しているため、速やかな技術条件の検討や制度整備を希望。 

 衛星直接通信は既存端末の使用を前提としているため、二重免許における電波利用

料や再認証を必要としないような免許手続の検討を希望。 

 衛星直接通信の早期実用化に向けて、電波利用料や工事設計認証などの課題につ

いての整理を要望。 

 HAPS について、局種・事業における免許人整理、設備要件・技術基準の緩和、迅速

かつ柔軟な免許付与、航空法観点からの考慮など、HAPS の特殊性に鑑みた制度の

検討が必要。 

 NTN サービスが国際標準化に先行する場合は、国内における NTN 周波数が国際標

準化に反映されるよう対応することが重要。 
 

③ 考え方 

衛星ダイレクト通信の円滑なサービス開始に向けて、総務省においては、技術基準の策定

を速やかに行うとともに、電波利用料の納付についても、その技術基準が携帯電話の技術基

準を引用するものであることから、一般的な新システムの導入に伴う電波監視等の電波利用

共益費用の増加分と比較して衛星ダイレクト通信の導入に伴う当該増加分は大きくならない

ことを考慮し検討を行うなどの制度整備が必要である。 

HAPS については、日本の強みになり得るシステムであるとの認識のもと、WRC-23 の結果

等を踏まえ、早期の実用化・サービス展開に向け、情報通信研究開発基金の活用による研

究開発や技術実証を進め、また、それらの成果を踏まえた制度整備や HAPS の運航に必要

となる関連設備の整備支援等について検討することが適当である。 
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図表 51 既存の携帯電話端末を用いた人工衛星との直接通信 

  

 

 

 

 

 

 

（出典）第４回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 ソフトバンク（株）提出資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） ドローン・空飛ぶクルマ 

① 背景 

近年、ドローンによる物流サービスや、空飛ぶクルマによる人の移動、物資輸送などの検

討が国内外で進められており、これらの社会実装は新しいサービスの展開や都市部、過疎地

それぞれの課題の解決につながることが期待されている。 

ドローンに携帯電話などの端末を搭載して利用する際には、高度 150m 未満であれば簡素

（出典）第３回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）Space Compass 提出資料 

図表 52 HAPS活用の様々なユースケース 
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な手続で利用可能となっていたところ、令和５年（2023 年）４月に高度制限を撤廃し高度 150m

以上での利用を可能とする制度整備を行った。無線 LAN が使用している周波数においては、

他の無線システム等への混信に懸念があるため、ドローンが急激に普及し、周波数が逼迫

する場合は、国際調和を図る観点からも、5.8GHz 帯等の海外製ドローンが使用する周波数

での利用が期待されている。 

空飛ぶクルマについては、航空法において航空機（飛行機、回転翼航空機）に分類され、

機体に搭載される電波関係の設備は、既存の航空機と同様になる見通しである。また、機体

情報の地上への伝達や、搭乗顧客の通信環境の確保のために、携帯電話網が利用されると

考えられている。ここで、LTE は地上 1.5m での通信品質最適化が行われているため、上空に

おける品質は現時点では不明といった懸念がある。 

こうした中、上空利用の拡大に向けてどのような制度整備を行うべきかが論点となっている。 

 

② 主な意見 

ドローン・空飛ぶクルマの制度整備については、本懇談会の議論において、以下のような

意見があった。 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 国内で利用できる一般的なドローンにおいては操縦のための電波として 2.4GHz 帯が使

われており、遠くまで飛行させることができない。一方、米国等では、５GHz 帯を用いて見

通しでは数キロメートル先まで飛行が可能。 

 ドローンの航路整備は喫緊の課題であるため、上空エリア整備に対する支援を要望。 

 ドローンの通信途絶、制御不能など、電波に起因する事故の原因究明と対策案の検討

が必要。 

 ドローンの高密度運行に向けて、将来ビジョンに応じた周波数帯・Ch 確保や混信・輻輳

防止等の総合的な電波管理の在り方を検討すべき。ドローンが急激に普及し、周波数が

逼迫する場合は、5.8GHz 帯等の海外製ドローンが使用する周波数での利用も検討すべ

き。 

 ローカル５G（28.2～29.1GHz）の利用拡大、新たなユースケース検討の観点から、ドロー

ン等の上空利用について、他の無線システム等への混信を防止しつつ利用するための

検討を要望。 

 空飛ぶクルマについて、運航にかかる機体情報を地上側に伝達するために、LTE を用

いる予定であるが、LTE は地上 1.5m での通信品質最適化が行われているため、上空に

おける品質は現時点では不明。 
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③ 考え方 

今後、ドローン利用の拡大や空飛ぶクルマの登場などが想定される中で、５G やローカル５

G の上空利用や、ドローン操縦や運行管理のための個別の無線システムの上空利用の拡大

に向けて検討を進めることが適当である。 

ドローンについては、経済合理性の観点から、海外製ドローンが使用する周波数（5.8GHz

帯等）と国際調和を図ることが求められているところ、5.8GHz 帯において、周波数・使用場所

等を限定した簡易な手続による実験運用を可能とするため、利用要望等を踏まえつつ、既存

無線システムに影響を与えることなく運用が可能な周波数等について検討を進めることが適

当である。 

空飛ぶクルマについては、上空での携帯電話網の利用の拡大に向け、HAPS をはじめとし

た NTN の活用も視野に、制度整備の検討をすることが適当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3） ローカル５G 

① 背景 

ローカル５Ｇは、地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体などの様々な

主体が自らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できる５Ｇシステムであり、令和元

（出典）第 3回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 ANAホールディングス（株）提出資料 

図表 53 空飛ぶクルマの例 
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年（2019 年）12 月から免許受付が開始され、令和６年（2024 年）４月末時点で約 170 者から

免許申請があり、免許付与を行っている。 

現在、海上・上空における無線通信利用への期待が高まっており、例えば、洋上風力発電

や、養殖などに関するデータを海上から陸上に伝送するユースケースが考えられる。このよう

な中、情報通信審議会新世代モバイル通信システム委員会 ローカル５G 検討作業班におい

て、ローカル５G の海上利用にかかる技術的条件等の検討が行われている。 

海上・上空におけるローカル５Ｇの利用拡大に当たっては、電波伝搬が広範囲に及ぶこと

により慎重な干渉調整が必要となることや、広範囲を１者が専有することを許容するのかとい

った課題がある。 

 

② 主な意見 

ローカル５G の制度整備については、本懇談会の議論において、以下のような意見があっ

た。 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 港湾内等の海上におけるローカル５Ｇ（サブ６帯、ミリ波）の利用ニーズがあるため、海上

利用への拡大についても制度化に向けて早期に検討を進めることを要望。 

 ミリ波帯域を利用したローカル５G は今後の更なる技術の進展に伴い、高速・大容量通

信を実現する有効なサービスになるため、利用促進に向けての諸施策が期待される。 

 増加するローカル５G の上空利用に対するニーズへの早期対応を希望。 

 

③ 考え方 

ローカル５G の新たなユースケースの創出のために、ローカル５G の海上・上空利用に向

けた制度整備を推進することが適当である。 

ローカル５Ｇの海上利用に向けた技術的条件の策定を速やかに行うことが適当である。た

だし、今後、船上など基地局が移動する場合の利用ニーズが生じる可能性もあるが、共用波

であることを踏まえ、基地局が移動しないことを前提とするなど他の無線システムと干渉を起

こすことがない制度とすることが適当である。 
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３－１－２．ビジネス・暮らしにおける電波利用拡大に向けた免許制度 

（1） 免許手続関係 

① 背景 

適切な電波利用環境を確保するため、原則として電波に関する一定の知識・技能を身につ

けた者である無線従事者が無線設備を操作できることとされており、また無線局の開設に当

たっては、原則総務大臣から免許を受けることを必要としている。 

電波を利用する分野・プレイヤーの拡大に向けて、免許制度について、免許手続や検査等

に要する負担軽減等が期待されているところ、手続の簡素化・迅速化・柔軟化についてどの

ように考えるかが論点となっている。 

 

② 主な意見 

免許手続関係については、本懇談会の議論において、以下のような意見があった。 

＜構成員等からの主な意見＞ 

 FCC（連邦通信委員会）のプログラム実験局免許制度（Program Experimental Radio 

License）やイノベーションゾーンの取組から学ぶべきことは多いのではないか。 

 干渉のおそれが少ない過疎地など、電波利用状況に応じた柔軟な免許制度が必要では

ないか。 

 免許の取得の簡素化だけでなく、最初の一歩の敷居を下げられるような仕組みもあわせ

て考えていくべき。 

 ローカル５Ｇのさらなる規制の緩和が必要ではないか。 

 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 多機能の（複数の無線規格を備えた）IoT 端末や携帯電話端末が必要となった場合、商

用サービス導入や免許管理業務に係る稼働の増加が懸念されるため、免許制度・運用

の簡略化について検討を希望。 

 免許取得とソリューション開発のリードタイムが長いと導入計画に影響を与えてしまうた

め、免許をよりシンプルにスピード感を持って取得できるとありがたい。 

 ロケット打ち上げの確定タイミングが遅く、業務・事業実行計画が立てにくいため、免許

申請期間の短縮やプロセス簡素化を実現いただきたい。 

 打ち上げスケジュールの柔軟性向上のために、コンステレーション用の衛星で無線局仕

様が同一である場合は、調整・申請期間を短縮できるとありがたい。 

 許可・取得が容易な周波数情報の共有や他事業者との調整の簡素化を希望。 

 令和６年度（2024 年度）から開始される実証実験に向けて、5.9GHz 帯 V2X の実験試験
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局免許手続を円滑に実行できる措置を要望。 

 今後のローカル５Ｇ導入の敷居をさらに下げるべく、一定条件下等での免許申請手続の

更なる簡素化が有効ではないか。 

 干渉調整の簡素化を要望。ローカル５G 使用の検討段階で、付近の基地局エリアが分

かるような仕組みを整備することで、事前に費用面、スケジュール面のリスク判断が可能

となり導入障壁を下げることができるのではないか。 

 

③ 考え方 

電波利用の障壁として、免許手続が複雑で難しい、干渉調整等に時間を要するといった課

題が考えられる。手続等が簡素化・迅速化・柔軟化された新たな免許制度の検討が適当であ

る。 

その一方で、ドローンや遠隔医療などの産業分野では、安定した通信の確保が期待されて

おり、手続等を簡素化・迅速化・柔軟化する場合であっても、他システムとの混信のおそれが

ないことが必要と考えられる。新たな免許制度について、免許局を対象に、混信のおそれが

ないことを担保する仕組み（例：屋内や高周波などの条件付け、干渉調整を事前に受ける仕

組み、機器・システムが干渉回避機能を具備）を作った上で、その仕組みを前提とした手続の

簡素化など、干渉を防ぎつつも免許を簡素化するための検討が適当である。検討に当たって

は、特定実験試験局制度も参考に、新たなワイヤレスユーザーが電波を試用する際の敷居

を下げる方策を検討することも考えられる。 

無線従事者制度についても、ニーズを踏まえて現在の資格（区分）の見直しを進めるととも

に、混信のおそれがないことを担保する仕組みを前提とする場合には、今より簡易な手続で

取得可能な資格での対応にするなど、より電波利用が拡大するように検討することが適当で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）認証・審査関係 

① 背景 

認証等制度は、無線設備が発する電波の安全性や信頼性を確保することを目的として定

められている。従来、基地局の審査に当たっては、RU（Radio Unit）のみならず、DU

（Distributed Unit）や CU（Central Unit）に相当する部分についても電波発射に影響を与えう

ることから、無線設備全体として審査が行われている。 

また先述のとおり、無線局の開設に当たっては、原則総務大臣の免許を受けることが必要

であるが、総務省令で定める無線局（特定無線設備）については、電波法に定める適合表示

無線設備（技術基準適合証明等を受け、総務省令で定める表示（技適マーク）が付されてい

る無線設備）である場合、免許手続の簡略化が可能となっている。 

この技術基準適合証明制度は携帯電話端末を始め多くの無線設備において利用されてお

り、今後当該制度がますます利用されることが見込まれている。技術基準適合証明を受けた

無線設備には、総務省令で定める表示（技適マーク）を付す必要があり、具体的には、①技

術基準適合証明等を受けた特定無線設備の見やすい箇所に付する方法、②技術基準適合

証明等を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によって

当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法（電

図表 54 無線局の免許手続 
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磁的表示）のいずれかによる必要がある。 

 

② 主な意見 

認証・審査関係については、本懇談会において、主に以下のような意見があった。 

＜構成員等からの主な意見＞ 

 Open RAN の認証の簡素化は非常に重要で、推進するべきと考えているが、従来の認証

手続よりも簡素化した結果、責任の所在が曖昧になってしまうことはあまり好ましくなく避

けるべきだと考えている。 

 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 Open RAN 仕様の準拠等の条件を元に、認証等の審査の簡素化（組合せの省略等）を

希望。 

 vRAN のように無線機能のソフトウェア化や、周波数の安定性を GPS 等で補償する機能

の無線装置への実装が進んでおり、性能に差分が生じない部分の審査対象からの除外

を希望。 

 NTN について、現行制度では、端末としての機能は技術的に同様であっても工事設計認

証の二重取得が必要となることが課題。 

 レベル４飛行に求められる第１種機体認証に必要な電波の信頼性、電磁両立性（EMC）、

高強度放射電磁界（HIRF）試験など、試験方法の標準化が必要。 

 グローバルに活用されている通信方式については、端末の技適などを簡素化することに

より価格低減が期待できる。 

 海外の認証結果（CE、FCC など）を踏まえた省略条件なども検討が必要。 

 個々の端末への技適マークをクラウドでの確認が可能となるような仕組みが必要。 

 諸外国と比較し国内の各種航海機器・無線通信機器の設計変更に要する型式検定、工

事設計認証などの手続が煩雑で制約も大きい。 

 

③ 考え方 

既存の免許手続について、携帯電話のように一つの端末に、携帯電話、無線 LAN、

Bluetooth などの電波を使用するデバイスが搭載されており、それぞれに認証を取得する必

要がある。今後、NTN が普及し、衛星通信などの無線設備の搭載も想定される中、技術的に

同一等である場合（例：衛星ダイレクト通信に用いられる陸上移動局と携帯移動地球局、基

地局と固定局）には、技術基準への適合性を担保する仕組み等の方策が必要である。 

新たに展開される国内外のサービスやビジネスの拡大のために、必要最小限で簡素化さ
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れた技術基準を定めることなどにより、技術基準適合証明に係る試験項目の簡素化による

認証手続の簡素化・認証の適正化等を検討することが必要である。 

技適マークの表示については、電磁的方法による表示がされない特定無線設備では、新

しい技術基準に対応するためのソフトウェアアップデートを行う場合、新たな認証番号の表示、

技適マークの貼り替えのために製品の回収を要することがある。こうした場合に対応した技

適マークの表示方法について、検討することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 55 日米欧の基準認証制度 
 

図表 56 無線設備に関する基準認証の種類 
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（３）特性試験関係 

① 背景 

特定無線設備については、電波法で定める技術基準への適合性を評価するため、特定無

線設備の種別ごとに測定項目に関する測定系統図、測定器の条件、測定操作手順等を規定

しているが、特定無線設備の種別によっては未策定のものや、昨今の測定機器の高機能化

に対応していないものがある。 

特性試験の試験方法について、登録証明機関ごとに臨時の試験方法の策定が必要となる

ケースがあることや、測定機器の高機能化等に対応できないケースがあることが課題となっ

ている。 

 

② 主な意見 

特性試験関係については、本懇談会において、以下のような意見があった。 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 特性試験について、臨時の試験方法の策定が必要となるケースを減少させるとともに、

測定機器の高機能化等に対応した効率的な試験方法を策定すべき。 

 特性試験の試験方法を世界と共通化すべき。 

 

③ 考え方 

特性試験の試験方法について、臨時の試験方法の策定が必要となるケースを減少させる

ため、総務省において、技術基準の策定後速やかに試験方法を策定するとともに、測定機器

の高機能化等に対応した効率的な試験方法を策定することが可能な体制を確保することが

必要である。 

また、各国で認証制度、無線設備の技術基準及びそれに対応した試験方法が異なってい

るところ、国際的な整合性を踏まえつつ、特性試験の試験方法の効率化に資すると考えられ

る試験項目・試験方法の策定に取り組むことが必要である。 

 

 

 

 

 

図表 57 特定無線設備の特性試験の試験方法の策定プロセス 
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３－１－３．携帯電話用基地局の免許手続の効率化等 

① 背景 

携帯電話用基地局について、平成 23 年（2011 年）にフェムトセル基地局等を対象に包括

免許制度が導入された。その後、平成 26 年（2014 年）には、無線局免許手続の効率化を目

的として、周波数を専ら使用する場合に限り、フェムトセル基地局等以外の基地局についても

包括免許を取得できるような制度改正が行われた。 

他方、周波数を共用する場合には、基地局は、原則として個別免許の取得が必要であり、

かつその変更にも個別の許可が必要であるが、携帯電話に用いる周波数帯が中～高周波

数帯に拡大するにつれて、他の無線システムと周波数を共用するケースが増えており、それ

に伴い基地局に係る免許の交付・変更件数は、増加傾向にある。 

基地局の設置・変更が増加する中、免許手続の効率化を図り、基地局の迅速かつ円滑な

開設を確保することは重要である。また、大規模イベントをはじめ、通信需要に応じた機動的

な基地局設置へのニーズも高まっている。 

無線局の免許手続の中でも携帯電話基地局に関する件数が大きく、国・事業者双方の負

担となっているところ、基地局の免許手続の効率化等についてどう考えるかが論点となって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 58 移動通信システム用基地局の免許申請件数 
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② 主な意見 

携帯電話用基地局の免許手続の効率化等については、本懇談会において、以下のような

意見があった。 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 電波利用ニーズの拡大や多様化等を踏まえ、高周波数帯の活用に向けた免許制度の

見直しや、新しい制度整備等を希望。「必要な場所に、必要な時に」という新しいミリ波の

展開コンセプトの実現に向けて、具体的には、DX 等による免許申請手続の簡略化およ

び免許交付にかかる期間の短縮（電子申請を原則とすることによる手続効率化・迅速

化）、設計自由度（電波発射のタイミング、場所、指向等）を持った無線局開設の許可、

中・高周波数帯への包括免許制度の拡大、それに伴う電波利用料の減免等の措置等を

希望。 

 局所的なスポットカバーや短距離大容量等に優位性があるミリ波帯等では、工場内や工

事現場等で段階的にスポットエリアを移動させる方式や近距離の映像伝送といった、従

来とは異なる利用形態も想定されており、これらの新たなニーズの顕在化時に早急に対

応できるよう、実験・免許手続き等の簡素化、迅速化、柔軟化等の検討を希望。 

 

③ 考え方 

現在、共用周波数を使用する基地局は、原則として全て個別免許で運用されているが、免

許手続の効率化や通信需要に応じた機動的な基地局開設に向けて、干渉防止や他の無線

図表 59 移動通信システム用周波数の割当て状況 
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システムの新規・追加の無線局開設の可能性に留意しつつ、一定の条件を満たす基地局に

ついては、包括免許の対象とすることや免許変更を届出とすることなど、免許手続の簡素化

を検討することが適当である。なお、基地局のほか、端末についても、周波数や規格が増加

している状況を踏まえ、免許手続の簡素化に取り組むことが適当である。 
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３－１－４．無線局の免許手続のデジタル技術の活用による効率化 

① 背景 

無線局の免許手続については、平成 16 年（2004 年）からインターネットを利用した各種申

請手続の電子申請を可能としており、現在、無線局の免許手続の電子申請率は８割を超えて

いる。他府省や地方自治体の手続においても、電子申請を義務化する流れとなってきている。

また、総務省では、現在、電子免許状等の導入を進めている。 

無線局の免許手続の効率化、迅速化に向けて、免許手続の電子化についてどのように考

えるかが論点となっている。 

 

② 主な意見 

無線局の免許手続のデジタル技術の活用による効率化については、以下のような意見が

あった。 

＜構成員等からの主な意見＞ 

 電波監理業務プロセスのデジタル視点での見直しが必要ではないか。 

 ミリ波の柔軟利用に向けて、特に免許の電子化をぜひ進めていただきたい。 

 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 免許状や検査結果通知等、紙での交付となっているもののデジタル化や、免許申請手

続の全面ペーパーレス化を希望。 

 無線局の免許手続の完全電子化・オンライン化による手続の簡素化・迅速化を要望。 

 届出書類の完全電子化や周波数有効利用確保を目的に実施する一斉再免許時の効率

化機能についても検討が必要。 

 免許状の取り扱いについて、電子化の移行中による管理業務の増加等の影響が極力

発生しないよう検討いただくことを希望。 

 

③ 考え方 

無線局の免許手続等をデジタル処理で完結し、エンドツーエンドでのデジタル対応をするこ

とにより、電子申請を行おうとする者と行政の双方の事務の効率化、迅速化がさらに図られ

ることとなり、例えば、申請者等もより速やかに免許状等を受け取ることができるようになると

期待される。その結果、コストの削減など官民の関係者全体の利益につながると考えられる。 

  そのため、申請者等への適切なサポートや、一定の経過措置を設けつつ、電子申請の段

階的な義務化を検討することが適当である。 
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なお、あわせて、電波監理業務について、デジタル技術を活用する視点で整理することも

業務効率化に効果的であると考えられる。 

 

  図表 60 電子免許状等の導入 
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３－１－５．社会実装も見据えた研究開発・実証試験の在り方 

① 背景 

これまで総務省では、周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技

術又は高い周波数への移行を促進する技術に関し、おおむね５年以内に開発すべき技術に

関する無線設備の技術基準の策定を目的として、平成 17 年（2005 年）から電波利用料財源

を活用し「電波資源拡大のための研究開発」を実施してきている。 

また、令和５年（2023 年）３月、Beyond5G をはじめとする革新的な情報通信技術の研究開

発推進のための恒久的な基金である情報通信研究開発基金を NICT に造成し、当該基金に

対して電波利用料財源からも補助金を交付している。 

研究開発の成果を適時に社会実装につなげるには、国内の電波利用ニーズに加え、国際

的なワイヤレス技術の標準化やサービス化の動向も踏まえることが必要となっており、我が

国ならではのワイヤレスの強みを創出し、社会実装を進めていくためにも、研究開発・実証試

験の在り方の検討が必要である。 

 

② 主な意見 

社会実装も見据えた研究開発・実証試験の在り方については、本懇談会において、以下

のような意見があった。 

＜構成員からの主な意見＞ 

 技術開発への投資以外にも、テクノロジーと社会・経済価値とをつなぎ、イノベーション力

を最大化する活動への投資が重要。 

 特区やテストベッドなどで、ハードだけに投資してもなかなかうまく回らない側面があるも

のの、皆様の知恵をいただきながら、試行錯誤しながら考えていきたい。 

 Ｒ＆Ｄに特化したバンドの新設をしていただければありがたい。 

 FCC の、プログラム実験局免許制度（Program Experimental Radio License）や、イノベー

ションゾーンの取組から学ぶべきことは多いのではないか。 

 干渉のおそれが少ない過疎地など、電波利用状況に応じた柔軟な免許制度が必要では

ないか。 

 

＜事業者等からの主な意見＞ 
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 今後のミリ波活用に向けては、周波数有効利用に資する研究開発およびミリ波中継装

置などを活用したエリア整備が必要であり、それらの取り組みに対する支援を要望。 

 経済社会を変革する可能性のある新技術などのフロンティア開拓に対する支援を要望。 

 Beyond 5G に必要な技術の研究開発・実証への継続支援と社会実装や海外展開の推

進への支援を要望。 

 電波の更なる有効利用に向けた研究開発・実証実験について、引き続きの支援を要望。 

 協調型自動運転の実現に向け、高速道路／一般道、合流部／交差点など、各種環境で

の実証実験によるデータ取得が重要。また、諸外国に遅れをとらないために、フィールド

実験を加速し、広く全国で実証を積み重ねる必要がある。そのための仕組みや制度整

備に期待。 

 令和６年度（2024 年度）から開始される実証実験に向けて、5.9GHz 帯 V2X の実験試験

局免許手続を円滑に実行できる措置を要望。 

 実験用の周波数のタイムリーな割り当てを可能とするなど、本番同等の環境下において、

アジャイルに研究開発・実証試験を実施することができる制度や環境の整備が重要。 

 多様な視点でユースケースを創出し、長期的に検証できる、社会と調和した実証の場が

必要。 

 特に基盤技術領域においては、 研究開発の成果が単一の技術実証では社会実装につ

ながらないため、社会受容性（＝社会・経済価値）を検証しながらステップアップしていく

ことが求められる 。 

 

③ 考え方 

電波利用共益費用が電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直

接の目的として行う事務の処理に要する費用であることに留意し、引き続き電波利用料財源

を活用した研究開発を推進することが必要である。 

加えて、特定実験試験局の対象地域について国内研究開発拠点等と連携して当該拠点等

を指定する等の対応を進めるなど、実験等のための無線局免許手続が簡素化されるエリア

を設置するなど社会実装を進めていくための検討を進めることが適当である。 

また、総務省では、研究開発や技術試験事務の成果を踏まえつつ、情報通信審議会から

の技術的検討に関する答申をもとに技術基準を策定しているところであるが、研究開発のリ

ソース配分が技術そのものの開発に集中しており、技術と社会をつなぐための体制・調査検
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討などに十分に配分されていないとの意見があることから、今後、技術基準の策定に向けて

は、技術的検討に加えて、周波数資源拡大という受益を無線局全体が享受できるよう、当該

技術の社会実装の観点からも検討を行うことが適当である。 

あわせて社会実装に当たっては、給電の在り方については無線給電を利用し電力もワイ

ヤレスにするなど、無線通信としての利点を最大限活かしたシステムとなるよう検討を行うこ

とが適当である。 

さらに、「Beyond 5G 新経営戦略センター」を核とした産学官の連携による標準化・知財活

動等をリードする人材育成、産業連携の推進周知啓発などの取組を一層推進することが必

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）第６回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 中尾構成員提出資料 

（出典）第 1回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 森川座長提出資料 

図表 61 フィンランド Oulu大学 RADIO PARK（無線通信テストベット） 

図表 62 技術と社会を繋ぎイノベーションを最大化する活動 
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３－１－６．電波産業の活性化に向けた課題・対応方策 

（1） 宇宙分野をはじめとした多様なプレイヤーの参入促進 

① 背景 

宇宙分野をはじめとしたあらゆる分野において、多種多様なプレイヤーが参加し、ビジネス

の拡大が進む中、分かりやすい無線局免許手続など、新規参入をはじめとした民間事業者

が円滑にビジネスを推進するための対応が求められている。 

無線通信に関し、宇宙空間については、グローバル企業による国際的なサービス展開へ

の参入があることから、国際的な調和と競争を見据えて取り組む必要がある。 

また、インフラ監視、環境モニタリング、物流管理等の用途で IoT の利用が拡大しており、

広範囲に位置するセンサー等から効率的に電波を受信する仕組みの構築が期待されている。 

 

② 主な意見 

宇宙分野をはじめとした多様なプレイヤーの参入促進については、本懇談会において、以

下のような意見があった。 

＜構成員からの主な意見＞ 

 宇宙空間で捕捉可能な技術が出現していることを考えると、特にサブギガヘルツの通信

など、衛星で地上の電波を傍受する場合の扱いの整理が必要。 

 ビジョンを策定したり、電波関連情報を集約したりするだけではなく、わかりやすく周知広

報していくことも重要。 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 離島などでは新たに通信環境の整備が必要となるため、こうしたケースで通信事業者と

の相談が柔軟にできると顧客開拓しやすい。 

 自動運転特有の通信要求（基地局の向き等）があり、実証実験から密に連携が必要。  

 空の道が検討されているので、そこに電波環境を担保することが課題。 

 ドローン等の上空利用、建築現場等での利用（設置高／設置場所の変化への柔軟な対

応）、災害やイベント時の利用（移動基地局）、海上利用など、様々なユースケースにお

いてローカル５G などの自営無線を利用しやすい制度設計を希望。 

 ITU-R 等においても地球観測用周波数の保護を主張していきたいが、国際的な場での
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経験不足が課題。 

 更なる衛星ビジネスの拡大や長期的な安定サービスのためには、軌道権益確保の検討

が必要。 

 920MHz 帯を宇宙で活用できるよう制度整備を希望。 

 

③ 考え方 

無線局免許取得に当たっては、電波法令だけではなく、無線通信規則等の国際的な取決

めに関する理解も必要不可欠であり、それらに詳しくない人でも理解できる分かりやすいガイ

ドラインやマニュアル等の作成を推進することが必要である。 

あわせて、無線局免許手続に明るくない人のためにも、総務省の窓口において無線局免

許の取得について相談できる体制の維持や相談できることの周知広報や無線の使われ方を

わりやすく HP に掲載するなど、無線局の開設について検討している人が窓口にアクセスしや

すいよう努めていくことが適当である。 

多種多様なプレイヤーが宇宙ビジネスに参入し、宇宙での電波利用の需要が増大する中、

新規参入者も含め民間事業者が円滑にビジネスを開始 50できるよう、周波数確保のための

国際調整を支援する方策等が必要である。 

920MHz 帯等の免許不要の無線局から発信された電波を宇宙空間において積極的に受信

する場合など、IoT の宇宙利用における制度的な課題を把握し、課題に応じて制度整理の検

討などを進めることが適当である。その際には周波数の国際分配にも留意が必要であるとと

もに、衛星方向に指向性を持たせるなど宇宙利用を前提とした運用が行われる場合、端末の

普及状況によっては他国のシステムに影響を与えることも考えられることから、ニーズ・普及

予測を行い混信除去のための措置を行うなどの必要な対策を検討することが適当である。 

 

 

 

 

                                                        
50 特に、衛星用の周波数については、利用に当たり国際調整を必要とし、また、諸外国におい
て衛星コンステレーション等に向けた利用が急速に進められており、新規参入者における事業
の実施が困難になりつつあるとの意見があることに留意。 
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（２）人材育成・確保 

① 背景 

各産業のデジタル化の進展に伴い、ワイヤレスニーズはますます高まると予想される中で、

ワイヤレスを活用するための ICT 人材は、都市部や通信事業者、メーカー等の一部の企業に

偏在していると指摘され、諸外国と比較して、我が国のユーザー企業における ICT 人材は不

足している。 

また、海外製の無線設備の導入が進み、開発や保守ができる人材が海外へ流出するなど、

我が国のワイヤレス関連の企業や大学の組織弱体化が懸念される。 

防災無線などの公共用業務無線システムのサプライチェーンの確保や、国際短波放送の

海外への情報発信の基盤の保守などの、従来の無線システムの技術・運用・組織の維持が

課題。 

ワイヤレスに関して必要な組織や人材を育成・確保するため、どのような方策が考えられ

るかが論点となっている。 

 

② 主な意見 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 ワイヤレス人材の持続的確保と能力向上が益々求められることから、「ワイヤレス人材

開発」を電波利用料の使途に追加することを提案する。 

 

（出典）第 6回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 ソニーグループ（株） 提出資料 

図表 63 衛星受信局活用によるカバレージエリア拡大 
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③ 考え方 

ワイヤレスシステムの社会インフラとしての重要性の高まりを踏まえれば、ワイヤレスに関

して必要な組織や人材の確保は、経済安全保障の観点からも重要である。このため、ワイヤ

レスに関する組織や人材を確保できる我が国独自のエコシステムが必要である。 

総務省においては、電波の能率的な利用を図るために無線従事者制度を設け、原則とし

て一定の資格を有する者のみが無線設備を操作できることとしているところであるが、当該制

度を活用するなどにより、ワイヤレスと ICT の双方を理解した人材の育成に取り組んでいくこ

とが必要である。 

 

（３）地域における無線利用の活性化 

① 背景 

人口減少や少子高齢化が進む我が国において、人手不足解消に必要な自動化・効率化

の基盤となる無線通信技術への期待は、地方を中心にますます高まっている。 

特に、ローカル５G は、地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体などの

様々な主体が自らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できる５G システムであり、

令和元年（2019 年）12 月から免許受付が開始され、令和６年（2024 年）４月には基地局の免

許件数が 1,092 件となるなど、今後も様々な分野での導入が期待されている。 

また、地域広帯域移動無線アクセス（地域 BWA：Broadband Wireless Access）システムは、

デジタル・ディバイドの解消、地域の公共サービスの向上など、当該地域の好況の福祉の増

進に寄与することを目的とする広帯域移動無線アクセスシステムである。平成 20 年（2008 年）

６月に事業者への免許が付与され、平成 21 年度（2009 年度）から順次サービスが開始され

た。令和５年（2023 年）３月末時点の導入自治体数は 293 自治体となっており、地域 BWA の

利用は進展しているものの、地域 BWA の参入は都市部が中心で、それ以外の地域では、必

ずしも地域 BWA の新規参入が進んでいるとは言いがたい。 

ローカル５G や地域 BWA をはじめとした地域における無線利用を活性化するために、どの

ような方策が考えられるかが論点となっている。 
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② 主な意見 

＜構成員からの主な意見＞ 

 地方はケーブルテレビの皆様方に非常に期待しており、特に IoT などは、（一社）日本ケ

ーブルテレビ連盟の方々が小さいニーズを地道に吸い上げることによりしっかり回ってい

るため、ぜひ引き続き、小規模だが多岐にわたる地方のニーズを引き上げ、回していた

（出典）第 6回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （一社）日本ケーブルテレビ連盟 提出資料 

図表 64  ローカル５G基地局の免許数の推移 

図表 65 地域 BWA導入自治体数の推移（2023年 3月末現在） 
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だけると嬉しい。 

 携帯事業者間ローミングと並行して、携帯事業者と自営網の連接の仕組みがあると、地

域のライフラインとしての整備が進むのではないか 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 港湾内等の海上におけるローカル５Ｇ（サブ６帯、ミリ波）の利用ニーズがあるため、海上

利用への拡大についても制度化に向けて早期に検討を進めることを要望。 

 高築年数の集合住宅における放送受信環境の維持に関しては、伝送路のラストワンマ

イルにおいてローカル５Ｇを活用することで、住宅内の設備の工事を不要とすることがで

き、効率的に放送を受信する環境を確保することが可能となる。ローカル５G を活用した

放送について技術的な検証や研究開発、実用化に向けた検討を進めて頂くよう要望。 

 地域 BWA は、地域の公共サービスの向上、地域内での通信と安心・安全の確保など、

当該地域の公共の福祉の増進に寄与することを目的とした電気通信業務だが、こうした

目的の必要性、重要性又は提供すべき公共サービスについては、引き続き、自治体との

協定などがあることなどの要件を維持することが適当である。 

 サブ６以下の周波数帯においても、社会基盤としての重要性を鑑み、通信事業者間での

周波数共用や地域別の柔軟な割り当てなど、更なる電波資源の有効活用を実現すべき。 

 ドローン等の上空利用、建築現場等での利用(設置高/設置場所の変化への柔軟な対

応)、災害やイベント時の利用(移動基地局)、海上利用など、様々なユースケースにおい

てローカル５G などの自営無線を利用しやすい制度設計を希望。 

 特定条件下（GPS の設置が困難な場合）においてローカル５G の非同期運用の検討を要

望。 

 ローミングは、障害時等の有事の対応、非競争領域におけるネットワーク整備、又はネッ

トワーク整備前の補完的な措置として活用することが効果的。他方、期限のないローミン

グ利用は、本来実施すべき自社による設備構築を怠ることに繋がりかねず、結果として

周波数の有効利用を阻害する可能性があることも否定できない。新たな周波数割当て

に際しては、ローミング利用期限や範囲等について検討が必要。 

 

③ 考え方 

地域における様々なユースケースに対応するため、地域 BWA やローカル５G といった無線

通信利用の活性化を図ることが適当である。 
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地域において無線通信を利用しやすくなるよう、より詳細に利用状況、国際動向、ニーズ、

課題等を把握し、その上で手続等が簡素化・迅速化・柔軟化された新たな免許制度を検討し

ていくことや、多様なプレイヤーによる無線利用を促進することが必要である。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

（出典）第 6回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （一社）日本ケーブルテレビ連盟 提出資料 

図表 66 地域における将来の無線利用の姿の例 
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３－２．周波数移行・再編・共用の在り方 

３－２－１．無線局の運用調整の在り方 

① 背景 

特定の周波数帯に利用が集中していることもあり、専用の周波数の確保が困難になってき

ていることから、時間的・空間的に密な周波数共用の実現が求められている。 

総務省においては、令和４年（2022 年）に 2.3GHz 帯に係るダイナミック周波数共用システ

ムを構築し、実用化した。また、当該システムの運営業務を電波法で規定する指定法人（電

波有効利用促進センター）に行わせるため、令和２年（2020 年）に電波法が改正された。 

今後、周波数共用が様々な周波数帯において必要となり、同一の周波数帯を多数の無線

システムが共用することも想定されるところ、周波数共用システムの構築や、運用調整・干渉

調整に関する負担軽減に向けてどのような方策が考えられるかが論点となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 主な意見 

＜構成員からの主な意見＞ 

 動的な周波数利用を更に拡大していく必要がある。 

 ハイバンドだけでなくミッドバンド、ローバンド等でも動的な周波数割当てを推進できると

よい。 

図表 67 システム間の共用による周波数確保（ダイナミック周波数共用） 
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 ドローン社会の実現は、我が国においても非常に重要な論点であり、基本的には進めら

れることはぜひ進めるべきという立場である一方で、空域の設定方法が難しく、よく整理

する必要がある。 

 ドローンが制御不能になり墜落した場合は人命に関わるため、喫緊の課題だと思う。 

 City as a Service のためには、空や海のモニタリングデータを自動運転やドローンにリア

ルタイムにフィードバックすることなどが必要。 

 周波数の共用、移行、再編に向けて電波の「見える化」の更なる推進が必要。 

 テレコム産業の利益率が停滞している状況において、AI の推論エンジンとしての利用に

とどまらず、AI を用いた電波利用の効率化といった観点が今後は非常に重要になる。 

 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 電波の更なる有効利用促進のため、ダイナミック周波数共用システム等の既存システム

を最大限有効に活用するとともに、その開発・改修・運用等への支援を要望。   

 Automated Frequency Coordination （AFC）は固定の無線局との周波数共用を実現する

有力な手段。AFC 展開に向け、AFC システム開発のコストや、保守・運用コストを確保す

るため、利用料等の活用も含め、企業においても持続的に運営できる仕組みについて、

国が先導的に具体的な検討を進めることを要望。 

 AFC の課題として、AFC サーバの運用・管理のコストの回収方法や運用・管理する主体・

団体の選定が挙げられる。 

 ドローン用の運用調整システムの整備及び運用組織、費用負担などの在り方を検討す

べき。 

 ドローンの通信途絶、制御不能など、電波に起因する事故の原因究明や、ドローンの高

密度運行における混信・輻輳防止等の総合的な電波管理の在り方を検討すべき。 

 

③ 考え方 

新たな技術や国際動向などを踏まえ、更に高度に周波数共用を行うための基本的な仕組

みについて検討することが必要である。また、そこで用いる具体的なシステムの要件や、シス

テム構築や保守・運用・管理等に必要な費用とその分担の在り方等について、今後総務省を

中心に検討を進めることが適当である。 
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上記の基本的な仕組みをもとに、無線 LAN と既存業務の周波数のさらなる効率的な運用

調整を促すために、AFC の導入を我が国において早期に実現することが適当である。 

ドローン（無人移動体画像伝送システム）では周波数を共用するための運用調整が民－民

間で行われているところ、ドローンの社会インフラとしての重要性や、上空から発射される電

波が与える影響の大きさに鑑み、無線利用の適切な監理のため、国が周波数の利用計画や

運用調整実態を含めて利用状況を把握することや電波有効利用促進センターの活用などを

検討することが適当である。 

さらに、免許手続を開始する前を含め、運用調整・干渉調整を実施しやすくするため、電波

有効利用促進センターなどにおける調整業務の推進、共用の検討のための電波伝搬モデル

の検討の推進、無線局からの電波発射状況等を仮想空間上で模擬するワイヤレスエミュレ

ータの推進、ＡＩ技術の活用などについても検討することが適当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 68 既存無線局と無線 LAN との周波数共用の概要等 
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図表 69 ドローン用無線局の運用調整の高度化 

図表 70 ワイヤレスエミュレータ 
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３－２－２．周波数の移行・再編・共用に係る費用負担・インセンティブの
在り方 

① 背景 

自動運転に必要となる V2X 通信やドローンなどの国際的な周波数調和が一層求められる

無線システムの導入・実用化に向けた周波数移行・再編・共用に係る方策の検討が喫緊の

課題である。 

特に、周波数の移行・再編・共用を促進するため、新たに必要とされる周波数移行・再編ス

キームや、その費用負担についてどのように考えるかが論点となっている。 

「５Ｇビジネスデザインワーキンググループ」において 2025 年度末までに５Ｇ用として新た

に割当てが想定される周波数帯（26GHz 帯、40GHz 帯等）での「条件付オークション」を通じて

イノベーションや新サービスの創出を促進することが必要との報告があった。また、その収入

の活用により、電波の一層の有効利用を促進していくことが期待されているともされた。 

 

② 主な意見 

＜構成員からの主な意見＞ 

 無線 LAN は免許不要のため、誰が AFC の運用費用を負担するかという点は重要な問

題。 

 周波数の移行再編について、場当たり的な移行にならないよう大きな方向性を描いてい

くべき。 

 利用可能な周波数は限られていることから、円滑な移行・再編・共用を視野に入れた制

度の検討が必要。 

 周波数の再割当て円滑化のため、できる工夫を１つ１つ行っていくのが良い。 

 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 将来の自動運転向け V2X 通信の実用化に向けて、5.9GHz 帯の利用環境整備（周波数

再編など）を推進していただきたい。 

 AFC 展開に向け、AFC システム開発のコストや、保守・運用コストを確保するため、利用

料等の活用も含め、企業においても持続的に運営できる仕組みについて、国が先導的

に具体的な検討を進めることを要望。 
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 電波の利用時間率の低いシステム、伝送効率の低いシステムについては、積極的に新

システムへの移行を促す。移行が遅い場合には逆インセンティブを導入するなどの対策

を設けて移行を促進すべき。 

 5.9GHz 帯と 6.5GHz 帯では、放送事業者が固定局や FPU を運用しているため、今後も

業務を支障なく継続できることが必要不可欠であり、既存無線システムへの十分な配慮

を要望。 

全国 BWA には携帯電話事業者との「資本規制」等を免許条件として付与されているとこ

ろ、昨今の LTE(4G)・5G 化の普及・進展に伴い、システムの分け隔てなくサービスを提供

することが可能となってきていることから、資本規制の在り方の検討を希望。 

 

③ 考え方 

特に既存の無線システムの設置目的が十分果たせるような周波数移行・再編・共用の取

組については積極的に促進していくことが適当である。 

周波数の移行・再編の際には、既存の各システムが使う周波数は変更しながらも、システ

ムとしては引き続き同一のものを使うこともある一方で、別のシステムに集約することもあり、

移行・再編においてはどのように各システムを変更・集約等するかということについて、個別

の事情や周波数の有効利用の観点などから検討すべきである。 

また、移行・再編のためのスキームについては、既に終了促進措置（電波法第 27 条の 12）

や、特定周波数変更対策業務（同法第 71 条の２第１項第２号）、特定周波数終了対策業務

（同条第２項）等が存在するところであるが、これらは周波数利用からの退出や、高度化に伴

う周波数利用帯域幅の圧縮を促進するものであり、特定のシステムを新たに導入することを

主目的としたスキームとはなっていない。前述の国際的な周波数調和が一層求められる無線

システム（例 V2X 通信など）については、公益増進の観点から国が主体となって新たな周波

数移行・再編を進めるべく、そのスキーム等について検討すべき。また、その際の費用負担

の在り方については、国際的な周波数調和が電波の有効利用に寄与することも踏まえて検

討することが必要である。 
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周波数共用については、運用調整は国の電波監理業務の円滑化にも資することから、そ

の機能維持・向上を国が支援することも考えられる。また、その際の費用負担についても検

討する必要がある。 

周波数の確保とその能率的利用を目的とし、令和７年度（2025年度）末までに５Ｇ向けに新

たな割り当てが想定される高周波数帯における「条件付オークション」を実施し、その収入を

既存免許人の移行など電波の有効利用を含めた情報通信の基盤・技術強化施策等に充て

ることが適当である。 

  

（出典）第 5回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会  三菱電機（株）提出資料 

図表 71 5.9GHz帯 V2X通信の様々な活用 
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３－３．安全・安心な社会の実現 

３－３－１．自然災害への対応 

① 背景 

携帯電話、放送を始め、ワイヤレスシステムの社会インフラとしての重要性が高まっている。

令和６年能登半島地震をはじめ、地震や台風、大雨、大雪、噴火などの自然災害の被害が

増加しており、ワイヤレスシステムの強靱化や復旧支援体制の強化が喫緊の課題である。ま

た、経済安全保障の観点からも、携帯電話事業者、放送事業者等におけるサービスの安定

的な提供の確保等が求められている。 

総務省では、大規模災害時における重要通信の確保のため、衛星携帯電話等の災害対

策用移動通信機器を全国に分散備蓄し、既存の通信インフラが途絶等した場合でも被災地

方公共団体が通信手段として使用できるよう、体制を整備している。また、携帯電話基地局・

放送中継局等の通信・放送施設に関する被害状況等の収集・把握や総務省・災害時テレコ

ム支援チーム（MIC-TEAM）の派遣等による迅速な応急復旧等のための体制を構築している。 

令和６年能登半島地震では、携帯電話、放送について、能登半島北部６市町の一部エリア

において、商用電源の停電、基地局の倒壊・損傷、伝送路の断絶等の理由により支障が発

生した。総務省においては、上記の災害対策用移動通信機器の貸出し、MIC-TEAM の派遣

等を実施した。携帯電話事業者においては、早期復旧に向けて、船上基地局、移動基地局、

係留ドローン基地局、移動電源車等の様々な手段で応急復旧を実施した。 

また、府省庁、消防機関、自治体等の防災関係機関においては、実証環境の公共安全モ

バイルシステム（旧：公共安全 LTE）を復旧・復興業務に活用した。現在、公共安全モバイル

システムでは災害時優先電話が利用可能なところ、音声に加えて、映像伝送等を円滑に行う

ための仕組みの実装も期待されている。 

他方、被災地の自治体職員等では、通信機器を渡されても使いこなせない、どう設置した

らいいかわからないとの課題も生じている。自治体職員等も被災する中で、自営系の防災行

政無線や消防救急無線については、被災状況の確認や復旧作業等に対応する人手が足り

ていない状況も見られた。 
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図表 73 総務省・災害時テレコム支援チーム（MIC-TEAM※)の概要 

 

 

② 主な意見 

自然災害への対応については、本懇談会において、以下のような意見があった。 

図表 72 令和６年（2024年）能登半島地震における携帯電話事業者の対応例 

（出典）第 6回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）NTT ドコモ提出資料 
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＜構成員からの主な意見＞ 

 スマートシティの City as a Service のネットワーク基盤実現を見据え、高速で信頼できる

ネットワークが必要であり、情報セキュリティや災害対策も考えたい。 

 携帯事業者間ローミングと並行して、携帯事業者と自営網の連接の仕組み（＝自営網と

各社が提供している NTN との接続をさらに行いやすくして、自衛隊が自ら整備したロー

カル５Ｇと簡単に HAPS や低軌道衛星と連接できるような仕組み）があると、地域のライ

フラインとしての整備が進むのではないか。 

 令和６年（2024 年）能登半島地震を経験し、NTN の衛星通信は、津波や地震の影響を

受けにくい通信手段として非常に重要であると認識した。 

 安全保障の観点からも今後議論を深めるべきであり、例えば、人口密集地以外のコネク

ティビティも社会的価値を持ち始めるだろう。 

 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 国民の安心・安全の確保を目的とした「非常時における事業者間ローミング」の実現が

必要であるため、環境整備への継続的な支援を要望。 

 衛星・HAPS とスマートフォンとの直接通信によってカバレッジが拡張され、耐災害性が

高まる。 

 迅速な災害復旧を図るため、国が主体となって災害時の HAPS や UAV 等を用いた業界

横断的な仕組み作りを行う取組に電波利用料を活用することが適切。 

 衛星通信はアメリカのような国土の広い国々でニーズが強いが、日本においては光ファ

イバや携帯エリアの外や漁船においてニーズが強い。また災害大国でもあるので BCP

としての非常時使用のニーズがある。 

 条件付オークションに伴う財源は一般財源ではなく特定財源とし、５G 地方展開の促進

支援、過疎地等不感地エリア対策補助、災害対策・復旧費用への補填、周波数の移行・

共用など、携帯電話ネットワークの社会インフラ としての機能を一層強化するため、現

行の電波利用料と共に活用を検討してほしい 

 今後、災害の激甚化、広範囲化が想定される中、公共ブロードバンドの 200 メガ帯を活

用することによって地上のみならず上空から広域エリアをカバーするシステムの導入を

検討すべきではないか。 

 広範囲の災害に即座に対応するため、長距離の無線メッシュリンクを短時間に確立し、

高速通信環境を維持する技術の確立（リンクの柔軟な運用、干渉回避、周波数割当方

式等）が必要ではないか。 
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③ 考え方 

将来起こりうる大規模災害に備え、携帯電話や放送などを中心として、基地局・放送中継

局の耐災害性の強化や被災後の復旧支援により、ネットワークの強靱化を推進すべきである。

例えば、携帯電話基地局への予備衛星回線の配備、携帯電話利用者が臨時に他の事業者

のネットワークを利用できる事業者間ローミングの導入・環境整備、放送中継局の予備送信

設備の整備等を支援することが考えられる。 

能登半島地震対応の教訓として、災害時における通信の確保のために、アクセスポイント

を含め総務省の災害対策用移動通信機器の更なる整備及びその貸出し体制の拡充の必要

性が確認された。また、民間通信事業者を中心に支援された衛星インターネット等の新技術

も、被災者や災害対策要員の災害時の通信確保に有効であったと考えられる。今後の大規

模災害でも、発災時点で最新の技術の導入や、被災者や災害対策要員への高速インターネ

ット通信環境の確保が一般的になることが想定される。その際には、通信分野の人的支援が

必要となっており、その必要性は今後も高まることが想定される。しかしながら、総務省、自治

体だけでは人員に限りがあることから、地域における通信関連技術や知識を持つ者に対し最

新機器の利用の訓練などを通じ、ソフト・ハード一体的な災害対応ができるよう、体制の強化

を行うことが必要である。 

公共安全モバイルシステムについて、防災関係機関間での現場の映像伝送等を円滑に行

う使い方が考えられる。公共安全目的での通信について、将来の技術動向に応じてつながり

やすい仕組みの検討を行うことが考えられる。 

被災地の多地点において災害対策機関が迅速に情報を収集・共有するため、V-High 帯域

における公共・公益分野への利用を実現する、既存の公共ブロードバンド移動通信システム

の高度化・高速化を図ることが必要である。 

災害発生時の活用も念頭に置いて、衛星通信の普及や HAPS の早期の社会実装等によ

る通信インフラ整備を推進することが必要である。 

また、このような通信・放送の安定的なサービス提供の確保に向けた取組の推進に当たっ

ては、経済安全保障の観点を考慮に入れることが適当である。 
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図表 74 公共安全モバイルシステム（旧 PS-LTE）の高度化 
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３－３－２．電波監視・電磁障害発生抑止の在り方 

① 背景 

総務省では、国民生活に密着した電波利用環境を維持するため、電波監視施設を整備し、

消防無線、航空・海上無線、携帯電話など重要無線通信への妨害源特定をはじめとする不

法無線局の取締り等を行っている。 

近年、電波利用の高度化が進展し、自由度高く、高速・大容量通信の要請に対応するため、

５G や Wi-Fi 7、衛星コンステレーションの実用化といった、従来より高い周波数帯での新たな

電波利用が急速に拡大してきている。 

さらに、LED や太陽光発電システムのパワーコンディショナーなど電波の発射を目的として

いない機器から、意図せず発射される低出力・不規則なノイズによる混信・妨害も発生してお

り、既存電波監視施設に加え、混信・妨害源に近づいて監視を行う移動監視の運用強化や

NTN に対応した電波監視施設の機能強化が求められている。 

無線設備以外の電子機器から輻射される不要電波については、国際無線障害特別委員

会（CISPR）において国際規格が定められており、情報通信審議会で答申を行った国際規格

が、電波法令その他の法令や、自主規格等に反映されている。 

また、伝搬障害防止制度について、現在、地上のみを区域指定の対象とし、指定区域内で

の重要無線通信の保護のために高層建築物等の建築に関する届出等を義務付けている。

洋上風力発電を含めた水上の構造物等が増加していることを踏まえると、水上の重要無線

通信についても、これらの構造物等による突然の遮断を防ぐ仕組みが求められている。 

上記の背景を踏まえ、適切な電波利用環境を維持していくため、電波監視や電磁障害発

生抑止にどのように取組むべきかが論点となっている。 

 

② 主な意見 

電波監視・電磁障害発生抑止の在り方については、本懇談会において、以下のような意見

があった。 

＜構成員からの主な意見＞ 

 電波の社会インフラとしての重さが増していく中で、信頼性（トラスト）の確保や多義化す

るセキュリティへの対応が重要。 

 

＜事業者等からの主な意見＞ 
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 人工知能を活用した監視方法を検討してはどうか。 

 社会インフラとして無線システムの用途と重要性がより一層高まる中、安全保障の観点

から、電波監視の強化、電磁障害発生の抑止、テロによるジャミング等の攻撃への備え

など、電波利用そのもののセキュリティ強化が重要。 

 特に安全に関わる箇所のセキュリティ対策については標準化が必要。 

 太陽光発電システムや高周波利用設備等からの不要電波輻射への対応が必要。 

 国際無線障害特別委員会(CISPR)の検討結果の早急な制度化を期待。 

 無線局以外や基本周波数以外が及ぼす影響（受信設備の副次的な電波の発射等）も考

慮すべき。 

 

③ 考え方 

電波利用の一層の拡大や意図せず発射される混信等の増加に対応するためには、これら

新たな混信源に対応できる電波監視施設・機能の充実や監視手法・運用の見直しなど、監視

能力を強化することが必要である。 

高周波利用設備や電子機器から輻射される不要電波の発生メカニズムや無線通信への

影響評価、測定方法、影響を低減する方法等についてより積極的に検討を行い、必要な対

策や管理を推進するとともに、許容値等について国際規格の策定を先導し、その答申や国内

規律への反映を、タイムリーに進めることが必要である。 

伝搬障害防止制度について、水上の構造物等による重要無線通信の突然の遮断を防ぐ

ため、地上と水上の財産権の違いや、再エネ海域利用法、港湾法、自治体の条例等による

海域の占有許可に関する既存制度 51の状況等を踏まえつつ、必要な制度整備を検討するこ

とが適当である。 

 

 

                                                        
51 洋上風力発電は、再エネ海域利用法、港湾法、自治体の条例等による海域の占有許可に基づ
いて導入。しかしながら、占有許可に至るまでの利害関係者との調整スキームは法令によって
異なる。再エネ海域利用法では、洋上風力発電事業を実施する「促進区域」を経産大臣・国交
大臣が指定する際、重要無線通信などに支障を及ぼすことがないように、法定協議会における
利害関係者との調整や、総務省を含む関係行政機関の長への法定協議によって調整するスキー
ムが存在。 
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図表 76 電子機器からの不要電磁波による障害の防止に向けた対応 

 
 

高周波利用設備とは、
 10kHz以上の高周波電流を利用する設備である。
 電波の発射を目的としていないが、電波が漏えいする恐れがある。
 同じ周波数を使用する他の無線通信へ混信又は雑音として妨害するおそれがある。

高周波利用設備

家電・照明機器

医療用品

情報機器

国内答申

②国内環境を考慮して
審議会に対して答申

電波法

電気用品安全法

薬機法

ＶＣＣＩ技術標準

③答申を
電波法令に反映

①技術試験の結果を
寄与文書等として入力

ＣＩＳＰＲ
（国際無線障害特別委員会）

例としては
ＩＨ

ＩＨ調理器電子レンジ MRI 超音波洗浄機

さらに、
高周波ウェルダー
レーザー加工機
半導体製造装置

等の製造設備等も含まれる

高周波利用設備を含む、無線設備以外の電子機器から漏えいする電波は
CISPRにおいて国際規格が定められている。（総務省が国内審議団体をつと
め、国内専門家が参画）

国際規格との関係

総務省では、
① 技術試験の
結果を規格策定
に活用② 国際
規格を情報通信
審議会で答申③
答申事項の電波
法令への反映
等を行っている。

電波利用の拡大

 5G
 ローカル5G
 NTN

など

電子機器等からの混信
 LED
 パワーコンディショナー
（PCS)

など

新たな監視対象の拡大

新たな混信源に対応できる電波監視施設・機能の充実や監
視手法・運用の見直しなど、監視能力の強化が必要

・電波の発射源を探査するための電波監視施設を整備し、消
防無線、航空・海上無線、携帯電話など重要無線通信へ
の妨害源特定をはじめとする不法無線局の取締りを実施。

妨害発生

申告受付

固定監視

移動監視

妨害源特定

妨害

妨害源の例：
外国規格のトランシーバー

妨害源を特定

受信アンテナ

発射源の探査イメージ
電波監視車両

28GHz帯
伝搬距離

Sub6帯
伝搬距離

数百m 約１km

妨害
混信

高い周波数帯や小電力の
無線システムは、電波伝
搬距離が短く、既存の電
波監視施設では特定が困
難な場合がある

ローカル
5G基地局

現地に出動し、
混信源を特定

固定監視から
移動監視へ

従来の電波監視

図表 75 電波監視の実施及び新たな監視対象への対応 
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図表 77 水上の重要無線の保護の必要性について 
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３－３－３．電波の適正利用に向けた方策 

① 背景 

重要無線通信の妨害を未然に防ぐことをはじめ、良好な電波利用環境の維持のためには、

国民による電波の適正利用に関する理解の向上が重要である。総務省では、平成９年（1997

年）に民間ボランティアである電波適正利用推進員（以下「推進員」という。）制度を発足させ、

電波の正しい利用の必要性について地域の方々に理解をもとめる周知啓発活動を推進して

いる。また、電波の安全性に関して、これまで説明会の開催、電話相談の受付等を通じて、

国民のリテラシー向上に向けて取り組んでいる。 

周知啓発用ポスターの掲示、リーフレットの配布、インターネットの活用に加えて、推進員

による地域イベントでの周知啓発や電波教室の開催などの活動を行うことで、国民の電波の

適正利用の理解を向上させ、不法無線局の出現数についての平成 10 年（1998 年）以降の減

少傾向に寄与してきた。 

一方で、平成28年度（2016年度）以降、不法無線局の出現数の減少傾向が鈍化しており、

また重要無線通信への妨害や混信は無くなってはいない。更なる電波の適正利用の理解度

向上の課題として、日頃よりスマートフォンやタブレットで電波を利用しているにもかかわらず

ルールを意識していない人やそもそも電波を利用していることを認識していない人に対する

有効な周知啓発の手法が手探りであること、および周知啓発を担う推進員の高齢化や人材

不足などが挙げられる。 

現状の課題を踏まえ、国民に向けてより効果的な周知啓発活動を行うための方策が論点

となっている。 

 

② 主な意見 

電波の適正利用に向けた方策については、本懇談会において、以下のような意見があっ

た。 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 電波の適正利用に向けた継続的な周知啓蒙が必要。 

 電波の安全性に関する国民のリテラシー向上に向けた取組に賛同。 

 

③ 考え方 

国民のリテラシー向上に向けた取組を引き続き着実に実施していくことが必要である。 
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一方で、昨今の電波利用の高度化に伴い、国民の無線の利用方法が変化し、ワイヤレス

が生活により一層浸透していく中、電波教室などを通じた対面による活動やポスター掲示な

どの従来からの周知啓発活動も含め、時代に即した周知啓発の在り方について検討すること

が適当である。 

 

図表 78 「電波適正利用推進員制度」による電波の適正利用のための活動 
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図表 79 電波の安全性に関するリテラシー向上 
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３－４．電波利用料制度の見直し 

３－４－１．電波利用料制度の概要 

電波の適正な利用の確保などに必要となる、電波監視、総合無線局管理ファイルの作成・

管理、電波資源拡大のための研究開発、携帯電話等エリア整備に係る補助金交付などの事

務は、混信や妨害の排除、免許事務の効率化、周波数ひっ迫対策、周波数利用機会の拡大

などに資するものであり、無線局の免許人等がその効果を享受するものである。 

電波利用については、電波資源の有限性から免許人等の電波利用が他の者の電波利用

の機会を排除する特殊性があり、免許人等の安定的な電波利用の確保などのために行われ

るこれらの事務の処理に要する費用については、電波利用料として免許人等がその利用に

応じて負担することとされている。 

電波利用料の法的性格は、電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受

益を直接の目的として行う事務（電波利用共益事務）の処理に要する費用を、当該事務の受

益者である免許人等全体で負担する特殊な負担金である。また、電波利用料は、役務の提

供に要する行政コストを徴収するものであるという点において、いわば広義の手数料というべ

きものである。役務の提供が、特定の免許人等を対象とせず、免許人等全体のために行わ

れるものである点において、特定人に対して提供される役務の反対給付として徴収される一

般の手数料とは性格を異にする。 

電波利用共益事務の内容（電波利用料の使途）は、電波利用共益事務として、電波法第

103 条の２第４項に限定的に列挙されている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・携帯電話等事業者
・放送事業者
・衛星通信事業者
・アマチュア無線

等

・電波監視の実施
・総合無線局管理ファイルの作成・管理
・電波資源拡大のための研究開発等
・電波の安全性に関する調査及び評価技術
・携帯電話等エリア整備事業
・電波遮へい対策事業
・地上デジタル放送への円滑な移行の
ための環境整備 等

主な使途 電波の適正な利用の確保
（電波利用共益事務） 主な無線局免許人

少なくとも
3年ごとの見直し

電波利用料の納付
（免許人による費用負担）

図表 80 電波利用料制度の概要 
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図表 81 令和４～６年度（現行料額期間）における歳出予算の概要 

 
 

図表 82 令和４～６年度（現行料額期間）における電波利用共益事務の実施状況 

 

総額：約741億円（３ヵ年の当初予算の年平均）

電波資源拡大のための
研究開発等

348.4億円
（47.0%）

無線システム普及支援
事業

83.7億円
（11.3%）

総合無線局管理
ファイルの作成・管理

127.8億円
（17.2%）

電波監視の実施
87.1億円
（11.7%）

電波伝搬の観測・分析等
16.3億円（2.2%）

電波に関するリテラシーの向上
15.0億円（2.0%）

電波の安全性に関する
調査及び評価技術

13.0億円（1.8%）

標準電波の発射
8.3億円（1.1%）

電波利用料に係る
制度の企画・立案等

41.8億円（5.6%）

a群
432.1億円
（58.3％）

b群
309.2億円
（41.7%）

令和４～６年度における歳出予算の年平均（当初予算のみ）

 令和４～６年度当初における歳出予算の年平均は、約741億円。（この他に累積差額を活用し、補正予算に計上）
 このうち、電波利用料の料額算定時に「電波の利用価値の向上に繋がる事務」（いわゆるa群）として区分している「電波

資源拡大のための研究開発等」及び「無線システム普及支援事業」が全体の58.3%を占めている。
 これに対し、「電波の適正な利用を確保するために必要な恒常的な事務」（いわゆるb群）として区分している「総合無線局

管理ファイルの作成・管理」、「電波監視の実施」等は全体の41.7%を占め、a群：b群の割合は、おおよそ６：４となってい
る。

１．電波監視の実施
不法無線局等の監視や取締りのほか、電波利用環境の保護を目的とした周知啓発活動や、老朽化に伴う設備の更改を実施。

２．総合無線局管理ファイルの作成・管理
総合無線局監理システム（PARTNER）の継続的な運用のほか、法令改正に伴うシステム改修や次期システム更改に向けた対応を

実施。
３．電波資源拡大のための研究開発等

Beyond5Gの早期実現に向けた研究開発、放送用周波数の有効活用に向けた技術実証、5G等の国際標準化活動等を実施。
４．電波の安全性に関する調査及び評価技術
電波が人体等に与える影響に関する継続的な調査・研究のほか、5Gの電波の影響に関する調査・研究を実施。

５．標準電波の発射
標準電波の発射業務の継続的な実施のほか、老朽化に伴う設備・機器の更新等を実施。

６．電波伝搬の観測・分析等
電波伝搬の観測や伝搬異常の予測・予報業務等の実施のほか、観測・分析技術の高度化に向けた取組を実施。

７．無線システム普及支援事業
携帯電話のエリア整備やトンネル等における電波遮へい対策、5G等の前提となる光ファイバ整備等への補助のほか、地上デジタル放送

の良好な受信環境整備のための補助を実施。
８．電波に関するリテラシーの向上
電波の安全性や適正利用に関する説明会や相談業務等の継続的な実施のほか、IoT機器のセキュリティ対策に関する周知啓発等を

実施。
９．電波利用料に係る制度の企画・立案等
電波利用料に係る制度の企画・立案に必要となる調査研究や、電波の利用状況調査等を継続的に実施。

 「電波の適正な利用を確保するために必要な恒常的な事務」については、現行料額期間においても電波監視や総合無線局
管理ファイルの作成・管理等を継続的に実施。

 また、 「電波の利用価値の向上に繋がる事務」については、Beyond5Gの早期実現に向けた研究開発や5G等の前提となる
光ファイバ整備・携帯電話のエリア整備の支援等を重点的に実施。

注） 分かりやすさの観点から、複数の条文に規定されている使途をまとめて記載しているものもある。
また、本資料における使途の記載順は、必ずしも条文に規定されている順番とは一致しない。
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図表 83 電波利用料財源の歳出・歳入予算（当初予算のみ）の推移 
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（年度）
（億円）

・電波監視の実施
・総合無線局管理ファイルの作成・管理

・技術試験事務

・電波の安全性に関する調査及び評価技術
・電波遮へい対策事業
・標準電波の発射

・特定周波数終了対策業務

・特定周波数変更対策業務

・電波資源拡大のための研究開発
・携帯電話等エリア整備事業

・国際機関等との連絡調整事務
・地上デジタル放送への円滑な移行のための環境整備・支援
・電波の安全性や適正利用に関するリテラシーの向上

・地デジチューナー等の支援

・周波数有効利用促進事業

・民放ラジオ
難聴解消支援事業

・衛星放送受信
環境整備支援

※ 吹き出しは電波利用共益事務が使途として追加された時期

・電波伝搬の観測・分析等
・放送の耐災害性強化

・Beyond５G
研究開発促進事業
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３－４－２．電波利用料の使途 

① 背景 

電波利用料の使途は、電波法により、少なくとも３年ごとに電波利用料の適正性の確保の

観点から検討を加えることとされている。最近の情勢変化等を踏まえ、使途の見直しについ

て検討が必要である。 

 

② 主な意見 

電波利用料の使途については、本懇談会において、以下のような意見があった。 

＜構成員からの主な意見＞ 

 ブロードバンド代替について、電波を使わなくなった場所で様々な電波有効利用に資す

る取組を実現できる可能性があるため、電波利用料を活用してもよいのではないか。 

 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 条件付オークションに伴う財源は一般財源ではなく特定財源とし、５G 地方展開の促進

支援、過疎地等不感地エリア対策補助、災害対策・復旧費用への補填、周波数の移行・

共用など、携帯電話ネットワークの社会インフラとしての機能を一層強化するため、現行

の電波利用料と共に活用を検討してほしい。 

 電波利用料を Beyond 5G に資する研究開発、携帯電話等エリア整備事業、電波の安全

性に関する取組等に活用するとともに、DX 推進により電波利用共益事務の簡略化、効

率化を図ることを希望。 

 迅速な災害復旧を図るため、国が主体となって災害時の HAPS や UAV 等を用いた業界

横断的な仕組み作りを行う取組に電波利用料を活用することが適切。 

 国民の安心・安全の確保を目的としたシステムの研究開発・整備や早期復興実現等の

ために、電波利用料を活用することについて検討を強く要望。 

 電波利用共益事務の費用を無線局免許人が公平に負担するという制度の趣旨を維持

するとともに、総額抑制に努め、無線局免許人の負担をできる限り軽減すべき。 

 ブロードバンド等代替が進むことにより小規模中継局で使っている周波数が整理される

ことから、ブロードバンド等による伝送路の確保について電波利用料活用の検討を要望。 

 小規模中継局等は非常災害時の情報のライフラインであるため、電波利用料財源によ
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って支援・推進することを提案。 

 年々、自然災害が激甚化する中、電波利用料は、例えば放送局の送信設備などの耐災

害性強化のために、積極的に活用を希望。 

 電波利用料の総額をより抑制するため、電波利用料の使途範囲を無線局全体の受益を

直接の目的として行う事務（電波利用共益事務）に限定し、むやみに拡大しないことが重

要。 

 人口減少に加え設備の老朽化等による地上波放送インフラが維持困難となる地域で、

小規模中継局や共聴設備のケーブルテレビへの移管の円滑化や運営・維持管理の負

担軽減が必要。 

 

③ 考え方 

既存の電波利用共益事務を積極的に実施すべきとの意見がある一方で、必要最低限の

電波利用共益事務とすべきとの意見がある。また、既存の電波利用共益事務の内容及び規

模について、現時点で大きな変更を要する特段の事情も見込まれない。そのため、既存の電

波利用共益事務については、基本的な方向性は維持しつつ、これに要する費用の節減・削

減等の必要な見直しを行った上で、着実に進めていくことが適当である。 

他方、これらの事務に加えて、「携帯電話基地局等の耐災害性強化」や「地上基幹放送の

小規模中継局等のブロードバンド等による代替促進」等の新たな取組を積極的に実施すべき

との意見がある。 

「携帯電話基地局等の耐災害性強化」については、５G の普及展開が進んでいることを踏

まえ、携帯電話基地局の商用電源や基幹通信網への回線が途絶するような大規模な自然

災害が発生した場合においても、隣接する携帯電話基地局等の通信エリアを極力拡げること

なく、同一・隣接周波数帯域の他の無線局等に対する混信を回避するものであることから、電

波の適正な利用の確保に資するものと考えられる。 

「地上基幹放送の小規模中継局等のブロードバンド等による代替」については、「デジタル

時代における放送制度の在り方に関する検討会」（座長：三友仁志・早稲田大学大学院アジ

ア太平洋研究科教授）が公表した「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関

する取りまとめ」（第１次：令和４年（2022 年）８月／第２次：令和５年（2023 年）10 月）を踏まえ、

同検討会において引き続きその実現に向けた検討を行っており、令和 6 年秋頃を目途に結

論が得られる見込みである。今後、小規模中継局等のブロードバンド等による代替が実現し

た場合において、将来的に空き周波数を確保できれば、当該周波数に他の無線システムを
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導入する等の様々な電波有効利用に資する取組を実現できる可能性があり、電波の能率的

な利用に資するものと考えられる。 

このため、「携帯電話基地局等の耐災害性強化」や「地上基幹放送の小規模中継局等の

ブロードバンド等による代替促進」等の取組について、電波利用共益事務としての実施を検

討することが適当である。 

なお、これらの新たな取組を実施する場合においても、電波利用共益事務の総費用の抑

制に努めるべきとの意見を踏まえ、既存の事務の見直しを適切に行うことにより、現在の電

波利用共益事務の総費用（約 750 億円規模）を超えない程度とすることが適当である。 
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３－４－３．電波利用料の料額算定 

① 背景 

現在の電波利用料額は、令和４年度（2022 年度）から令和６年度（2024 年度）までの３年間

を１期間として、当該期間に必要と見込まれる電波利用共益費用（平均約 750 億円／年）を

当該期間に開設されると見込まれる無線局の免許人等で負担することとして、電波法におい

て原則無線局１局当たりの料額が無線局の区分ごとに定められている。 

あらゆる空間での電波利用が拡大している中、電波利用料制度の趣旨を踏まえ、電波利

用料の負担の更なる適正化等に向けて、次期料額算定期間（令和７年度（2025 年度）から令

和９年度（2027 年度）を想定）における電波利用料の料額をどのように設定すべきか検討が

必要である。 

 

② 主な意見 

電波利用料の料額算定については、本懇談会において、以下のような意見があった。 

＜事業者等からの主な意見＞ 

 衛星直接通信は既存端末の使用を前提としているため、二重免許における電波利用料

や再認証を必要としないような免許手続の検討を希望。 

 衛星直接通信の早期実用化に向けて、電波利用料や認証などの課題についての整理

を要望。 

 BWA や衛星システムを端末に実装する場合、重ねた電波利用料の支払いが必要となる

ため、技術進化を踏まえた電波利用料の在り方についての議論を要望。 

 条件付オークション費用の納付に伴い、電波利用料の免除または、減額等の措置を希

望。 

 BWA の帯域料金および 3.6GHz で区切られている帯域料金の見直しを期待。 

 BWA に係る特性係数の既存条件の拡張や新たな算定基準を設ける等、広域使用電波

利用料等の単価について適切な分配を要望。 

 現行の算定方法では IoT 端末（モジュール）が増加した場合収益性の低い IoT で電波利

用料を負担する割合が増加し、電波利用料が IoT の普及に足かせとなる可能性がある。 

 経済的価値相当分を踏まえ、オークション帯域の電波利用料の在り方について整理を

希望。 
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 電波利用共益事務の費用を無線局免許人が公平に負担するという制度の趣旨を維持

するとともに、総額抑制に努め、無線局免許人の負担をできる限り軽減すべき。 

 令和４年（2022 年）の見直しにより徴収総額が増加した基幹放送局や携帯電話と周波数

を共用している 1.2GHz／2.3GHz 帯ＦＰＵの電波利用料の負担軽減を強く要望。 

 衛星コンステレーションを構成する無線局の一部の通信の相手方が異なる場合でもコン

ステレーションの利用料の適用を希望。 

 

③ 考え方 

電波利用料の料額算定に係る基本的枠組みについては、その変更を要する事情は見込

まれないことから、維持することが適当である。 

その上で、携帯電話に係る広域使用電波については、3.6GHz で区分しているが、3.6GHz

帯以下の周波数帯と 3.6GHz 超の周波数帯での利用に大きな差がなくなってきている状況を

踏まえ、その区分を廃止することが適当である。 

また、携帯電話用の電波を使用する衛星ダイレクト通信については、その技術基準が携帯

電話の技術基準を引用するものであることから、一般的な新システムの導入に伴う電波監視

等の電波利用共益費用の増加分と比較して衛星ダイレクト通信の導入に伴う当該増加分は

大きくならないことを考慮した算定とすることが適当である。 

なお、電波利用料の料額算定における考慮事項である特性係数については、BWA につい

て既存条件の拡充等の意見があったものの、現時点からの大きな事情変更は見込まれない

ことから、維持することが適当である。 
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470MHz超3.6GHz以下
（特にひっ迫度の高い帯域）

１ ：

470MHz
以下

62 11： 第１段階

電波の利用価値の向上につながる事務
（ａ群） 約450億円

電波の適正な利用を確保するために必要
な恒常的な事務（ｂ群） 約300億円

電波利用共益事務を実施するために必要な歳出総額（＝歳入総額）
3年間の平均 約750億円

各帯域における無線局の延べ使用
周波数帯幅の比に応じて、周波数
帯域ごとに配分

原則、無線局数で均等割した１局当たりの額 ＋ 無線局
データベースに記録するデータ量に応じて案分した額

第２段階

各無線局の電波利用料＝
ａ群とｂ群の合計額

携帯電話 テレビ その他

（各無線局のａ群負担額）

第３段階

携帯電話 テレビ その他

…

※「広域使用電波」を使用する無線局（携帯電話等）
については、周波数に応じて決定される上限額を
超える分についてはｂ群の負担を求めない

一部の無線システムについては、特性
を勘案した特性係数を適用

「広域使用電波」を使用する無線
システム（携帯電話等）は、1MHz
当たりの負担額として計算

3.6GHz超
6GHz以下

空中線電力や設置場所等を勘案し、無
線局数に応じて無線局ごとに配分

割当周波数幅に応じて、無線シ
ステムごとに配分

約377億円 約67億円約６億円

旧料額と比較して、料額の増加
額が２割を超えないよう調整

図表 84 電波利用料の料額（令和４年（2022年）改定）の算定方法 
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おわりに 

本懇談会では、電波が陸上の携帯電話のみならず、海・空・宇宙の包括的なワイヤレスネ

ットワークに用いられ、ワイヤレスの社会インフラ化が一層進んでいく中において、ワイヤレス

とともにある社会の「目指すべき将来像」として、進化するビジネス、真に豊かでワクワクでき

る暮らし、信頼できる社会を掲げた。 

また、更なる電波の有効利用を図るべく、無線局免許手続等の簡素化・柔軟化・迅速化や、

周波数オークション導入を含めた周波数の移行・再編・共用の方向性、電波利用料制度の見

直しの方向性などについて幅広い提言を行った。 

ところで、本懇談会では、この提言をとりまとめるに当たり、電波の利用による WX が「目指

すべき将来像」にどのようにつながっていくのかを特に意識しながら検討を進めてきた。例え

ば、「場所にとらわれない」といった電波の特性を最大限活用することによって、報告書中の

コラムにもあるように、移動が困難な状況にあってもドローンでの配達が受けられる、遠隔で

医療サービスが受けられる、デジタルツインなどを駆使して世界中の歴史や文化を体験的に

学ぶことができるなど、人々がそれぞれの置かれた状況にかかわらず、その価値観に応じて

豊かな暮らし（Life Diversity）を手に入れることができるようになると考えられる。本懇談会が

提言する電波政策は、そうした社会を実現するための「縁の下の力持ち」的な存在であり、

人々の暮らしや社会経済活動に与える影響も勘案しながら政策を適切に立案・実行・改善し

ていくことが求められる。 

総務省においては、今後、本報告書の提言内容も踏まえて政策を進めていくことを期待す

るが、その際には、上記の視点も持ちつつ、電波法をはじめとする関係法令の改正などに向

けた具体的な制度設計が進められるとともに、本懇談会及びワーキンググループで指摘があ

った個別課題についての詳細な検討や、産学官連携・省庁間連携による所要の取組が確実

に実施され、デジタルビジネス拡大に向けた電波の公平かつ能率的利用が更に推進される

ことを期待する。また、NTN、AI、IoT 等の進展などワイヤレスネットワークをとりまく環境変化

も踏まえ、今後も不断に見直しがなされることを期待する。 
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「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」 開催要綱 
 
１ 目的 

技術の進展に伴い、電波の利用が陸・海・空・宇宙などあらゆる空間・あらゆる社会経済
活動において普及・進化し、イノベーション創出の源泉となっているため、電波をデジタル
社会の成長基盤として、ビジネスチャンスの一層の拡大に繋げることが重要となっている。 

そのような中、デジタルビジネス拡大に向けて、今後の電波利用の将来像に加え、電波
有効利用に向けた新たな目標設定及び実現方策について検討することを目的として、本
懇談会を開催する。 

 
２ 名称 

本懇談会は、「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」と称する。 
 
３ 検討事項 

(1)  電波利用の将来像 

(2)  電波政策上の課題 

(3)  電波有効利用に向けた新たな目標設定と実現方策 

 
４ 構成及び運営 

(1) 本懇談会の構成員は、別紙のとおりとする。 
(2) 本懇談会に、座長及び１名の座長代理を置く。 
(3) 本懇談会は、座長が運営する。 
(4) 座長代理は、座長を補佐し、座長不在のときは、座長代理がその職務を代行する。 
(5) 座長は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことがで

きる。 
(6) 座長は、本懇談会の検討を促進するため、必要に応じて、ワーキンググループを開

催することができる。  
(7) ワーキンググループの構成員及び運営に必要な事項については、座長が定めるとこ

ろによる。 
(8) その他、本懇談会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。  

 
５ 議事の公開 

(1)  本懇談会の会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより当事者又は
第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他座長が必
要と認める場合については、非公開とする。 

(2)  本懇談会の会議で使用した資料については、原則として総務省のホームページに掲
載し、公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び利益並びに
公共の利益を害するおそれがある場合その他座長が必要と認める場合には、非公開
とすることができる。 

(3)  本懇談会の会議については、原則として議事要旨を作成し、総務省のホームページ
に掲載し、公開する。  

 
６ 開催期間 
  本懇談会の開催期間は、令和５年 11 月から令和６年夏頃までを目途とする。 
 
７ 庶務 
  本懇談会の庶務は、総合通信基盤局電波部電波政策課において行う。  
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別紙 

「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」 構成員 一覧 

（敬称略、座長及び座長代理を除き五十音順） 

 

（座長） 森川 博之 東京大学大学院工学系研究科教授 

（座長代理） 柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科教授 

 岡嶋 裕史 中央大学政策文化総合研究所所長 

 クロサカ タツヤ 株式会社企代表取締役 

 高田 潤一 東京工業大学環境・社会理工学院学院長/教授 

 高橋 利枝 早稲田大学文学学術院教授/ケンブリッジ大学「知の未来」研究所アソシエイト・フェロー  

 中尾 彰宏 東京大学大学院工学系研究科教授 

 中島 美香 中央大学国際情報学部准教授 

 中村 亜由子 株式会社 eiicon 代表取締役社長 

 平田 貞代 芝浦工業大学大学院理工学研究科准教授 

 宮田 純子 東京工業大学工学院情報通信系准教授 

 安田 洋祐 大阪大学大学院経済学研究科教授 

 若森 直樹 一橋大学大学院経済学研究科准教授 
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「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」 

審議経過 

 

会合 開催日 主な議題 

第１回 
令和５年 11 月

15 日 

【プレゼンテーション】 

・森川座長 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000912085.pdf 

・クロサカ構成員 
  https://www.soumu.go.jp/main_content/000912074.pdf 

【事務局資料】 

・電波利用に関する現状と課題について 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000912086.pdf 

第２回 
令和５年 12 月１

日 

【プレゼンテーション】 

・Industry Alpha 株式会社 

「製造/物流分野における電波の利用と課題」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000915109.pdf 

・株式会社メディカロイド 

「５G を用いた遠隔手術の取り組みについて」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000915032.pdf 

・ウミトロン株式会社 

「UMITRON install Sustainable Aquaculture on Earth」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000915032.pdf 

・株式会社ティアフォー 

「自動運転における通信の利用とその展望」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000915110.pdf 

・株式会社ミラテクドローン 

「ドローンにおける電波の利用と課題」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000915034.pdf 

第３回 
令和５年 12 月

22 日 

【プレゼンテーション】 

・Starlink Japan 合同会社 

「STARLINK DIRECT TO CELL」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000919301.pdf 

・ソニーグループ株式会社 

「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 第３回 

宇宙事業における電波利用形態と課題」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000912085.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000912074.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000912086.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000915109.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000915032.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000915032.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000915110.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000915034.pdf
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000919227.pdf 

・株式会社 QPS 研究所 

「小型 SAR 衛星コンステレーションにおける電波利用と課

題」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000919450.pdf 

・ANA ホールディングス株式会社 

「ドローン、空飛ぶクルマ分野における電波の利用と課題」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000919451.pdf 

・株式会社 Space Compass 

 「株式会社 Space Compass における HAPS 事業について 

～デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会～」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000919452.pdf 

【事務局資料】 

・「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」におけ

る検討課題に関する意見募集の結果(概要) 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000919224.pdf 

第４回 
令和６年１月 30

日 

【プレゼンテーション】 

・株式会社 NTT ドコモ 

「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会（第 4 回）

ヒアリング資料」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000925692.pdf 

・KDDI 株式会社/UQ コミュニケーションズ株式会社 

「第４回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会ヒア

リング資料」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000925693.pdf 

・ソフトバンク株式会社/Wireless City Planning 株式会社 

「「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」ご説明

資料」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000925694.pdf 

・楽天モバイル株式会社 

「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会(第４回)ご

説明資料」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000925695.pdf 

【事務局資料】 

・2023 年世界無線通信会議(WRC-23)の結果について

https://www.soumu.go.jp/main_content/000925690.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000919227.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000919450.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000919451.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000919452.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000919224.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000925692.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000925693.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000925694.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000925695.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000925690.pdf
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第５回 
令和６年２月 29

日 

【プレゼンテーション】 

・一般財団法人 総合研究奨励会 日本無人機運行管理コン

ソーシアム 

「無人移動体画像伝送システムのドローン利用の将来像と

運用調整の在り方」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000931172.pdf 
・一般社団法人 電波産業会 無線 LAN システム開発部会 

「無線 LAN における他システムとの周波数共用について」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000931091.pdf 
・一般社団法人 無線 LAN ビジネス推進連絡会 

「総務省様ヒアリング資料」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000931092.pdf 
・ITS 情報通信システム推進会議 

「5.9GHz 帯 V2X 通信の社会実装に向けた課題と要望につ

いて」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000931093.pdf 
・一般社団法人 日本民間放送連盟 

「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会ご説明資

料」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000931094.pdf 
【事務局資料】 

・５G 普及のためのインフラ整備推進ワーキンググループの設

置について（案） 

  https://www.soumu.go.jp/main_content/000931118.pdf 

第６回 
令和６年３月 29

日 

【プレゼンテーション】 

・富士通株式会社 

 「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策について」 

 https://www.soumu.go.jp/main_content/000938706.pdf 

・日本電気株式会社 

「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会（第６回）

ヒアリング資料」 

 https://www.soumu.go.jp/main_content/000938707.pdf 

・三菱電機株式会社 

「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 三菱電

機の取組・提言」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000938708.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000931172.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000931091.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000931092.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000931093.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000931094.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000931118.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000938706.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000938707.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000938708.pdf
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・一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 

「ケーブルテレビ事業者による無線サービスの展開につい

て」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000938709.pdf 

・中尾構成員 

 「公平・能率的な電波利用に向けて」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000939851.pdf 

第７回 
令和６年４月 30

日 

【プレゼンテーション】 

・高橋構成員 

 「人を幸せにするワイヤレス社会の創造に向けて」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000944761.pdf 

・株式会社三菱総合研究所 

 「ワイヤレスの将来像に関する考察」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000944766.pdf 

【事務局資料】 

・事務局説明資料 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000944762.pdf 

・デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 論点整理

（案） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000944767.pdf 

・デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会５G 普及の

ためのインフラ整備推進ＷＧ検討状況の報告 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000944763.pdf 

第８回 

【非公

開】 

令和６年５月 24

日 

・5G 普及のためのインフラ整備推進ワーキンググループ報告

書（案） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000948327.pdf 

・5G 普及のためのインフラ整備推進 ワーキンググループ報

告書（案）概要 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000948328.pdf 

・デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会報告書骨子

（案） 

・デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会報告書骨子

（案）概要 

第９回 
令和６年６月 26

日 

・デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会報告書（案） 

 https://www.soumu.go.jp/main_content/000954867.pdf 

・デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会報告書（案）

https://www.soumu.go.jp/main_content/000938709.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000939851.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000944761.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000944766.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000944762.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000944767.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000944763.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000948327.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000948328.pdf
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概要 

 https://www.soumu.go.jp/main_content/000954868.pdf 

・デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会報告書（案）

一枚概要 

 https://www.soumu.go.jp/main_content/000954869.pdf 

第 10 回 
令和６年８月 22

日 

・デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会報告書（案） 

  

・デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会報告書（案）

に対する意見募集の結果 

 

・WX 推進戦略アクションプラン 

 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000954868.pdf
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■ 本報告書における主要な事業者についての表記は以下のとおり。 

ＮＴＴドコモ 株式会社ＮＴＴドコモ 

ＫＤＤＩ ＫＤＤＩ株式会社 

ソフトバンク ソフトバンク株式会社 

楽天モバイル 楽天モバイル株式会社 
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第１章 はじめに    

2020 年に第５世代移動通信システム（５Ｇ：5th-Generation）の商用サービス

が開始されて、５年が経過しようとしている。５Ｇは、いわゆるハイプ・サイク

ルでいう幻滅期に入り、「５Ｇならでは」の実感がわかないといった声や、「な

んちゃって５Ｇ」といった言葉が飛び交う状況になってしまっている。 

しかし、より良い通信基盤は、もはや我々の生活にとって、必要不可欠である。

５Ｇの通信基盤をさらに強化し、利用者が「５Ｇならでは」の携帯電話サービス

を実感できるようにすることは、携帯電話事業者の社会的責務であり、インフラ

整備を支援することは国の責任である。 

５Ｇが普及するためには、①インフラの整備、②ユースケースの発掘、③対応

機器・端末の普及のそれぞれが進展し、好循環を生み出す必要があるが、現時点

では、お互いに鶏と卵の関係にあり、３つともなかなか前に進んでいない状況で

ある。 

一方で、通信量（トラヒック）は毎年増加しており、今後は人ではなく機械同

士の通信も増え、大容量通信が可能な５Ｇの果たす役割は極めて大きくなってい

くことが予想される。我々は、近い将来の「データ爆発」に備える必要がある。

通信基盤の充実化は、待ったなしの状況といえる。 

では、携帯電話事業者や国は、具体的に何をするべきか。 

インフラが整備されなければ、それを利用したユースケースは発展しない。そ

こで、国が、携帯電話事業者とよく対話しつつ、協力して「５Ｇならでは」の携

帯電話サービスを実感できるようなインフラ整備目標を設定し、インフラ整備を

後押しすることで、鶏と卵の状態から脱却することができるのではないか。 

本ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）は、以上のような問題意識の

下、「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」（座長：森川 博之 東京

大学大学院工学系研究科教授）の下に設置されたＷＧとして、インフラ整備目標

の設定の在り方等について、計４回にわたり集中的に検討を重ねた。 

今回の報告書では、５Ｇ用周波数のうち、サブ６（日本では、3.7GHz 以上６

GHz 未満の帯域を一般的に「サブ６」と呼んでいる。）やミリ波といった高い周

波数帯、スタンドアロン（ＳＡ：Stand Alone）といった新技術について、新しい

整備目標や方針を提言している。 

これにより、５Ｇインフラ整備がさらに充実し、超高速、超低遅延、多数同時

接続といった「５Ｇならでは」をより多くの方に体感していただくことができる

ことを期待する。 
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また、インフラ整備の進捗状況を公表し、５Ｇの普及状況を「見える化」する

ことで、自分に合った携帯電話事業者を選ぶ際の基準としていただくこともでき

ると考える。 

本報告書は、そもそも５Ｇとは何かから解説しており、専門家ではない方にも

わかりやすいようにまとめている。一般の方や、企業の方にもぜひご一読いただ

きたい。  
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第２章 日本の５Ｇの現状と課題 

 

第１節 日本の５Ｇの現状 

 

１ ５Ｇの特長 

 

 ５Ｇについては、その要求条件の議論が始まった 2013 年頃から、第４世代移動

通信システム（４Ｇ：4th-Generation）を発展させた超高速性に加え、通信の

低遅延と多数同時接続といった機能が注目されていた。これら３つの特長のう

ち、特に社会的なインパクトが大きく、４Ｇにはない新たな機能として期待が

集まっていたのが、超低遅延性と多数同時接続性であった。 

 

 

図表１ ５Ｇの特長のイメージ図 

（出典：総務省作成資料） 

 

 2015 年９月、ＩＴＵ（国際電気通信連合）において、５Ｇの主要な能力やコン

セプトをまとめた「ＩＭＴ1ビジョン勧告」が策定された。その中で、５Ｇの利

用シナリオとして、①モバイルブロードバンドの高度化（ｅＭＢＢ：enhanced 

                                                             
1 International Mobile Telecommunicationsの略。 
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Mobile BroadBand）、②超高信頼・低遅延通信（ＵＲＬＬＣ：Ultra Reliable 

and Low Latency Communications）、③（多数同時接続する）大量のマシンタイ

プ通信（ｍＭＴＣ：massive Machine Type Communications）の３つのシナリオ

が提示された 2（図表２）。 

 

 

図表２ ＩＭＴビジョン勧告 

（出典：Recommendation ITU-R M.2083-0(09/2015)） 

 

 つまり、５Ｇは、４Ｇなどのこれまでの通信システムと異なり、ＢｔｏＣだけ

ではなく、ＢｔｏＢあるいはＢｔｏＢｔｏＣの利用も期待された通信システム

であった。 

 

 近年では、トラヒックの処理への高周波数帯の活用という期待も大きくなって

いる。現在、日本のトラヒックは、月間平均トラヒックでみると、直近 10 年間

で約 13.0 倍に増加している 3。今後のトラヒック需要については、2020 年比で

2030年には約 14倍、2040年には約 348倍まで爆発的に増加すると予想する見解

もある 4ところ、トラヒック処理のため、高周波数帯を活用する５Ｇへの期待が

大きくなっている。 

 

 

                                                             
2 ただし、５Ｇでは、単一のネットワークでこれらの全てのシナリオに対応する必要はなく、そ

れぞれの利用シーンに応じて必要な性能を提供すれば良いとされている。 
3 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010602.pdf （令和５年 12 月末デ

ータ） 
4 デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会第７回 三菱総合研究所提出資料参照。なお、

同研究所はトラヒックの今後の変化について、現在のトラヒックは可住地集落（住宅地や工

場・商業地帯等）に集中し、2030 年代には可住地非集落（農地等）や非可住地（山林・上空・

海上等）へ拡大すると予想している。 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010602.pdf
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図表３ 移動通信トラヒックの長期的推移 

（出典：総務省作成資料） 
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★コラム① ４Ｇと５Ｇの違いは？★ 

５Ｇとは、ＩＴＵが定める技術規格 IMT-2020 を満たす通信規格を指し、４Ｇに比

べ、超高速通信、超低遅延通信、多数同時接続といった３つの特長をもつ。 

通信速度について、５Ｇの規格における要求条件では、下りで最大 20Gbps 程度、

上りで最大 10Gbps程度となっており、通信速度が下りで最大１Gbps程度、上りで最

大数百 Mbps 程度である４Ｇの 10 倍以上の速度となる。この高速大容量通信によっ

て、４Ｋ／８Ｋなどの高精細映像をはじめとした大容量コンテンツを高速に伝送す

ることが可能となる。また、５Ｇにおける遅延は１ミリ秒程度とされており、４Ｇ

の 10 分の１程度に短縮される。これによって、例えば遠隔でのロボット操作も５Ｇ

では実現させることが可能となり、様々な産業・分野において移動通信システムの

用途が広がることが期待される。さらに、多数同時接続については、４Ｇでは 1 ㎢

あたり 10 万台程度の端末が同時に接続できるとされていたのに対し、５Ｇでは 1 ㎢

あたり 100 万台程度の端末の同時接続ができるとされ、ＩｏＴ時代において膨大な

数のセンサや端末が存在する場合であっても、通信に支障が生じないとされている。 

2019 年４月に５Ｇ専用周波数帯として新たに 3.7GHz 帯、4.5GHz 帯及び 28GHz 帯

が割り当てられ、2020 年３月に５Ｇ商用展開が開始された。また、2020 年８月には、

当初４Ｇ用に割り当てられた周波数について５Ｇとして利用（以下「転用」とい

う。）できるよう制度整備を行い、サブ６やミリ波帯と比べてエリア拡大に適した

低周波数帯を中心に転用が行われている。その後、1.7GHz 帯（東名阪以外）や

2.3GHz 帯が割り当てられており、今後も、4.9GHz 帯をはじめとした追加割当てが想

定されている。 

 なお、現時点では、４Ｇと５Ｇの間で携帯電話サービスの料金面において差はな

い。また、携帯電話の契約数について、４Ｇ契約数 5 は 1億 2,088万契約に対して、

５Ｇ契約数 6 は 8,651万契約である 7 。４Ｇ契約数は 2020年を機に減少に転じてい

るのに対し、５Ｇ契約数は 2020 年より増加傾向にある。また、国内の５Ｇ対応スマ

ートフォンの出荷台数は、2021 年に 1,753 万台となった。2024 年以降は５Ｇ対応ス

マートフォンが 100 パーセントとなり、2027 年度には 3,218 万台まで拡大すると予

測されている 8 。  

                                                             
5 ４Ｇ契約数は、４Ｇは利用できるが５Ｇは利用できない携帯電話の契約数をさす。 
6 ５Ｇ契約数には、４Ｇおよび５Ｇのどちらも利用可能である携帯電話の契約数が含まれる。 
7 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000238.html （令和５年度 12月末

データ） 
8 令和５年度情報通信白書より       

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd245220.html 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000238.html
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r05/html/nd245220.html
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２ ５Ｇに関連する技術の標準化  

 

 ５Ｇの商用サービスには、関連技術の標準化が不可欠である。ある技術が標準

化されることにより、互換性・相互接続性の確保、一定の品質・安全の保証、

低コスト化・調達の容易化及び技術の普及・市場の拡大などが実現され、利用

者の利便性が向上する。 

 

 標準化には、①デジュール基準（公的な機関によって定められ、その実施が一

定のルールで担保されている法的（公的）な標準）、②デファクト基準（自由

市場において高い占有率（シェア）を獲得したために、その規格が標準となっ

たもの）、③フォーラム標準（企業や大学等が参加するフォーラムなどの場に

おいて、合意により策定される標準規格）といったものがある。携帯電話サー

ビスの文脈では、①に関連する機関であるＩＴＵの活動と③に関連する団体で

ある３ＧＰＰ（The 3rd Generation Partnership Project)の活動が特に重要と

なってくる。 

 

 ＩＴＵでは先ほどのＩＭＴビジョン勧告を出したり、世界無線通信会議におい

て携帯電話用の周波数を特定したりするほか、５Ｇ無線インターフェースにつ

いて議論をしている。 

 

 一方、３ＧＰＰは、 1998 年に第３世代移動通信システム（３Ｇ： 3rd-

Generation）の標準仕様策定を目的として設立されたプロジェクトであったが、

４Ｇ、５Ｇでもその標準化活動を続けている。３ＧＰＰは、「リリース」とい

う形で標準規格を発表している。「リリース」とは、３ＧＰＰ標準規格を策定

する際の単位であり、システムとして特定の機能の実現に必要な個別技術仕様

を、ひとつのリリースに取りまとめて技術規格を策定したものである。リリー

ス 15で５Ｇの基盤機能を定め、リリース 16でネットワークスライシングなどの

技術のさらなる機能拡張が議論された。さらにリリース 17 では、監視カメラ、

ウェアラブル端末、産業向け無線センサなどのいわゆるリッチＩｏＴの分野や

非地上系ネットワーク（ＮＴＮ）の分野で標準化が行われた。 

 

 例えば、本ＷＧでも議論となった４Ｇ用周波数の５Ｇへの転用であるが、これ

に関連して３ＧＰＰで標準化された技術として、ＤＳＳ技術（ＤＳＳ：Dynamic 

Spectrum Sharing）がある。 

 

 既存バンドの５Ｇ化をする場合、既に４Ｇとして使用されている周波数を５Ｇ

に切り替えることで、５Ｇエリアを拡大していくことが考えられるが、その場
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合、既存バンドの５Ｇ化によって、エリア内で４Ｇとして使用できる周波数が

減じることになるため、４Ｇのユーザビリティが低下する可能性がある。この

ＤＳＳ技術を導入することで、エリア内に存在する４Ｇ端末と５Ｇ端末の割合

によって、基地局が送信する４Ｇ信号と５Ｇ信号を柔軟に切り替えることがで

きるため、４Ｇと５Ｇの共存が容易になる。 

 

 このＤＳＳ技術については、日本のほか、例えば、欧州では、フランスやドイ

ツで活用されている。（⇒４Ｇ転用の意義については、コラム②参照。） 

 

図表４ ＩＴＵと３ＧＰＰの活動 

 

（出典：ＮＴＴドコモ：3GPP Release 15標準化技術概要、 3GPP Release 16にお

ける５Ｇ無線の高度化技術概要及び 3GPP Release 17における５Ｇ無線の高度化技

術概要を参考に作成、５Ｇおよび 5G-Advanced標準化動向を参考にして作成） 
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３ ５Ｇ用周波数の割当てと商用サービス開始 （５Ｇ導入期） 

 

（１）携帯電話用周波数の割当て制度 

 

 日本では、電波法の「特定基地局開設計画制度」に基づき、周波数の割当てを

希望する携帯電話事業者から「開設計画」を提出させ、比較審査することで、

より高い整備目標を掲げた計画を有する携帯電話事業者に周波数を割り当てて

きた。 

 

 特定基地局開設計画制度においては、総務省が、周波数の割当方針である「開

設指針」を策定する。開設指針では、最低限の達成目標を掲げており、携帯電

話事業者はそれを上回る目標を自らの計画（開設計画）として提出し、比較審

査を経て認定を受ける。開設指針は、総務省から電波監理審議会 9に諮問し、答

申を受けるというプロセスを経て、策定される。 

 

 開設計画の認定を受けた者（認定開設者）は、認定を受けた期間中、排他的に

周波数帯を使用できる権利 10を得る一方で、自らが約束したカバレッジ等を果た

す義務が発生する。開設計画に従って基地局を開設していると認められない場

合は開設計画の認定の取消しもあり得る 11。 

 

 図表５に、５Ｇの導入のための特定基地局の開設計画の認定の際に開設指針に

定められた審査方法を示す 12。当時の開設指針では、５Ｇ基盤展開率を 50 パー

セント以上とすることを最低限の要件としており、これに対し、各社はそれを

上回る数値を自らの開設計画に盛り込んで申請した。例えば、ＮＴＴドコモは、

５Ｇ基盤展開率について、97 パーセントとする計画を開設計画に盛り込んで認

定を受けている。 

 

                                                             
9 電波法第 99条の２に基づいて設置される総務大臣の諮問機関。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/index.html 
10 認定により、排他的な免許申請権が付与される。認定開設者以外の者は原則として免許申請

ができなくなる。 
11 電波法第 27条の 16第６項では、総務大臣は、認定開設者が「正当な理由がないのに、認定計

画に係る特定基地局を当該認定計画に従つて開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地

局を当該認定計画に従つて運用していないと認めるとき」などに該当するときは、認定を取り

消すことができると規定している。 
12 https://www.soumu.go.jp/main_content/000613734.pdf 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/index.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000613734.pdf


12 

 

 「５Ｇ基盤展開率」とは、全国を約 10 キロメートル 13四方のメッシュに区切り、

事業可能性のあるメッシュ 14 毎に５Ｇ高度特定基地局 15を整備することを求め、

その整備したメッシュの割合を算出する指標である。 

 

 なお、５Ｇ用周波数の割当てにおいては、４Ｇ用周波数の割当てまでは指標と

されていた「人口カバー率」は採用されなかった。当時の議論としては、５Ｇ

は「人」だけではなく「あらゆるモノ」がサービスの対象となりうることから

人口にとらわれない指標として５Ｇ基盤展開率が導入された経緯がある 16。 

 

図表５ ５Ｇ導入時の割当ての際の審査方法 

（出典：総務省作成資料） 

 

                                                             
13 二次メッシュは緯度経度で区切られているため、緯度の違いにより厳密には 10 キロメートル

四方ではないメッシュも存在する。 
14 総メッシュ数約 4,900から、土地利用種別が森林、荒地、河川地及び湖沼若しくは海水域のみ

のもの（全部又は一部を組み合わせたものを含む。）及び人口が０の離島のみのメッシュを除

いたものを指す。 
15 認定開設者が指定を受けた５Ｇ用周波数帯の全ての帯域幅を用いる特定基地局（屋内等に設

置するものを除く。）であって、当該特定基地局の無線設備と接続する電気通信回線設備の伝

送速度が当該無線設備の信号速度と同等以上（10Gbps 程度以上）であり、当該特定基地局以外

の複数の特定基地局と接続可能なものを指す。 
16 その後、総務省から携帯電話事業者に５Ｇ人口カバー率向上の「要請」をしている。詳細に

ついては、本節の「５「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」の整備目標」の項を参照。 
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 この５Ｇ導入時の開設計画は、認定期間が５年であり、４社とも、2024 年４月

９日に満了したが、すでに免許を受けてサービスを提供している携帯電話事業

者は、引き続き割り当てられた周波数を利用することとなる（５年ごとの再免

許は必要）。 

 

 ただし、令和４年電波法改正によって再割当申出制度が創設されたため、認定

期間満了後は、いつでも、他の携帯電話事業者が、既存携帯電話事業者と同等

以上の電波の有効利用の程度の見込み等を示すことができれば、当該携帯電話

事業者に再割当てされる可能性がある。 

 

 

（２）割当て実績 

 

 2024 年４月末現在、携帯電話用周波数の割当て状況は、以下のとおりとなって

いる。５Ｇ用周波数として直近に割り当てたのは、令和４年５月にＫＤＤＩに

割り当てた 2.3GHz帯である（図表６）。 

 

 現在、4.9GHz 帯について、総務省が利用意向調査を実施して結果を公表したと

ころであり、今後、新たな５Ｇ用周波数として、携帯電話事業者に割り当てら

れることが想定されている。 

 

図表６ 携帯電話用周波数の割当状況 

（出典：総務省作成資料） 
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★コラム② ４Ｇ転用は本物の５Ｇ？なんちゃって５Ｇ？★ 

日本では、2020 年８月に、当初４Ｇ用に割り当てられた周波数を５Ｇへ転用する

ことを可能とする制度整備を行った。2022 年度末時点で、ＮＴＴドコモに割り当て

られた 700MHz 帯、3.4GHz 帯、3.5GHz 帯、ＫＤＤＩに割り当てられた 700MHz 帯、

1.7GHz 帯、3.5GHz 帯、ソフトバンクに割り当てられた 700MHz 帯、1.7GHz 帯、

3.4GHz帯が、５Ｇに転用されている。 

2019 年４月に割り当てられた５Ｇ専用周波数帯（サブ６・ミリ波）は、広い帯域

幅が確保できるものの、直進性が強く、障害物に弱い傾向がある。他方、４Ｇ用に

割り当てられた周波数帯は、帯域幅は比較的狭いものの、障害物に強く、広いエリ

アカバレッジに適している傾向がある。更には、４Ｇ転用も、ローバンド（１GHz

未満）の転用とミッドバンド（１GHz 以上 3.7GHz 未満）の転用の大きく２つに分類

でき、同じ転用でも使われ方が異なる部分が存在する。 

ローバンドは、日本では、割り当てられている周波数幅が各 20～30MHz 程度であ

り、帯域幅は小さいものの、既存の設備を生かしたリーズナブルかつタイムリーな

５Ｇ展開が可能である。また、障害物に強い特性を活かして、広いエリアカバレッ

ジが可能となることから、特に条件不利地域をはじめとしたトラヒック需要の小さ

い地域において速やかに５Ｇによる高速通信を普及させることに適している、５Ｇ

普及の土台と言える周波数帯である。 

ミッドバンドは、ローバンドよりも帯域幅が大きく、サブ６よりも障害物に強い

特性を活かして、高トラヒックエリア以外の地域も含めた、トラヒック対策として

用いられている。 

 全国には、トラヒックが高いエリアと低いエリアがあるところ、トラヒック需要

に応じて様々な周波数帯を組み合わせて整備を進めていくことが重要となる。例え

ば、高トラヒックエリアに小さな帯域幅で通信インフラを整備すると、需要をさば

ききれず利用者は不便を感じることになる。反対に、低トラヒックエリアに大きな

帯域幅でインフラを整備すると、実需を上回って一部が使われず、過剰投資になる

という状況が発生する。 

４Ｇ転用と５Ｇ専用周波数帯を組み合わせて整備していくことで、いずれの地域

においても必要十分なトラヒック処理リソースを確保し、５Ｇによる通信を実現し

ていくことが重要である。 

なお、諸外国においても、欧米をはじめ、５Ｇ用周波数としてローバンドやミッ

ドバンドを割り当てている国は多く、日本だけがこれらの周波数帯を５Ｇとして利

用しているわけではない。  
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４ ５Ｇのインフラ整備の考え方 

 

 ５Ｇ用周波数としては、低い周波数帯から高い周波数帯までが割り当てられて

おり、携帯電話事業者は、それぞれの周波数の特性を生かしつつ、トラヒック

需要に応じてインフラ整備を行っている。 

 

 一般に、低い周波数帯の電波は、半径数キロまで届くが、伝送情報量は少ない。

ミリ波などの高い周波数帯の電波は、半径数十から百メートル程度までしか届

かないが、伝送情報量は多い。サブ６などの中周波数帯については、伝送情報

量、カバーエリアともに、低い周波数帯と高い周波数帯の中間であり、電波の

届く距離は半径数百メートル程度である。 

 

図表７ ５Ｇインフラ整備の基本的な考え方 

（出典：第１回ＷＧ 事務局資料） 

 

 ＮＴＴドコモによれば、図表８のように、サブ６やミリ波などの帯域幅が広い

周波数帯については、トラヒック需要の高いエリアに重点的に展開し、それ以

外の低い周波数帯については、様々なニーズや地域特性に合わせて、適材適所

で、基地局の整備を実施しているとのことである。 

 

 ５Ｇのカバレッジ拡大と３つの特長（超高速、超低遅延、多数同時接続）を実現していくためには、
低周波数帯から高周波数帯まで、幅広い周波数帯を活用することが重要。

 例えば、EU（欧州連合）でも、域内における５G用周波数帯として、低周波数帯：700MHz、中周波数帯3.6GHz、
高周波数帯：26GHzの3つを指定。

700MHz 800MHz 900MHz 1.5GHz 1.7GHz
2GHz

2.3GHz
3.4GHz
3.5GHz

3.7GHz
4.5GHz
4.9GHz*

26GHz* 28GHz 40GHz*

ローバンド
（いわゆるプラチナバンド）

ミッドバンド サブ6 ミリ波

伝送情報量 ：大
カバーエリア ：小

伝送情報量 ：小
カバーエリア ：大

*2025年度末までに5G向けに新規割当予定の帯域

中周波数帯（ミッドバンド～サブ６）
・ 伝送できる情報量は多い
・ 比較的広域なエリアカバー

（伝搬距離（半径）：数百m程度）

低周波数帯（プラチナバンド）
・ 伝送できる情報量は少ない
・ 広域なエリアカバー

（伝搬距離（半径）：～数km）

高周波数帯（ミリ波）
・ 大量の情報を伝送できる
・ スポット的な利用

（伝搬距離（半径）：数十～百m程度）

5G専用周波数帯4G・5G用周波数帯

6GHz



16 

 

図表８ ５Ｇ展開のイメージ 

（出典：第２回ＷＧ ＮＴＴドコモ提出資料 一部抜粋） 

 

 

 携帯電話事業者４社は、エリアマップを各社ホームページで公開している。こ

れによると、ミリ波はスポット的に表示されている。 

 

図表９ エリアマップの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第２回ＷＧ ＫＤＤＩ提出資料 一部抜粋） 
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図表 10 ミリ波の基地局数とトラヒック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第２回ＷＧ 楽天モバイル提出資料 一部抜粋） 
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５ 「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」の整備目標 

 

 総務省は、2022 年３月、「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」を策定し、

デジタル基盤の整備等に関する取組を進めてきた。そして昨年、取組の進捗及

び社会情勢の変化を踏まえ、計画を改訂した（2023年４月 25日）。 

 

 この「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」では、携帯電話事業者の特定

基地局の開設計画も踏まえ、2023 年度末までに、５Ｇの基盤展開率 98 パーセン

ト、基地局数 28万局、人口カバー率 95パーセントを目標としている。一部目標

は、2023 年度以降も設定しているものの、基本的には、多くの目標が、開設計

画終了直前の 2023年度を最終目標年としている 17。 

 

 

図表 11 デジタル田園都市国家インフラ整備計画の概要 

（出典：第１回ＷＧ 事務局資料） 

 

                                                             
17 2019 年に割り当てた５Ｇ用周波数の開設計画の期限が、2024 年４月９日で満了することを踏

まえたもの。詳細は本節の「３ ５Ｇ用周波数の割当てと商用サービス開始（５Ｇ導入期）」

参照。 
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図表 12 ５Ｇの整備状況（令和４年度末） 

（出典：第１回ＷＧ 事務局資料） 

 

 

 なお、この計画の目標については、携帯電話事業者に義務を課すという性格の

ものではなく、未達があったとしても罰則等があるわけではない。 

 

 また、2019 年の５Ｇ導入当時の開設指針には「５Ｇ人口カバー率」という指標

は採用されなかったのは前述のとおりだが、デジタル田園都市国家インフラ整

備計画には「５Ｇ人口カバー率」が目標値として設定された。これは、総務省

が携帯電話事業者に対し、前年の年末に、５Ｇ基地局整備の加速化として、人

口カバー率の向上を「要請」18したことを踏まえたものである。５Ｇ人口カバー

率を求めた理由として、総務省は、「今後は、国民が５Ｇの恩恵を実感できる

よう、５Ｇ高度特定基地局の整備に加えて、５Ｇ基地局（子局）の整備の加速

による人口カバー率の向上も重要。」と説明している。 

 

 この総務省の要請に、携帯電話事業者が応え、目標は前倒しで達成されている

状況である（図表 12）。 

 

                                                             
18 ５Ｇ基地局整備の加速化に関する要請について（要請）（令和３年 12月 28日） 

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000528.html 

全国の５Ｇ人口カバー率

（2022年３月末 93.2%）９６．６%

都道府県別の5G人口カバー率
％

●全国の５Ｇ人口カバー率は、2023年３月末で96.6％。 2023年度末の整備目標95％を１年前倒しで達成。
※目標 ：2023年度末 95％、2025年度末 97％、2030年度末 99％ 【デジタル田園都市国家インフラ整備計画】

●都道府県別の５Ｇ人口カバー率は、2023年３月末で全ての都道府県で80％を超えた。
※目標 ：2025年度末 各都道府県90％程度以上、2030年度末 各都道府県99％ 【デジタル田園都市国家インフラ整備計画】
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※ 携帯キャリア４者のエリアカバーを重ね合わせた数字。小数点第２位以下を四捨五入。

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000528.html
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６ ローカル５Ｇ 

 

 ５Ｇ用周波数としては、地域ニーズや個別ニーズに応じて様々な主体が利用可

能な「ローカル５Ｇ」に割り当てている周波数帯もある。 

 

 このローカル５Ｇは、携帯電話事業者ではない企業や自治体等が、一部のエリ

アまたは建物・敷地内に専用の５Ｇネットワークを構築するシステムであり、

基本的には、自営通信として開設主体自らの目的のために利用されるものであ

る。 

 

 このため、ローカル５Ｇは（個々の需要に応じて整備されるものであり、）国

が一律に整備目標を設定することは馴染まないものと考えられる。 

 

 一方、周波数有効利用の観点から、ローカル５Ｇをより多くの主体に利用して

もらうことが重要であり、より多様な需要に対応するため、国は制度の柔軟化

を進めているところ。 

 

７ 電波の利用状況調査の概要 

 

（１）電波の利用状況調査 

 

 総務省は、毎年、電波法の規定に基づいて、周波数割当計画の作成又は変更そ

の他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、電波の

利用状況調査を行っている 19。基本的に周波数帯ごとの調査となっており、毎年

３月頃、基地局数や新しい技術の導入状況などインフラ整備の現状を公表して

いるところである。 

 

 図表 13 は、その調査結果の一部をまとめたものである。帯域別の５Ｇトラヒッ

クを見ると、サブ６におけるトラヒックは多いが、ミリ波のトラヒックは少な

い。これは、ミリ波は周波数帯域幅が 400MHz あり、100MHz 幅のサブ６よりも大

容量通信が可能ではあるものの、ミリ波の電波の飛ぶ距離が短いため、端末が

ミリ波のカバーエリアに在圏している時間が短いことや対応端末の普及度合い

（多くの国民にミリ波対応端末が行き渡っている状況には至っていない）等に

よるものと考えられる。 

 

                                                             
19 電波法第 26 条の２参照。この調査結果に基づき、電波監理審議会は、電波の有効利用の程度

の評価（有効利用評価）を行うものとされている（同法第 26条の３参照）。 
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図表 13 周波数ごとの５Ｇ基地局の整備状況 

（出典：利用状況調査結果を元に総務省作成） 

 

（２）開設計画の認定期間満了後の再割当制度 

 

 開設計画の認定期間中は排他的な免許申請権を持っていた認定開設者だが、認

定期間が満了した後は、その排他的な免許申請権はなくなる。 

 

 ただし、認定期間中に広範囲において相当多数の基地局を開設していることか

ら、認定期間が満了したとしても、既に免許を受けてサービスを提供している

携帯電話事業者以外、その周波数の割り当てを受けることは事実上困難な状態

となっている。 

 

 そこで、令和４年電波法改正によって、再割当制度が導入された。具体的には、

電波監理審議会による電波の有効利用評価の結果が一定の基準を満たさないと

き、開設指針制定の申出を踏まえ再割当審査の実施が必要と総務大臣が決定し

たとき又は電波の公平かつ能率的な利用を確保するため携帯電話周波数等の再

編が必要と総務大臣が認めるときに、再割当てが可能となる。 

 

  

（出典）総務省: 令和5年度携帯電話及び全国BWAに係る電波の利用状況調査の調査結果の概要を基に作成
（いずれも2023年３月時点の値）

周波数： 高
伝送情報量： 大
カバーエリア： 小

周波数： 低
伝送情報量： 小
カバーエリア： 大

５Ｇ基地局数（人口カバー率）
NTT
ドコモ KDDI ソフト

バンク
楽天

モバイル

700MHz 2,930
(29.7%)

12,149
(88.1%)

14,742(
93.8%) -

1.7GHz - 5,383
(47.3%)

13,883
(89.4%) -

3.4GHz/
3.5GHz

1,413
(8.7%)/

293
(1.4%)

9,673
(50.9%)

26,047
(77.7%) -

3.7GHz 10,356
(20.3%)

18,359
(22.6%)

6,458
(31.8%)

11,053
(30.5%)

4.0GHz/
4.5GHz

11,513
(42.5%)

2,211
(0.3%) - -

28GHz 4,394
(0.0%)

4,193
(0.2%)

4,236
(0.0%)

10,540
(0.0%)

帯域別の各社５Ｇ基地局数と人口カバー率 事業者別の５Ｇ基地局整備状況

47.9 52.0

0.1
0

10
20
30
40
50
(％)

帯域別の５Gトラヒック量

ローバンド・ミッドバンド
(700MHz-3.5GHz帯）

Sub6
(3.7-4.5GHz帯）

ミリ波
(28GHz帯）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

NTTドコモ KDDI ソフトバンク 楽天モバイル

65,366
ミリ波
Sub6
ローバンド・ミッドバンド

21,593

30,899
4,394

21,869

4,636

51,968

20,570

27,205

4,236
6,458

54,672

10,540

11,053

4,193

（基地局数）

 ５Gの全国人口カバー率（2023年3月末時点で96.6%）はローバンド・ミッドバンドによる寄与が大きい。
 Sub6については、カバー率は限られているが、処理しているトラヒック量は最も多い。
 ミリ波帯については、カバー率は１％未満、処理しているトラヒック量も少なく、限定的な利用にとどまっている。
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８ インフラシェアリングの現状 

 

 ５Ｇのインフラ整備に当たっては、コスト効率の観点などを考慮する場合、鉄

塔等の設備を他人に使用させ、又は複数事業者間において共同で使用する「イ

ンフラシェアリング」が重要である。 

 

 インフラシェアリング事業者の事業としては、何をシェアリングするかで様々

な態様があるが、鉄塔や土地、空中線等をシェアリングすることが一般的であ

る（図表 14）。 

 

 現在、日本では、民間インフラシェアリング事業者の他、携帯電話事業者同士

によるインフラシェアリング、公益社団法人移動通信基盤整備協会（ＪＭＣＩ

Ａ20）によるインフラシェアリングなど、様々な事業主体が存在する。 

 

 ＪＭＣＩＡは、内閣府所管の公益社団法人 21である。同協会は、道路トンネル、

鉄道トンネル、地下鉄、地下街、医療機関等における携帯電話サービスの不感

対策など、通信の確保のために必要な中継施設の整備、維持管理及び提供を事

業としており、利潤を目的としていない団体である。携帯電話事業者を含む正

会員の数は 26名（令和５年 11月９日現在）であり、一部の民間インフラシェア

リング事業者は賛助会員となっている。 

 

図表 14 インフラシェアリングのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Japan Mobile Communications Infrastructure Association の略。 
21 平成６年に設立され、平成 25年に公益社団法人へ移行している。 
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第２節 日本の５Ｇの課題 

 

１ 「５Ｇならでは」の実感 

 

 「第１章 はじめに」でも述べたように、５Ｇは、いわゆるハイプ・サイクル

でいう幻滅期に入り（図表 15）、「５Ｇならでは」の実感がわかないといった

声や、「なんちゃって５Ｇ」といった言葉が飛び交う状況になってしまってい

る。Ericsson 社によれば、日本の５Ｇ人口カバー率は高水準であるが、５Ｇに

接続していたことを体感しているユーザの割合が低いという（図表 16）。 

 

 より良い通信基盤は、もはや我々の生活にとってなくてはならないものである。

この基盤をさらに強化するため、「５Ｇならでは」の携帯電話サービスを利用

者が実感できるようにすることが、携帯電話事業者の社会的責務であり、国の

責任である。 

 

 ５Ｇが普及するためには、①インフラの整備、②ユースケースの発掘、③対応

機器・端末の普及のそれぞれが進展し、好循環を生み出す必要があるが、現時

点では、お互いに鶏と卵の関係にあり、３つともなかなか前に進んでいない状

況である。 

（⇒「第４章 新しい目標設定の在り方」論点２－１参照。） 

 

図表 15 ハイプ・サイクル（左）と３すくみ構造（右） 

 

 

（出典：第１回ＷＧ 事務局資料） 
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図表 16 ５Ｇの人口カバー率とユーザの体感 

 

 

２ 条件不利地域などでのエリア整備 

 

 携帯電話サービスはもはやライフラインとなっており、条件不利地域などにお

けるエリア整備を進めることが重要である。 

 

 国は、地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など）において携

帯電話等を利用可能とするとともに、５Ｇ等の高度化サービスの普及を促進す

ることにより、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保

することを目的として、「携帯電話等エリア整備事業」を実施している。 

（⇒「第４章 新しい目標設定の在り方」論点２－２参照。） 

 

 国は、令和３年度の事業から、５Ｇ基地局のインフラシェアリングを促進する

ため、複数事業者が共同で使用するための鉄塔やアンテナ等を整備し、携帯電

話事業者に提供するタワー会社等のインフラシェアリング事業者を事業主体に

追加している。 

 

 なお、当該事業では、地理的条件によって伝送路としての光ファイバの利用が

困難な箇所については、衛星回線をバックホールとして活用することも認めら

れている。 

 

（出典）Ericsson：What do next wave 5G consumers want?

5Gの人口カバー率とユーザーの体感

0%

20%

40%

60%

80%

100%

５Ｇ人口カバー率（2022年第１四半期）
使用時間のうち50%以上の割合で５Ｇに接続していたことを体感しているユーザの割合
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図表 17 携帯電話等エリア整備事業の概要 

 

（出典：総務省作成資料） 

 

 また、国は、電波遮へい対策事業を実施している。これは、電波が遮へいされ

る鉄道・道路トンネル 22において、一般社団法人等が移動通信用中継施設を整備

する場合、国がその整備費用の一部を補助するものである。この「一般社団法

人等」は現在のところ、ＪＭＣＩＡのみとなっている。 

なお、鉄道トンネルについては、まずは、全国の在来線輸送量の 90 パーセン

ト以上を占める路線を対象に、その中でも平均通過人員２万人以上の区間のト

ンネルに重点をおいて携帯電話を利用できるようにすることを目標とし、電波

遮へい対策事業等により対策を講じてきているところ、特に、平均通過人員が

８万人以上の区間のトンネルについては、当該補助事業の対象としていないた

め、大都市の地下鉄などは、ＪＭＣＩＡの自主整備等により整備されている。 

 

 

 

 

  

                                                             
22 高速道路、国直轄道及び緊急輸送道路におけるトンネルを指す。 
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３ ミリ波を巡る課題 

 

 ミリ波については、周波数の特性上、サブ６よりもさらに伝送情報量が多いた

め、トラヒック対策に有用である一方で、伝搬距離が極めて短いことから、超

高トラヒックが想定されるエリアにおいてスポット的に利用されることが想定

される。 

（⇒「第４章 新しい目標設定の在り方」論点２－３参照。） 

 

 携帯電話事業者各社は、ミリ波活用について、イベントを開催するなどにより

ユースケース発掘に努力しているところであるが、短い伝搬距離を補完するよ

うなカバレッジ拡張のための無線技術やデバイス技術の開発が課題であり、ま

た、ミリ波でしかできないユースケースがあまり想定されていないことが課題

として存在する。 

 

 本ＷＧでは、構成員である東京都から、「次世代通信技術活用型スタートアッ

プ支援事業」（Tokyo NEXT 5G Boosters Project）を行い、ユースケースの創出

を行っているとの紹介があった。この支援事業は、スタートアップ企業等によ

る５Ｇ技術等を活用した新たなビジネスの確立等を促進する事業であり、令和

５年度 23から実施している。ユースケースの発掘には、各自治体において、地元

スタートアップ、携帯電話事業者及び自治体の連携によって、こういった事業

を行うことも有効であると考えられる。 

 

 また、携帯電話事業者からも指摘があったが、ミリ波対応端末は、その普及が

順調に進んでいるとは言い難い状況であり、ミリ波対応端末をさらに普及させ

ることも課題として存在する。 

 

                                                             
23 東京都では、令和 2年度から「５Ｇ技術活用型開発等促進事業（Tokyo 5G Boosters 

Project）」を実施しており、本支援事業はその先の次世代通信技術も見据えて開始したもの。 
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図表 18 ミリ波イベントの例 

（出典：第２回ＷＧ ＮＴＴドコモ提出資料 一部抜粋） 

 

 

４ ４Ｇから５Ｇへの移行（ＮＳＡからＳＡへ）を巡る課題 

 

 ５Ｇ導入期は、円滑な５Ｇ導入を実現するため、４Ｇコアネットワークを用

い、ＬＴＥ基地局と５Ｇ基地局が連携した、ノン・スタンドアロン（ＮＳＡ：

Non-Stand Alone）方式が主流である（図表 20）。 

 

 近年、５Ｇコアネットワークを用いたＳＡ方式の商用サービスの導入が開始さ

れている（図表 19）。ＳＡ方式により、「５Ｇならでは」の多数同時接続や超

低遅延といった要求条件に対応したサービスの提供が可能となる。 

 

 ただし、ＳＡ方式の場合、ＬＴＥとのキャリア・アグリゲーション（ＣＡ：

Carrier Aggregation。複数の周波数を束ねる形での送受信。）ができなくなる

ことでユーザ体感が下がる可能性があることから、慎重に移行を進めている携

帯電話事業者が複数存在する。また、ＳＡ対応端末は市場に出たばかりであ

り、ＳＡ対応端末の普及は初期段階という状況である。 
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図表 19 携帯電話事業者４社におけるＳＡサービス提供開始時期 

ＮＴＴドコモ 
2021年 12月：法人向け 

2022年８月：スマホ向け 

ＫＤＤＩ 
2022年２月：法人向け 

2023年４月：スマホ向け 

ソフトバンク 

2021年 10月：ホームルータ端末向け 

2022年５月：スマホ向け 

2023年３月：法人向けソリューション提供 

楽天モバイル 

2024年３月現在：未提供 

（2021年６月から商用５Ｇ ＮＷの一部で５Ｇ ＳＡ機能

の導入開始） 

（出典：各社プレスリリースを参考に総務省作成） 

 

 また、ＳＡ展開の過渡期においては、ＳＡとＮＳＡは共存する形でエリアが展

開されていくことが想定されるが、基地局やコアがすべてＳＡ対応となり、Ｎ

ＳＡ通信がなくなった場合、ＳＡ対応端末でしか５Ｇを使えなくなることにも

留意が必要である。 

（⇒「第４章 新しい目標設定の在り方」論点２－４参照。） 

 

図表 20 ＮＳＡからＳＡへの変遷イメージ 

 

 

（出典：第１回ＷＧ 事務局資料） 

 

 このＳＡのユースケースについては、まだ実証にとどまるものが多いが、各社

積極的に取り組んでいる。特に、ＳＡ方式においては高度なネットワーク制御

を行うことができ、要求条件の異なるアプリ・サービス毎にトラヒックを分離

することが可能となるネットワークスライシングの活用が期待されている。例

えば、ＫＤＤＩによれば、５Ｇ ＳＡ商用ネットワークを利用してネットワー
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クスライシング技術を利用し、高速かつ安定した通信が必要なテレビの生中継

映像配信実証が行われた他、ゲーム分野やドローン分野でも実証が行われてい

る。 

 

 

図表 21 ＳＡのユースケースの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第２回ＷＧ ＫＤＤＩ提出資料 一部抜粋） 

 

 

５ 能登半島地震の教訓 

 

 携帯電話サービスは無線通信ではあるが、ネットワーク内において有線をまっ

たく使っていないわけではない。すなわち、図表 22 にあるとおり、各社のコア

ネットワークから携帯電話の基地局までをつなぐ伝送路には、基本的に光ファ

イバが用いられている。 

 

 本年元日に発生した能登半島地震では、携帯電話基地局の伝送路が地震によっ

て絶たれ、利用不能になったことが通信サービスの途絶の一因としてあった。

また、停電の発生や長期化により、基地局のバッテリー残量が枯渇してしまう

事例も発生した。 

 

 このような事例を教訓とし、たとえ伝送路が断線してしまっても衛星通信を使

った応急対応ができることやバッテリー等の電源を強化することなどにより、

特に発災後 72 時間は携帯電話基地局が稼働するよう、４Ｇ・５Ｇ問わず、基地

局の強靭化が求められている。 
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 なお、東京都の「つながる東京」の取組においては、通信が集中する集客施設

が集まる商業地域等高トラヒックな場所と、発災時に本部となる市区町村本庁

舎等防災上重要な施設周辺を「重点整備エリア」に設定し、高周波数帯５Ｇエ

リアの拡大に取り組んでいる。 

（⇒「第４章 新しい目標設定の在り方」論点２－５参照。） 

 

図表 22 能登半島地震における携帯電話ネットワークの被災箇所 

（出典：総務省作成資料） 
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６ インフラシェアリング市場の活性化 

   

 近年、日本では、インフラシェアリング市場のプレイヤーが増えている。携帯

電話事業者自身によるインフラシェアリングや、ＪＭＣＩＡによるトンネル等

でのインフラシェアリングのほか、外資系も含む複数の民間インフラシェアリ

ング事業者が市場に参入して事業を行っている。 

 

 そもそも携帯電話事業者がインフラシェアリングを選択するのは、自社単独に

よる整備よりも設備のシェアリングをした方が、コスト面で低廉となるなどの

メリットがあるためである。 

 

 特に地下鉄などの公共空間は、利用者の携帯電話サービスに対するニーズが特

に高いところである一方、スペースが限られているという点で、個社ごとによ

る整備がそもそも難しく、インフラシェアリングが選択されることが多いと思

われる。一方、一度特定のインフラシェアリング事業者により整備が行われる

と、その後、設備の整備・管理を行う事業者を変更することが容易ではない可

能性があることから、管理費などが高止まりし、コストが増してしまうおそれ

がある。このため、特に大勢の人が利用する公共的な空間におけるインフラシ

ェアリングにおいては、透明性の確保が課題であると言える。 

 

 一般論としては、多様なシェアリング事業者が参入することで競争が促進され、

当該場所の整備コストがより低廉化し、インフラ整備が促進されることが望ま

しい。 

 （⇒「第４章 新しい目標設定の在り方」論点３－３参照。）  
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第３節 今後の展望 

 

 本ＷＧでは、ＫＤＤＩから、５Ｇネットワークの進展というロードマップが示

された。これによると、2025 年以降は５Ｇの普及期に相当し、ＳＡの本格普及

が開始されると見込まれている。また、サブ６はすでに始まっているが、衛星

との干渉条件緩和によってさらにエリアが拡充される見込みとなっている。さ

らに、５Ｇ普及期には、非地上系ネットワーク（ＮＴＮ）からの直接通信の商

用実装も想定されているとのことである。 

 

 これまで、一つの通信規格の世代が 10 年間隔であったことを考えると、10 年の

中間地点に位置する 2025 年に５Ｇが普及期に入ると想定することは適切であり、

基本的には、個々の新サービスの開始時期は異なりうるものの、他社もこのロ

ードマップのように５Ｇネットワークを展開していくものと考えられる。 

 

図表 23 ５Ｇネットワークの進展例 

（出典：第２回ＷＧ ＫＤＤＩ提出資料 一部抜粋） 

 

 

 以下、衛星との干渉条件緩和と非地上系ネットワークによる直接通信について、

現状を示す。 
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（１）衛星通信との干渉条件緩和 

 

 ５Ｇが利用している一部の周波数帯域は、衛星通信など、他の無線局と「共用」

している周波数であり、携帯電話事業者は、例えば、既存の衛星通信事業者の

地球局（衛星とやりとりするための地上にある無線設備）との電波干渉を回避

し共存するため、携帯電話基地局の出力の調整や、設置する基地局の場所・数

を制限する必要がある。 

 

 こうした状況の中、衛星通信事業者 24と携帯電話事業者の間の協議により、昨年

度末、首都圏にあった衛星通信事業者の地球局が移設された。   

 

 その結果、首都圏において衛星通信との干渉条件が緩和された。なお、衛星通

信の顧客サービスへ実質的影響がない形で地球局の移設が行われ、サービスも

継続されているところである。 

 

 今後、一部の５Ｇ用周波数帯を利用している携帯電話事業者４社は、関東地方

において５Ｇ用基地局を新たに設置したり、既存基地局の電波の出力を上げる

ことができるようになり、サブ６による携帯電話サービスの拡大が期待される。 

 

図表 24 衛星地球局との干渉条件緩和によるエリア拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：第２回ＷＧ ＫＤＤＩ提出資料 一部抜粋） 

 

                                                             
24 なお、携帯電話事業者は、基地局のバックホール回線（基地局と事業者のネットワークをつ

なぐ回線）として衛星を使うこともあるなど、衛星通信事業者と携帯電話事業者は、これまで

も密接なつながりがある。 
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（２）非地上系ネットワークによる携帯電話ネットワークの補完 

 

 地上の基地局を介さずに、携帯電話端末が衛星や基地局の機能を搭載した無人

航空機と直接通信することを可能とする衛星ダイレクト通信やＨＡＰＳ
は っ ぷ す

25の実用

化に向けた取組が国内外で進められており、早期に国内展開できるよう制度整

備に関する検討や、研究開発・技術試験が行われている。 

 

 衛星ダイレクト通信、ＨＡＰＳ等の非地上系ネットワーク（ＮＴＮ：Non-

Terrestrial Network）は、離島、海上、山間部等を効率的にカバーして携帯電

話ネットワークを補完し、自然災害をはじめとする非常時等に備えた通信手段

としても冗長性の確保に有用であると期待されている。 

 

図表 25 衛星ダイレクト通信とＨＡＰＳのイメージ 

 

○衛星ダイレクト通信 

 

 

 

 

  

                                                             
25 High Altitude Platform Stationの略。偏西風や大気の対流の影響が少ない成層圏の中間域

（地上から 18～25km まで）に無人航空機を定点で滞空させ通信やリモートセンシング等を実現

するシステムのことを言う（デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会第３回 Space 

Compass 社提出資料参照。） 



35 

 

 ○ＨＡＰＳ 

 

（出典：総務省作成資料） 
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第３章 諸外国の５Ｇインフラ整備目標 

 

 諸外国の５Ｇインフラ整備目標については、オークションの際に付される免許

条件の中の「カバレッジ義務」として規定されることが多い。カバレッジ義務

の内容については、各国によって様々である 26。 

 

 日本では、「特定基地局開設計画制度」に基づき、周波数の割当てを希望する

携帯電話事業者から、総務省が策定する周波数の割当方針である「開設指針」

を踏まえた「開設計画」を提出させ、比較審査することで、より高い整備目標

を掲げた開設計画を有する携帯電話事業者に周波数を割り当ててきた。認定期

間中は、排他的に当該周波数帯を使用できる権利を得る一方で、自らが約束し

たカバレッジ等を果たす義務が発生する 27。 

 

 なお、免許条件以外の形で政府が目標を設定している国も存在するが、その目

標の粒度・内容は様々である。具体的には、スローガン的な目標を設定する例

（英国）、政権与党側からの要請を踏まえ政府の戦略を策定した例（英国、ド

イツ）、補助金を交付する代わりに整備目標の達成を求める例（米国）などが

ある。補助金交付の条件としてカバレッジ義務を課す米国以外は、免許条件以

外で個社ごとに何らかの義務を課している国は見当たらない。 

 

 日本では、政府（総務省）が、インフラ整備計画（直近は、「デジタル田園都

市国家インフラ整備計画」）を策定することにより、インフラ整備を推進して

いる 28。 

 

１ 英国  

 

（１）周波数の割当てとカバレッジ義務について 

 

 英国では、英国通信庁（Ｏｆｃｏｍ）が、低い周波数帯から高い周波数帯まで、

５Ｇ用周波数として割り当てている。 

 

                                                             
26 諸外国の携帯電話用周波数の割当てについて（総務省）

https://www.soumu.go.jp/main_content/000774494.pdf 
27 割当てを希望する事業者に対して一律の義務を課すわけではなく、最低限の義務を示すにと

どめている点で、諸外国のカバレッジ義務とはやや性格が異なるものである。詳細は「第２章 

日本の５Ｇの現状と課題」参照。 
28 デジタル田園都市国家インフラ整備計画の詳細は、「第２章 日本の５Ｇの現状と課題」参

照。 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000774494.pdf
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 英国では、周波数の割当てはオークションによることとしているが、５Ｇオー

クションでは、カバレッジ義務を課していない。これは、携帯電話事業者間で

自主的にカバレッジ拡大の約束をしたということで、オークション規則によっ

て義務を課す必要がないという判断がなされたためである 29。ただし、携帯電話

事業者が自発的にカバレッジ拡大を約束したのは、５Ｇではなく４Ｇであるこ

とに留意が必要である 30。 

 

（２）その他の目標設定について 

 

 科学・イノベーション・技術省（ＤＳＩＴ）は、2018 年に発表した将来テレコ

ムインフラレビュー（FUTURE TELECOMS INFRASTRUCTURE REVIEW）31において、

「英国の人口の過半（the majority of the population）が５Ｇの信号にアクセ

スできる」という目標を設定している。 

 

 この目標では、「５Ｇの信号」と述べるにとどまり、低い周波数帯による５Ｇ

の信号と高い周波数帯による５Ｇの信号とを区別していない。もともとは 2017

年保守党のマニフェスト 32に同様の文言が記載されており、本レビューにおいて

当該マニフェストが引用されているため、このマニフェストを踏まえて政府が

目標を設定したものと考えられる。 

 

 ＤＳＩＴでは、さらに、2023 年、ワイヤレス・インフラ戦略（2023 年４月）を

公表し、野心的な目標として、2030 年までにすべての居住地域（populated 

area）をＳＡでカバーするとしている。 

  

                                                             
29 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/205554/statement-final-

regulations-700mhz-3.6-3.8ghz-spectrum-award.pdf （13ページ A2.20参照） 
30 https://www.gov.uk/government/news/shared-rural-network 
31 https://www.gov.uk/government/publications/future-telecoms-infrastructure-review 

51ページ パラ 158.参照 
32 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2017-manifestos/Conservative Manifesto 2017.pdf 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/205554/statement-final-regulations-700mhz-3.6-3.8ghz-spectrum-award.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0021/205554/statement-final-regulations-700mhz-3.6-3.8ghz-spectrum-award.pdf
https://www.gov.uk/government/news/shared-rural-network
https://www.gov.uk/government/publications/future-telecoms-infrastructure-review
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2017-manifestos/Conservative%20Manifesto%202017.pdf
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２ 欧州連合（ドイツ・フランスを中心に） 

 

（１）周波数の割当てとカバレッジ義務について 

 

 欧州では、欧州連合（ＥＵ）加盟国が５Ｇ導入で足並みを揃えるために、2016

年９月に欧州委員会が発表した「５Ｇアクションプラン」に従って５Ｇ整備が

進められてきた。全てのＥＵ加盟国は、５Ｇ都市を特定して 2020 年末までに最

低１都市で５Ｇサービスを開始し、2025 年までには都市間を結ぶ主要な交通路

を５Ｇでカバーすることが求められた。また、ＥＵ域内で共通に使用できる５

Ｇパイオニアバンドとして特定された 700MHz 帯（694-790 MHz）、3.6GHz 帯

（3.4-3.8GHz）及び 26GHz 帯（24.25-27.5GHz）を、先行的に割り当てなければ

ならないとされた。それゆえ、欧州のＥＵ加盟国では、基本的には、上記３つ

のバンドで５Ｇ用サービスが展開されている 33。 

 

（２）その他の目標設定について 

 

 ＥＵは、2021 年に策定した「デジタルコンパス 2030」という戦略 34において、

野心的な目標の提案として、「2030 年までにすべての居住地域が５Ｇでカバー

される」としている。５Ｇについては、低い周波数と高い周波数を区別してい

ない。 

 

２－１ ドイツ 

 

（１）周波数の割当てとカバレッジ義務について 

 

 ドイツでは、連邦ネットワーク庁（ＢＮｅｔｚＡ）が、低い周波数帯から高い

周波数帯まで、５Ｇ用周波数として割り当てている。 

 

 ドイツでは、４Ｇ用周波数も、ＤＳＳ技術 35によって、５Ｇとして使っている。

５Ｇ基地局数でいえば、2023年 10月の 5G Observatory Report 1936 によれば、

９万局のうち、５万局以上で４Ｇ用周波数帯を５Ｇとして使っている。 

 

 2019 年の５Ｇオークションの免許条件では、ＢＮｅｔｚＡは、既存３社に対し、

2022 年までに州単位で 98 パーセントの世帯に 100Mbps でのサービス提供をする

                                                             
33 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/pdf/n1300000.pdf 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0118&from=en 
35 詳細は「第２章 我が国の５Ｇの現状と課題」参照。 
36 https://5gobservatory.eu/report-19-october-2023/  

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/pdf/n1300000.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0118&from=en
https://5gobservatory.eu/report-19-october-2023/
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といったカバレッジ義務を課している。また、2024 年末までに、国道・州道・

鉄道・水路等を 50Mbps でカバーすることを義務付けている。これらの条件達成

は既存の割当て済みの周波数を使用することが可能とされており、厳密には、

「５Ｇのインフラ整備目標」というわけではない。ただし、５Ｇの目標関連の

項目がないわけではなく、2022 年末までに５Ｇ基地局を 1,000 局置局すること

などの条件も付与されている。また、新規参入者に対しては、2023 年末までに

25パーセント、2025年末までに 50パーセントの世帯カバーを義務付けており、

1,000局の５Ｇ基地局置局の条件も付与されている。 

 

（２）その他の目標設定について 

 

 免許条件以外では、2021 年-2025 年の連立協定書 37も踏まえ、連邦政府が 2022

年７月に公表したギガビット戦略 38において、2030 年までにルーラルエリアを

含む全居住地域で最新規格（５Ｇを念頭）の移動通信網への接続を可能にする

という目標を掲げている。 

 

２－２ フランス 

 

（１）周波数の割当てとカバレッジ義務について 

 

 フランスでは、電子通信・郵便規制機関（Ａｒｃｅｐ）が、低い周波数帯から

高い周波数帯まで、５Ｇ用周波数として割り当てている。 

 

 ４Ｇ帯域も、ＤＳＳ技術 39によって、５Ｇとして使っている。５Ｇ基地局数でい

えば、2023年 10月の 5G Observatory Report 1940によれば、約４万局のうち、

１万局以上で４Ｇ用周波数帯を５Ｇとして使っている。 

 

 フランスでは、５Ｇオークションの免許条件として、５Ｇ基地局を開設するよ

う求めている。例えば、2020 年に行われたオークション（3.5GHz 帯）では、

2025 年に、10,500 サイトで５Ｇ基地局を設置する義務が課せられている。また、

                                                             
37 連立協定には、「我々の目標は、光ファイバ（ＦＴＴＨ）と最新のモバイル通信規格で全国

をカバーすることである。」と記載されている。 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-

2021-1990800 
38 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digitalisierung/gigabitstrategie-

2017464 
39 脚注 35参照。 
40 https://5gobservatory.eu/report-19-october-2023/  

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digitalisierung/gigabitstrategie-2017464
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digitalisierung/gigabitstrategie-2017464
https://5gobservatory.eu/report-19-october-2023/
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2022年に 75パーセント、2030年にはすべての基地局で、理論上の最高通信速度

240Mbpsを提供するよう求めている。 

 

（２）その他の目標設定について 

 

 フランスでは、上記のような免許条件以外で、政府が定めているインフラ整備

目標はない。 

 

 ただし、全国周波数庁（ＡＮＦＲ）は、2025 年には、人口の３分の２が５Ｇ通

信を利用可能であろうと推測している 41。 

 

３ 中国 

 

（１）周波数の割当てとカバレッジ義務について 

 

 中国では、工業・情報化部（ＭＩＩＴ）が、低い周波数帯から高い周波数帯ま

で、５Ｇ用周波数として割り当てている。割当て方法はオークションによる割

当てではなく、通信事業者（国有企業）に対し、審査によって割り当てられて

いる。 

 

 総務省の委託調査によれば、中国では、カバレッジ義務は定められていない。 

 

（２）その他の目標設定について 

 

 2023 年 12 月、ＭＩＩＴ等の関係機関が、「『信号アップグレード』特別行動通

知」を発表している 42。 

これによると、全国の通信事業者にモバイルネットワーク（４Ｇ及び５Ｇ）

信号を大幅に強化し、モバイル利用者のエンドツーエンドのサービス体感を大

幅に向上させ、モニタリング・評価能力を強化することで、多くのユーザに良

好な信号、優れた体験及び高品質のネットワーク・サービスを提供することを

目指すとしている。具体的には、 

 2024 年末までに、８万か所以上の重要エリアでモバイル信号の要求水準を

満たすカバー、2 万 5,000km の鉄道と 35 万 km の道路、150 の地下鉄路線で

ネットワークが連続カバーするようにする。 

                                                             
41 https://5g.anfr.fr/ 
42 https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6924256.htm  

https://5g.anfr.fr/
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6924256.htm
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 2024 年末までに、ネットワークの平均下り速度は 200Mbps 以上、平均上り

速度は 40Mbps 以上とし、遅延や待ち時間などの主な指標をより早く改善し、

標準速度に達したモバイルネットワークの割合は 90 パーセント以上とする。 

 2025 年末までに、12 万か所以上の重要エリアでモバイル信号の要求水準を

満たすカバー、３万 km の鉄道と 50 万 km の高速道路、200 の地下鉄路線で

ネットワークが連続カバーするようにする。 

 2025 年末までに、５Ｇのカバー範囲は要求水準を満たすカバーと広さの面

で引き続き改善し、５Ｇトラフィックの割合は大幅に増加する。平均下り

速度は 220Mbps 以上、平均上り速度は 45Mbps 以上となり、遅延や待ち時間

などの主な指標は全面的に改善され、標準速度に達したモバイルネットワ

ークの割合は 95パーセント以上とする。 

としている。 

 

４ 韓国 

 

（１）周波数の割当てとカバレッジ義務について 

 

 韓国では、科学技術・情報通信部（ＭＳＩＴ）が、５Ｇ用周波数として高い周

波数のみ 43割り当てている。2018 年の 3.5GHz 帯のオークションの際には、５Ｇ

基地局 15 万局について、３年以内に 15 パーセント、５年以内に 30 パーセント

設置するとのカバレッジ義務が課せられていた。なお、人口カバー率やエリア

カバー率でのカバレッジ義務は採用されていない。 

 

（２）その他の目標設定について 

 

 韓国では、ルーラル地域のエリア整備に向けた「農漁村５Ｇ共同利用計画」を

通じて、2024 年上半期中に、全国で５Ｇのインフラ構築を完了することを目指

した。具体的には、ＭＮＯ３社のインフラシェアリングによって、計画的に整

備を進めた。同計画によるルーラル地域５Ｇインフラ整備は前倒しで 2024 年４

月中旬に完了し、これにより、ＭＳＩＴが５Ｇ全国インフラ整備の完了を発表

した 44。 

 

                                                             
43 なお、韓国では 2024 年１月の 28GHz 帯の周波数割当てにおいて、落札者に対してアンカーバ

ンド用に 700MHz 帯（４Ｇ）が割り当てられており、商用化時期は 2025 年４～６月とされてい

る。 
44  科学技術情報通信部 2024/4/18付発表：

https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&pageIndex=&bbsSeqNo=94

&nttSeqNo=3184369&searchOpt=ALL&searchTxt 

https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&pageIndex=&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3184369&searchOpt=ALL&searchTxt
https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&pageIndex=&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3184369&searchOpt=ALL&searchTxt
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 政府としては、毎年実施する通信サービスカバレッジ点検及び品質調査で、ス

ループットも含めた情報を公開することによって、インフラ整備を促している。 

 

５ 米国 

 

（１）周波数の割当てとカバレッジ義務について 

 

 米国では、連邦通信委員会（ＦＣＣ）が、低い周波数帯から高い周波数帯まで、

５Ｇ用周波数として割り当てている 45。例えば、2021 年に割り当てられた

3.45GHz 帯では、モバイルサービスの免許人は、免許付与後４年以内に各免許地

域の人口の最低 45パーセント、８年以内に人口の最低 80パーセントにサービス

を提供すること等が条件とされている。免許人は、センサスデータをもとに、

reliable signal coverage があることを証明する必要がある。 

 

 米国では、全国単位で免許を付与する日本と異なり、郡や経済圏域 46単位でオー

クションが行われ、免許が付与される形式となっている。人口が多い都市にお

ける免許はオークションの人気が高くなる傾向にある（図表 26）。 

 

（２）その他の目標設定について 

 

 上記のような免許条件以外で、政府が定めているインフラ整備目標はない。 

 

 ただし、米国では、2020 年 10 月、５Ｇネットワークが補助金なしで導入される

可能性が低いルーラル地域に音声／５Ｇモバイルブロードバンドサービスを提

供するため、今後 10年間でユニバーサルサービス基金（ＵＳＦ）から最大 90億

ドルを拠出する「ルーラルアメリカ５Ｇ基金（5G Fund for Rural America）」

を設立している。この基金の落札者は、下り 35Mbps／上り３Mbps 以上の速度で

５Ｇモバイルブロードバンドを提供するネットワークを展開、３年後に支援対

象地域の 40パーセント、６年目完了時点に同 85パーセント以上に５Ｇサービス

を提供することが義務付けられている。 

 

                                                             
45 https://www.soumu.go.jp/g-ict/item/ltedevelopment/index.html 
46 Auction110では、ＰＥＡ(Partial Economic Area)と呼ばれる地域単位のエリアごとにまずは

入札し、その次に、希望する周波数帯の入札が開始された。このオークションでは、4,060 の免

許が対象となった。https://www.fcc.gov/auction/110 

https://www.soumu.go.jp/g-ict/item/ltedevelopment/index.html
https://www.fcc.gov/auction/110
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 なお、米国では、ＦＣＣが、国家ブロードバンドマップ 47という形で全米の固定

インターネットの状況とモバイルブロードバンドの状況を公表している。モバ

イル通信については、上記下り 35Mbps／上り３Mbps の通信ができる場所を明ら

かにしているが、ミリ波などの高い周波数帯や中周波数帯のカバー状況はこの

マップ上では明示されていない。モバイルについて選択できるのは、５Ｇにつ

いては、下り７Mbps／上り１Mbps か、下り 35Mbps／上り３Mbps の２種類となっ

ている。 

 

図表 26 米国 オークション 110における割当て単位 

（出典：ＦＣＣ） 

 

 

  

                                                             
47 https://broadbandmap.fcc.gov/home?version=jun2023 

https://broadbandmap.fcc.gov/home?version=jun2023
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第４章 新しい目標設定の在り方 

 

論点１－１ インフラ整備の新たな目標設定の在り方（総論） 

 

 「５Ｇならでは」の通信サービス 48を国民や企業に実感してもらうという観点か

ら、国は、新しいインフラ整備目標を設定して旗を振ることが必要ではないか。

この新しい整備目標を設定する際には、単なるスローガン等ではなく、携帯電

話事業者による整備状況や意見等も踏まえた、達成可能な目標を設定するべき

ではないか。 

 

 

＜考え方＞ 

 

 携帯電話通信市場は、基本的には携帯電話事業者間の自由競争の世界であり、

携帯電話事業者各社は、５Ｇ基地局についても経営戦略等 49に基づき、整備を進

めている。需要があって不採算地域でなければ、インフラ整備は自然と競争原

理に従って拡張していくため、国がインフラ整備を指示しなければインフラ整

備が進まない訳ではない。 

 

 一方で、我が国では、政府は「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」を策

定し、整備目標 50を示すことで、携帯電話事業者によるインフラ整備の旗振りを

してきたところである。 

 

 同計画では、周波数割当ての際には義務ではなかった「５Ｇ人口カバー率」の

目標 51が設定されたが、各携帯電話事業者はインフラ整備計画の達成に協力し、

2022年度末時点の数字は 96.6パーセントとなった。これにより、2023年度末ま

                                                             
48 「５Ｇならでは」のサービスとしては、超高速、超低遅延、多数同時接続の３つの特長を生

かしたサービスが期待される（詳細は「第２章 我が国の５Ｇの現状と課題」参照。） 
49 ただし、携帯電話用周波数については、我が国では、電波法における特定基地局の開設指針

制度に基づき、インフラ整備に最も意欲的な携帯電話事業者の開設計画を認定し、周波数を割

り当てることとしてきた。これは諸外国では一般的な、周波数ごとに設定されるカバレッジ義

務とはやや異なり、携帯電話事業者側にカバレッジの内容を競わせ、よりよい目標を立ててい

る携帯電話事業者を国が選ぶという点が特徴的である。周波数の割当てを受けた携帯電話事業

者は、自らが約束した開設計画に記載されている計画を遂行する義務を負っている。（詳細は

「第２章 我が国の５Ｇの現状と課題」参照。） 
50 なお、「整備目標」には様々なレベルがある。例えば、周波数の割当ての際の条件としてカ

バレッジ義務を課す国がある。また、割当て時の条件付与とは別に、整備目標を政府が定める

例もある（詳細は「第３章 諸外国の５Ｇインフラ整備目標」参照。）。 
51 具体的な目標値については、「第２章 我が国の５Ｇの現状と課題」参照。 
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でに 95 パーセント達成というインフラ整備計画の目標は、１年前倒しで達成さ

れた。この５Ｇ人口カバー率の「５Ｇ」は、低い周波数帯から高い周波数帯ま

でを区別していないものの 52、インフラ整備を推進するための政策としての働き

かけとしては、一定の効果があったと評価できる。 

 

 したがって、今回も、デジタル田園都市国家インフラ整備計画と同様に、携帯

電話事業者による整備状況や意見等を踏まえつつ、５Ｇ用周波数のうち、主に

高い周波数帯（サブ６、ミリ波）のカバーエリアを拡大するため、期限を設定

しつつ、達成可能な新たな目標を設定し、インフラ整備を着実に推進すること

が適切である。 

 

 なお、新しい目標設定をする際には、サブ６とミリ波については、周波数特性

に差異があるため、それぞれについて目標設定を検討するべきである。 

 

 さらに、①すでに周波数の排他的使用権は失われていること、②再割当制度に

より保有している周波数が将来的に増減する可能性もあること、③そもそもイ

ンフラ整備は設備ベースの競争が基本となるところ、携帯電話事業者に目標を

遵守させる法的枠組も電波法にはないこと、④携帯電話市場は事業者の入退出

規制がなく自由な市場であること、⑤諸外国においても、政府が個別の事業者

ごとの目標を設定している例は見当たらないことを踏まえると、個社ごとの目

標設定ではなく、全社共通の目標とするべきである。 

 

＜携帯電話事業者の主な意見＞ 

 

 開設計画は、絶対審査基準（最低限の要件）に適合しているかの審査を経て認

定されているため、５Ｇ開設計画の認定期間の満了後は、５Ｇネットワークは

一定の水準に達しているといえ、携帯電話事業者は、トラヒック需要やビジネ

ス拡大に即したエリア展開に注力する。したがって、開設計画の認定期間満了

後の計画（基地局数や人口カバー率の拡大など）は各社の事業戦略に基づくも

のであり、基本的には自由競争のなかで整備が進むものであると考えられる。

整備目標を設定する場合には、国として５Ｇでどのようにエリアカバーをする

かという目標になるため、４社合計での目標設定とすべき。また、様々な周波

数を適材適所に使っていくことで、お客様体感の維持・向上を目指しているこ

とから、様々な社会の情勢や環境の変化に対応できるような自由度や裁量のあ

る整備目標であるべき。【ＮＴＴドコモ】 

                                                             
52 諸外国でも、５Ｇの周波数帯別に目標を定めている政府目標は見当たらない（詳細は「第３

章 諸外国の５Ｇインフラ整備目標」参照。）。 
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 携帯電話事業者は、５Ｇ等の周波数の有効活用やそれによる事業採算を見据え

て、先行投資したり、設備更改を行っている。そのため、これらの事業活動を

促すような形となるインフラ整備目標、国の支援（技術開発や基地局等の設置

に対する補助金）、特区を構築し関係者が集中的にユースケースの開発・実証

に取り組む環境が重要。【ＫＤＤＩ】 

 

 ５Ｇネットワークも 2020 年に商用を開始したが、10 年かけて整備して Beyond 

5G ready あるいは 6G ready にまで仕上げていくと考えると、やはり 2030 年ま

でかけて高度化と整備を継続していくものと捉えている。先日、５Ｇ用周波数

の開設計画の認定期間の満了を迎えたわけだが、2020 年から 2023 年度の最初の

４年間ぐらいは、我々は導入期と捉えている。この導入期においては、既存周

波数等も使いながら、お客様の生活動線の面的カバーを進めていく。いよいよ

今年度から、衛星干渉の条件も緩和されて、サブ６の本来のパフォーマンスも

上がり、それから、技術が高度化、進展して、ＳＡもいよいよ本格普及してい

く、また、ミリ波も端末も普及していくフェーズと考えている。【ＫＤＤＩ】 

 

 新たに適切な指標を設けて目標設定を行うこと自体は問題ないと考えるが、各

事業者は従来の目標設定を加味したそれぞれの戦略方針に基づいてネットワー

ク構築を行っているため、各事業者の戦略方針を結果として覆すような過剰な

目標設定とならないよう注意が必要。【ソフトバンク】 

 

 当社は 2018 年に周波数割当を受けて携帯電話事業を開始し、1.7GHz 帯（４Ｇ）

の開設計画で予定していた「人口カバー率 96 パーセントの到達」を計画の 2026

年３月末から約４年前倒しで達成し、3.7GHz 帯及び 28GHz 帯（５Ｇ）について

も、毎年度開設計画を超える整備を実施するなど、急速にネットワークの拡大

を続けてきた。一方で、更なるエリア化に向けて、まだまだネットワークの整

備・拡大に大きなリソースを割かざるを得ない状況であり、また移動系通信の

契約数シェアも 2.6パーセントと成長途上であり、投資余力も他キャリアと異な

ることから、「インフラ整備」について選択と集中が必要な状況。インフラ整

備目標の設定にあたっては、こうした背景も配慮してほしい。【楽天モバイル】 

 

  



47 

 

＜構成員の主な意見＞ 

 

 あまりにも過剰投資をしてもいけないし、インフラ整備を怠ってしまうと、せ

っかくすばらしいサービスが海外ではあるのに、何で日本では使えないんだと

いう話になってしまう。どんな使い方が今後出てきそうなのかというのをにら

みながらでないと、インフラ整備をどの辺までやったらいいかというところを

ちゃんと線引きするのは難しいだろうとは思っている。【石山構成員】 

 

 将来的にどういうサービスが出てくるかについては、これから探りながらとい

うところだが、通信環境自体が非常に重要な社会インフラになってきており、

通信側にも社会インフラとしての要請がなされている。よりよいインフラがあ

る状態をつくっていくことをどういうふうに考えるのか、ということをしっか

り議論していかないといけない。【落合構成員】 

 

 適切な目標設定を踏まえた競争環境の整備がなされ、利用者において選択肢を

理解でき、より良い通信関連サービスが利用できるようになることを期待。こ

れにより競争領域での各通信事業者の取組が、利用者の選択肢の確保につなが

り、より良いインフラ整備のインセンティブが生じる環境となればと考えてい

る。【落合構成員】 

 

 取りあえず基地局を敷設していこうということではなく、そこに５Ｇ環境があ

る意味がある空間・場所を重点的に狙っていって、言わば５Ｇコミュニティの

ようなものをつくっていくというような取組というのは、非常に意味のあるア

プローチ。この考え方を少し抽象化して、例えば街の中、ルーラル地域、ある

いはスタジアムなど、人が集まる場所、あるいは人ではなくモノが集まる場所、

といったような場所の特徴を考えて、発想していく、そこからメトリックスを

つくっていくというような思考があっていい。【クロサカ構成員】 

 

 ４Ｇまでのネットワークと違い、５Ｇは、基本的に人だけではなく、モノや環

境を対象にしているネットワーク。これは私の解釈ではなく、IMT-2020 でその

ように規定されており、それに基づいて３ＧＰＰではリリース 15 以降の検討が

進んでいる、いわば既定路線。IMT-2030 も、先日ビジョンが明確に示されたが、

基本的にはそれを踏襲している考え方なので、人間はもちろん重要なエンティ

ティだが、人間を取り巻く様々な機会や環境、これのコネクティビティを高め

ていくということが５Ｇの大きなミッション。結果的に人間が幸せになってい

くということ。このプロセスをきちんと理解することが重要。こう視点を置く
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と、サブ６とＳＡ及びミリ波、この２つの固まりは性質が違うはず。【クロサ

カ構成員】 

 

 サブ６とミリ波はやはり目標とか目指すものが大分違うのではないか。これは

テクノロジーの違いということだけではなく、やはり使い手が全く違うという

こととその特性がかなり大きく違うので、サブ６までとミリ波以上で、例えば

指標をつくるとき、ないしは何か計画を立てるとき、あるいは免許要件を考え

るとき、この２つは区分して考えるべき。ここの峻別がないと、おそらく目標

がぼけてしまうところがあるので、今後やはり５Ｇ以降、３ＧＰＰ（リリース

15、16）以降をきちんと普及し切るというためには、この辺りを明確に区分し

ていく必要がある。【クロサカ構成員】 

 

 インフラとして整備できる部分は整備を行うことによって、キラーコンテンツ

が生まれる状況に備えておくことが必要。【中島構成員】 

  



49 

 

論点１－２ 今後の「５Ｇ基盤展開率」の扱い 

 

 ５Ｇ基盤展開率の目標は、「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」におい

て、2023 年度中に全国で 98 パーセントとなっている。100 パーセントを目指す

べきか。 

 ５Ｇ普及期の今、５Ｇ「基盤」から５Ｇ「そのもの」の整備を推進するため、

５Ｇ基盤展開率を発展的に解消するような、新しい目標を設定することが必要

ではないか。 

 

＜考え方＞ 

 

 2019 年の５Ｇ用周波数割当ての際に採用した「５Ｇ基盤展開率」は、全国を約

10 キロメートル四方のメッシュ（二次メッシュ。昭和 48 年行政管理庁告示第

143 号における第２次地域区画。）に区切り、事業可能性のあるメッシュ 53毎に

５Ｇ高度特定基地局 54を整備することを求め、その整備したメッシュの割合をみ

る指標である。 

 

 当時の議論では、５Ｇは「人」だけではなく「あらゆるモノ」がサービスの対

象となりうることから、５Ｇの展開可能性を測る指標として、これまでの人口

カバー率に代わる指標として導入された経緯がある。 

 

 この５Ｇ基盤展開率については、「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」

において、2023 年度中に全国で 98 パーセントの達成を目指すとされているとこ

ろ、速報値では目標を達成したとのことである。 

 

 ５Ｇ基盤展開率という指標は、５Ｇインフラの初期展開時においては、全国的

な整備を促すという観点で、一定の効果があったと言える。一方、残る約百メ

ッシュは、ほとんどが海で占められるメッシュや山の中に道路が数本通ってい

るメッシュのみとなっており、そのような場所に高い周波数帯での処理が必要

なトラヒック需要があるとは考えにくく、現時点では、各事業者が割り当てら

                                                             
53 総メッシュ数約 4,900から、土地利用種別が森林、荒地、河川地及び湖沼若しくは海水域のみ

のもの（全部又は一部を組み合わせたものを含む。）及び人口が０の離島のみのメッシュを除

いたものを指す。 
54 認定開設者が指定を受けた５Ｇ用周波数帯の全ての帯域幅を用いる特定基地局（屋内等に設

置するものを除く。）であって、当該特定基地局の無線設備と接続する電気通信回線設備の伝

送速度が当該無線設備の信号速度と同等以上（10Gbps 程度以上）であり、当該特定基地局以外

の複数の特定基地局と接続可能なものを指す。 
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れた５Ｇ用周波数をすべて発射する５Ｇ高度特定基地局を置く必要はないと考

えられる。 

 

 したがって、今後は、５Ｇ基盤展開率 100パーセント達成を目指すのではなく、

目標達成によって整備された通信基盤も活用しつつ、「５Ｇならでは」の通信

サービスをより多くの利用者に実感してもらうという観点を重視した、新しい

目標設定を検討するべきである。 

 

＜携帯電話事業者の主な意見＞ 

 

 ５Ｇ高度特定基地局を構築してきた二次メッシュ内の状況は、５Ｇ開設指針が

示された５年前と比較すると変化している。時々刻々と変化する環境の状況を

加味し、未知なる将来の変化への柔軟性を保ちつつ事業者の創意工夫を促すた

めに、５Ｇの整備目標を定める際は、５Ｇ基盤展開率を踏襲するのではなく、

事業者側の整備自由度や裁量の確保を要望。【ＮＴＴドコモ】 

 

 基盤展開率は５Ｇインフラの初期展開時においては、全国的な整備を促すとい

う観点で、一定の効果があった。今後はトラヒック需要に応じて、５Ｇ展開が

なされるものと想定。そのため、柔軟に基地局展開することが必要であり、例

えば、自由度をもたせてお客さまのニーズ、新ビジネスなどのニーズに基づき

開設され、それを評価することが必要。【ＫＤＤＩ】 

 

 今後のインフラ整備推進の検討については、社会・技術の変化に応じて将来の

目標を適時最適化していくことは必ずしも否定されないものと考える。【ソフ

トバンク】 

 

 サブ６は高トラヒック対策に加え、カバレッジ拡大にも寄与する帯域。一方で

ミリ波については、その電波伝搬特性（サブ６に比して伝搬距離が極めて短い）

を踏まえると、よりスポット的に活用することが有効であると考える。５Ｇ基

盤展開率を指標とした場合、サブ６及びミリ波の併設局である「５Ｇ高度特定

基地局」を、非居住エリアなど需要の見込めない場所も含め全国均等に設置す

ることが必要。その場合、需要の高いエリアへの投資が持ち越され、サブ６・

ミリ波共に、効果的な基地局整備ができなくなることから、５Ｇ基盤展開率を

新たな目標の指標には導入すべきではない。【楽天モバイル】 
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＜構成員の主な意見＞ 

 

 「いつでもどこでも繋がる携帯電話」といった言い方がかつてなされていたが、

「どこでも」がほぼ成立した現在において、５Ｇについては、「いつでも」が

重要。例えば、トラヒックが多い都市部で繋がりにくい時間帯があるといった

問題については、５Ｇで解消できるのではないか。人々の生活の場に重点を置

いて整備を進める方向で検討するという方向性に賛同。なお、サブ６とミリ波

とでは電波の物理的性質が異なるため、周波数によって目標を変えるとする考

え方に賛同。【石山構成員】 

 

図表 27 ５Ｇ基盤展開率のメッシュの考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：総務省作成資料） 

 

図表 28 残りの二次メッシュの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土地理院ウェブサイトの地理院地図（https://maps.gsi.go.jp）を加工

して総務省作成） 

https://maps.gsi.go.jp/
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論点２－１ サブ６周波数帯における新しいインフラ整備目標の設定 

 

 サブ６は、広い帯域幅が確保可能かつ面的なカバーにも適しているため、「５

Ｇならでは」の超高速通信を実現する上で特に重要。一方で、目標値を設定す

るにあたっては、実態も踏まえた実現可能な目標を設定することが重要。 

 そこで、新しい目標設定に当たっては、人口が多い地域などの高トラヒックエ

リアを 2027年度までにカバーするアプローチとしてはどうか。 

 

＜考え方＞ 

 

 サブ６の電波の特性を踏まえると、サブ６の電波を発射する基地局が整備さ

れるべきは、まずは高トラヒックエリアであると考えられるため、まず、こ

の「高トラヒックエリア」をどのように考えるかが問題となる。 

 

 この点、高トラヒックエリアとして、一定規模以上の都市を選定して高トラ

ヒックエリアとするという考え方もあるが、「一定規模以上の都市」の選定

方法を定めることが困難であることや地域間の公平性の観点から、地域中立

的な考え方を採用するべきである。 

 

 そこで、高トラヒックエリアについては、日本全国をおおよそ１km×１km55の

メッシュ（三次メッシュ。昭和 48 年行政管理庁告示第 143 号における第３次

地域区画。）に分割したデータを用いて、高トラヒックエリアを一定の基準

で選定することとする。具体的には、総務省統計局が公表している「人口集

中地区 56」の面積が 13,250 平方キロメートルであることを踏まえ、人口の多

い順に１位から 13,250 位のメッシュを選定 57し、このメッシュの数を分母と

してカバー状況を目標としていくことが適当である。 

 

  

                                                             
55 三次メッシュは緯度経度で区切られているため、緯度の違いにより厳密には１キロメートル

四方ではないメッシュも存在する。 
56 「人口集中地区」とは、市区町村の境域内において、人口密度の高い基本単位区（原則とし

て人口密度が 1 ㎢当たり 4,000 人以上）が隣接し、かつ、その隣接した基本単位区内の人口が

5,000 人以上となる地域のことを指す。「基本単位区」とは、市区町村を細分した地域（学校区、

町丁・字等など）についての地域単位を指す（総務省統計局）。 
57 13,250番目のメッシュの人口密度は、2,525人／㎢である（令和２年度国勢調査）。これは、

例えば愛知県東海市の人口密度（2,627.4 人／㎢）などに近い。なお、人口があるメッシュの数

は全国で 17万 7,000メッシュ存在する。 
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 一方、分子については、５Ｇ基盤展開率の考え方を準用し、サブ６の電波を

発射する基地局が置かれたメッシュは当該メッシュをカバーしたとみなすこ

とが適当である。これは、一般的なサブ６の基地局の場合、電波の届く範囲

は基地局を中心に半径数百メートル程度であるとされていることを踏まえ、

メッシュ内に基地局が設置された場合に当該メッシュが概ねカバーされたと

みなす考え方である 58。 

 

 この指標を新たに「サブ６展開率」として設けることにより、サブ６の基地

局整備を推進するべきである。 

 

 サブ６展開率については、これまでの携帯電話事業者各社の整備実績や論点

３－１の考え方において基本的に３年ごとの見直しを行うべきであるとして

いることを踏まえ、まずは 2027 年度までに 80 パーセントのカバー59 60を全社

共通の目標とし、将来的には概ねすべてのカバーを目指すべきである。ただ

し、整備の進捗状況や技術の進展、環境変化等も踏まえ、必要に応じて目標

設定の見直しを行うことも柔軟に検討するべきである。 

 

図表 29 サブ６展開率のメッシュの考え方       図表 30  人口集中地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

（出典：総務省統計局ホームページ） 

 

                                                             
58 厳密には、建物などによって電波が届かない部分は出てくる可能性はある。 
59 なお、高トラヒックエリアをしっかりとカバーするという観点からは、例えば、基地局自体

は隣のメッシュにあるが、当該メッシュを概ねカバーしているといった事情があれば、当該メ

ッシュをカウントすることも可能とする。ただし、その場合、隣のメッシュのカバー状況及び

当該メッシュのカバー状況を具体的に示してカバレッジがあることを証明する必要がある。 
60 全てカバーした場合、総人口の７割をカバーすることになる。人口集中地区も総人口の７割

に相当する。 
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 なお、電波の有効利用評価や高トラヒックエリア以外の整備状況を把握する

観点等から、総務省による従来の人口カバー率判定方法によるデータの調査 61

は、引き続き、継続するべきである。 

 

 このほか、各携帯電話事業者においては、利用者がサブ６による高速大容量

通信を実感し、利用者による携帯電話事業者の選択の一助となるよう、サブ

６の具体的な活用事例を積極的に公表することが望ましい。  

 

＜携帯電話事業者の主な意見＞ 

 

 開設計画は、絶対審査基準（最低限の要件）に適合しているかの審査を経て認

定されているため、５Ｇ開設計画の認定期間満了後は、５Ｇネットワークは一

定の水準に達していると言え、携帯電話事業者は、トラヒック需要やビジネス

拡大に即したエリア展開に注力するものと考えられる。したがって、開設計画

の認定期間満了後の計画（基地局数や人口カバー率の拡大など）は各社の事業

戦略に基づくものであり、基本的には自由競争のなかで整備が進むものである

と考えられる。また、携帯電話事業者間の自由競争と企業努力や法人ソリュー

ションなどのニーズと連動した各事業者の事業戦略により５Ｇエリアを広げて

いくことが重要となることも踏まえれば、未知なる将来の変化への柔軟性を保

ちつつ事業者の創意工夫を促すために、整備目標を定める際は、事業者側の整

備自由度や裁量（エリアや地域は事業者が選択できる等）の確保を要望。【Ｎ

ＴＴドコモ】 

 

 高トラヒックエリアをカバーしていくという考え方は、お客さまのニーズに基

づき開設していくという点とも一致しており、賛同。目標設定にあたっては、

各社のこれまでの開設計画により現時点で開設している基地局数や周波数が異

なる点を踏まえ、各社の基地局展開の自由度が維持されることが必要。【ＫＤ

ＤＩ】 

 

 新たに適切な指標を設けて目標設定を行うこと自体は問題ないと考えるが、各

事業者は従来の目標設定を加味したそれぞれの戦略方針に基づいてネットワー

ク構築を行っているため、各事業者の戦略方針を結果として覆すような過剰な

目標設定とならないよう注意が必要。また、サブ６はトラヒック処理に適して

いる帯域であるため、高トラヒックエリアについてカバーを優先するという目

標設定自体は問題ないと考えるが、エリアの選定については上記と同様の理由

                                                             
61 電波法第 26条の２（電波の利用状況の調査）。詳細は、「第２章 日本の５Ｇの現状と課

題」参照。 
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から慎重に、かつトラヒック需要を十分見極めて丁寧に検討する必要がある。

【ソフトバンク】 

 

 サブ６（3.7GHz帯）は、ミリ波（28GHz帯）と異なり、トラヒック対策のみなら

ずカバレッジ用途でも使用できる帯域。このため、仮に政府において目標設定

する場合は、人口カバーを指標とすることが望ましい。【楽天モバイル】 

 

＜構成員の主な意見＞ 

 

 サブ６の活用事例について追加質問をし、５Ｇを利用した産業用ロボット、駅

ホームでの利用、ドローンを利用した事例、鈴鹿サーキットでの事例など、い

ろいろなものを提示していただいた。それを見ると、新しい周波数帯を使って

できることがよく分かる。実際にそうした事例に参加した消費者、利用者の方

は、それが分かるとは思うが、参加していない人には分からないと思うので、

ぜひ、一般の方に理解してもらうように広く公表してもらいたい。そうすると、

サブ６に対する期待値も高まってくると思うので、サブ６の展開も広がってい

くと思う。【石田構成員】 

 

 電波の飛ぶ距離を考慮して三次メッシュ（１km×１km）を選択しているという

ことについては、理想論としては色々あるが、現時点で設定する目標設定とし

てはこれが適切。ただし、脚注 59 にあるとおり、メッシュにこだわらずに電波

が届いていればよいということもあるが、逆のパターンも考えられる。すなわ

ち、１平方キロメートルの中に基地局があっても、特に地下街や屋内などでは

電波が届かない場所が生じることはありうる。ここは、インフラシェアリング

を活用して改善することも考えられる。今後は、電波が届いていることを丁寧

に測定していくことも重要となってくるだろう。論点２－５の本庁舎のカバレ

ッジについても現時点の目標設定として同様に適切と考える。【石山構成員】 

 

 物理的な電波の特性も踏まえた目標設定をし、より高度化していくということ

で合理的な方針。【落合構成員】 

 

 高トラヒックエリアを区分するという考え方は、非常に合理的だと思っている。

また、人口カバー率の考え方及びこれを三次メッシュで見るということについ

ても、現状及び物理特性にかなったもの。特に、人口カバー率を考える視点を

メッシュできちんと整理していくということは、人口推計を将来考えていくと

きに重要。【クロサカ構成員】 
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 三次メッシュは非常に分かりやすく、理にかなっている方法。【中島構成員】 

 

 

論点２－２ 高トラヒックエリア以外の地域における５Ｇ整備 

 

 論点２－１のような考え方を採用し、高トラヒックエリアでサブ６を整備する

となると、高トラヒックエリア以外の地域におけるインフラ整備がおろそかに

なるのではないか。 

 

＜考え方＞ 

 

 論点２－１の＜考え方＞で示したとおり、高トラヒックエリアにおいてインフ

ラ整備を推進するための目標（サブ６展開率）を設定する一方、高トラヒック

エリア以外におけるインフラ整備も引き続き重要である。 

 

 「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」では、５Ｇ人口カバー率について、

2025 年度までに全国 97 パーセント・各都道府県 90 パーセント程度以上、2030

年度までに全国・各都道府県 99パーセントとすることを目標としている。 

 

 携帯電話事業者においては、これらの目標を踏まえ、引き続き、低い周波数帯

から高い周波数帯まで、幅広い周波数帯をトラヒック需要等に応じて使い分け

ながら、全国的な５Ｇインフラ整備を進めていくべきである。 

 

 なお、数年前までは、ＮＴＮ（非地上系ネットワーク）が地上系ネットワーク

の代替となるといった議論は現実的ではなかったが、今後は、ＮＴＮの制度化

が急速に進められていくと予測される。次回の目標見直しの際には、携帯電話

網だけではなく、衛星やＨＡＰＳなどのＮＴＮも組み合わせたカバレッジとい

う新しい考え方も前向きに検討していくべきである。 

 

 さらに、高トラヒックエリア外で、例えば産業用途として、５Ｇの特長を利用

したいという場合、ローカル５Ｇの活用も一考に値する。都心部と比べ干渉調

整が比較的容易であろうと推察されるため、ローカル５Ｇを利用しやすい環境

である可能性がある。 
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＜携帯電話事業者からの主な意見＞ 

 

 条件不利地域のインフラ整備は、携帯電話等エリア整備事業を用いて対策を進

めていく。５Ｇでのインフラ整備については、事業性を鑑みて検討していく必

要がある。【ＮＴＴドコモ】 

 

 ５Ｇ新周波数は高周波数であるため、５Ｇの面的エリア整備・屋内浸透のため

に４Ｇ転用周波数の展開を先行し、５Ｇの面的整備後に、高速・安定した通信

速度を提供するために、５Ｇ新周波数のエリアを拡大することとしている。

【ＫＤＤＩ】 

 

 ５Ｇインフラ整備にあたっては各エリアに対して適切な周波数を適材適所で対

応しており、主に高トラヒックエリアは帯域幅の広い周波数、低トラヒックエ

リアや条件不利地域は電波伝搬特性の良い周波数（プラチナバンド等）を中心

に展開することとしている。【ソフトバンク】 

 

＜構成員の主な意見＞ 

 

 あまり使われないところに過剰な投資をすべきではないが、他方で、全国での

整備も必要。全国的なカバーについても段差はあってもおろそかにしてはいけ

ないので、それぞれの需要などに応じて整備を継続していく形で進めていただ

きたい。【落合構成員】 

 

 高トラヒックエリア以外を見捨てるということはあってはならないが、高トラ

ヒックエリアと同じように考えてはいけない。一方で、高トラヒックエリア以

外についても、高トラヒックのところと同じような考え方をするわけではない。

この際には、例えば、ＮＴＮであるとか、５ＷＷＣ62のような無線のバックホー

ルのような新しい技術を導入してカバレッジを優先するといったような新しい

指標の考え方を導入していくということ、これを今時点ではないにしても、将

来的に導入していく検討を進めていく、その端緒になるのではないか。逆に、

低トラヒックと高トラヒックが分かれていない状態で、その地域ごとに何が必

要なのかということが区分されないと、これまでと変わらない４Ｇまでと変わ

らない指標になってしまう。【クロサカ構成員】 

 

  

                                                             
62 移動通信と固定通信をどちらも５Ｇコアに収容し、両者の融合を目指すもの。 
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論点２－３ ミリ波 周波数帯における新しいインフラ整備目標の設定 

 

 周波数の特性上、スポット的に利用されることが想定 63されるミリ波のインフラ

整備目標をどのように設定すればよいか。また、ミリ波帯の普及策として、ど

のような方策が考えられるか。 

 

＜考え方＞ 

 

 本ＷＧでは、複数の携帯電話事業者から、ミリ波の整備目標を設定することは

時期尚早という意見があった。また、構成員からは、韓国ではミリ波の整備が

進まず、大手携帯電話事業者はミリ波のライセンスを返上したという事例が紹

介された。諸外国の電波の利用状況を見ても、ミリ波をうまく活用できている

国 64は、現在のところ、まだほとんど存在していないと言える。 

 

 しかし、今後の通信トラヒックの増大を見据えると、広帯域を確保できるミリ

波は、そのトラヒック処理のために有用となり得ることから、ミリ波のインフ

ラは今後も追加整備が必要になってくると考えられる。 

 

 そこで、インフラシェアリングも活用しつつ、論点３－１の考え方において基

本的に３年ごとの見直しを行うべきであるとしていることを踏まえ、2027 年度

までに５万局 65（４者合計）の基地局数（陸上移動中継局の数も含む 66）という

目標を設定するべきである。 

また、ミリ波の活用が想定されるイベントは一定期間に限り開催されるものが

多いことから、一時的に設置した基地局の開設数等も実績に含めるものとする。 

 

                                                             
63  現在、ミリ波は、ミリ波の割当てで５Ｇサービスが始まった米国ではＦＷＡ（Fixed 

Wireless Access：一般家庭と事業者の交換局等の間を直接無線で接続するシステム）やスタジ

アムなどで活用するケースがある。また、地下鉄における通信のためのバックホール回線とし

ての活用や、遊園地におけるアトラクションサービスでの利用（韓国）はあるが、世界におい

ても活用方法が模索されている段階。 
64 ミリ波の割当てにより５Ｇサービスが始まったという特殊性を持つ米国では、スタジアムや

ＦＷＡでミリ波が使われているものの、現在は、サブ６やローバンドの利用が多くなっている。

ある民間調査会社によると、米国の５Ｇユーザの５Ｇ利用時間に占めるミリ波の利用時間は、

約 90日間の調査で、各社 0.3～0.5パーセント程度であったという調査がある。 

https://www.opensignal.com/2021/10/14/quantifying-the-mmwave-5g-experience-in-the-us-

october-update 
65 各社の整備実績状況を踏まえると、2022年度末の実績値（2.3万局）に国内総トラヒックの伸

び（直近令和５年 12月末で前年同月比＋13 パーセント）を乗じて算出すると約５万局となる。 
66 ミリ波の電波伝搬距離に制約があることやミリ波の活用可能性を広げるという意味では基地

局の整備と同様の効果が生じることを考慮して、中継局も含めるものとする。 

https://www.opensignal.com/2021/10/14/quantifying-the-mmwave-5g-experience-in-the-us-october-update
https://www.opensignal.com/2021/10/14/quantifying-the-mmwave-5g-experience-in-the-us-october-update
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 また、インフラ整備だけではなく、ユースケース発掘という観点も重要である。

携帯電話事業者においては、「ミリ波ならでは」の超高速通信を利用者に体感

してもらうため、また、ミリ波によるトラヒック処理の効果を測定するため、

大阪・関西万博のような多くの利用者が集まる場所にミリ波の基地局を設置す

ることも検討すべきである。 

 

 さらに、国においてもこのインフラ整備やユースケースの状況について把握す

べく、総務省は、電波法に基づく電波の利用状況調査の際、携帯電話事業者か

ら、毎年 67、 

①ミリ波活用のロードマップ、 

②具体的な整備スポット、 

③活用事例 

等が記載された「ミリ波活用レポート」の提出を求めることで活用方針、整備

状況や展望を把握し、概要を公表するべきである。これにより、利用者は、各

社のミリ波の活用方針や状況を確認することができ、携帯電話事業者の選択の

一助とすることができると考えられる。 

 

 あわせて、国としてミリ波普及の後押しをするため、制度的な対応も検討する

べきである。具体的には、総務省において、中・高周波数帯の活用に向けた免

許制度の見直しのほか、ミリ波対応端末の普及策 68、簡素な手続でミリ波帯実験

試験局を開設できるエリアの設置 69などの制度的な後押しを検討するべきである。 

 

 なお、ミリ波については、今後比較的早い速度で技術の進展等が生じることも

考えられることから、総務省においては、ミリ波の整備目標について、提出さ

れた「ミリ波活用レポート」やミリ波端末の普及状況、その他環境変化等を踏

まえ、３年後の見直し時期にかかわらず、適時適切なタイミングで見直しを検

討するべきである。 

 

＜携帯電話事業者からの主な意見＞ ※目標設定関係 

 

 対応端末の普及やニーズの高まりと共にテンポラリ基地局等も活用しながらミ

リ波エリアを柔軟に展開していく必要があることから、ミリ波の整備目標につ

いては慎重な検討が必要。【ＮＴＴドコモ】 

                                                             
67 調査結果の概要は、毎年１～２月頃に公表している。レポート公表のタイミングについては、

国は、携帯電話事業者とよく協議するべきである。 
68 ミリ波対応端末の普及策については、総務省の電気通信市場検証会議 競争ルールの検証に

関するワーキンググループにおいても議論がなされている。 
69 デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会において具体的な議論がなされている。 
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 ミリ波が活用されるユースケースについて、「特区」などを構築し、関係者で

集中的に開発・実証するとともに、得られたノウハウを踏まえて将来的な整備

目標が議論されることを要望。【ＫＤＤＩ】 

 

 ミリ波は面的展開が困難なため、“カバー率”といった目標設定は馴染まない。

ミリ波においては、イノベーション／新サービスの創出が求められていること

を踏まえ、例えばミリ波を活用したソリューション数とスポット数を考慮した

評価が考えられる。【ソフトバンク】 

 

 ミリ波は、その電波伝搬特性（サブ６に比して伝搬距離が極めて短い）から、

高トラヒックエリアへのスポット的な活用となるため、需要に応じた置局が望

ましく、インフラ整備目標設定の対象とすべきではないと考える。【楽天モバ

イル】 

 

＜携帯電話事業者からの主な意見＞ ※ユースケース関係 

 

 ミリ波の特徴である広い帯域幅（400MHz 幅）を活かした、高速大容量通信が可

能となることから、スタジアム等の集客施設におけるリアルタイムサービス

（高精細映像を必要とする動画配信や大容量ＤＬ／ＵＬを活かしたサービス等）

への適用等が考えられる。【ＮＴＴドコモ】 

 

 ミリ波の活用方策については通信事業者だけではなく、多くの業界の関係者が

創意工夫しながら時間をかけて見出していくものになるのではないかと想定。

例えばミリ波の有効活用を想定したビジネス創出を行うための特区を設定し、

Ｂ２Ｃ・Ｂ２Ｂ２Ｃの視点で様々な実証実験を行い、お客さまに５Ｇを実感い

ただけるサービス等を構築するなど、５Ｇインフラの活用について今後も継続

して議論が必要と考える。【ＫＤＤＩ】 

 

 一例としてＶＲ・ＡＲグラスや、クラウドゲーミング等について技術開発等が

進み、さらに産業用途での活用が進めば、キラーコンテンツになり得るものと

考える。【ソフトバンク】 

 

 消費者に実感できるアプリケーションの創出には、実証実験等を通じ、関係者

(サービス利用者／提供者等)とサービスを共創する仕組みが有効。【楽天モバ

イル】 
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＜構成員の主な意見＞ 

 

 各社活用事例が色々あるので、広く公表してたくさんの方に理解いただいて期

待値を高めていくと広がっていくのではないか。【石田構成員】 

 

 ミリ波全体の目標設定についてユースケースベースでというところはそういう

形で進めざるを得ないのではないかと感じている。しかし、この分野は恐らく、

比較的早いタイミングで、またどんどん進展が出てくるということがあると思

うので、そういう意味では、ターゲットについて示していったり、ユースケー

スというのを継続して示していただくことが重要。その際、今の 2024 年時点で

見えているものは、25 年、26 年で変わってくると思うので、どう合理的に明示

するような箇所をアップデートしていけるのか、こういう観点も重要。【落合

構成員】 

 

 ユースケース開拓を先行ということは賛成。これは世界中同じ壁にぶつかって

いるので、非常に意義があるだろう。とりわけ 28GHz帯は、非常に難しい話に常

になりやすいところでもある。また、周波数特性そのものだけに着目すると、

とにかく飛ばないとか、曲がらない、回り込まないということで、課題が見え

てしまうわけだが、例えばキャリア・アグリゲーションを使うことによって、

28GHz 帯が場合によってはすごく生きてくるところ、あるいは、帯域を多く取れ

ていることによって、スライシングした後にも一定のスループットが稼げると

か、一定の品質を維持できるとか、そういったメリットということもあるかと

思う。こういったことを考えていくということも含めて、ユースケースのピッ

クアップの視点としていただけるとよい。【クロサカ構成員】 

 

 ミリ波に関する目標設定について、レポートを求めることによって、対外的に

も分かりやすく公表していくという営みは重要。【中島構成員】 

 

 ミリ波はスポット的利用なのである程度具体的なスポット名を提示して整備し

た方が整備は進むのではないか。ミリ波については長い目で見ていく必要があ

る。韓国では、全国ＭＮＯは平昌でも頑張ったがうまくいかなかった。一方、

事業者によれば、工場などでは思ったより使えるという感触を聞いたことがあ

る。【三澤構成員】 
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論点２－４ ＳＡ普及のための新しいインフラ整備目標の設定 

 

 今後主流になるＳＡのインフラ整備目標については、どのように目標設定をす

ればよいか。 

 

 

＜考え方＞ 

 

 ＮＳＡからＳＡへの移行は、３Ｇのマイグレーションのように、将来必ず起き

るものであり、今は過渡期である。しかし、現状では、基地局をＳＡに転換し

た場合、ＬＴＥとのＣＡができなくなることにより、ユーザの通信速度が下が

ってしまうという懸念が携帯電話事業者からは指摘されていることも踏まえれ

ば、利用者利益の保護の観点からは、必ずしも拙速な移行を求める必要はない

ものと考えられる。また、構成員からも、ＳＡの数値目標設定は時期尚早とい

う意見があった。 

 

 そこで、我が国のＳＡに係る目標としては、サブ６やミリ波のような数値目標

ではなく、将来的な可用性を踏まえた目標を設定するべきである。 

 

 すなわち、考え方の冒頭で述べたように、ＳＡへの移行は将来必ず起こること

から、今後整備するサブ６・ミリ波の基地局は、原則として全て、将来的には

ＳＡ対応が可能となる基地局を整備すべきである。 

 

 さらに、国においてもＳＡのインフラ整備やユースケースの状況について把握

すべく、総務省は、ミリ波と同様、電波法に基づく電波の利用状況調査の際、

携帯電話事業者から、毎年 70、 

①ＳＡ普及のロードマップ、 

②具体的な整備スポット、 

③ＳＡの活用事例、 

等が記載された「ＳＡ活用レポート」の提出を受け、活用方針、整備状況や展

望を把握するとともに、概要を公表するべきである。 

 

 なお、携帯電話事業者によれば、ＳＡの本格普及期は 2025 年以降という考え方

も提示されているところである。総務省においては、ＳＡの新しい整備目標に

                                                             
70 調査結果の概要は、毎年１～２月頃に公表している。レポート公表のタイミングについて

は、国は、携帯電話事業者とよく協議するべきである（脚注 67と同様）。 
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ついて、提出された「ＳＡ活用レポート」や技術の進展、その他環境変化等を

踏まえ、３年後の見直し時期にかかわらず、適時適切なタイミングで検討する

べきである。 

 

＜携帯電話事業者からの主な意見＞ 

 

 ＳＡやスライシングなど新技術の実装は進化の途上であり、ＳＡ対応機器・端

末が限られていることから、ニーズやサービスと連動して展開していくべき。

未知なる将来の変化への柔軟性を保ちつつ事業者の創意工夫を促すために、Ｓ

Ａの整備目標を定める際は、事業者側の整備自由度や裁量の確保を要望する。

【ＮＴＴドコモ】 

 

 ＳＡについては昨年８月にサービス開始して、これまで駅やスタジアムなどの

高トラヒックエリアを中心に整備を進めてきた。ＳＡは上りが早くなるので若

年者の需要があるところでも展開していきたい。更にスライシングでのメリッ

トもあるのでそういったところでも進めていきたい。期待感を高めてニーズの

掘り起こしをしつつ、端末などの状況も見ながら整備を進めていきたい。【Ｎ

ＴＴドコモ】 

 

 ＳＡについては、お客さまのニーズを踏まえつつ、低遅延・スライシングなど

の技術を活用したサービス等を構築しながら順次整備していくことを考えてい

る。そのため、整備する時期や地域に関する目標を設けることはまだ難しいの

ではと考える。【ＫＤＤＩ】 

 

 ＳＡのロードマップは、ユースケースの発掘に向けて様々な企業とやりとりし

ている。加えて、Ｂ２Ｂ以外にもＢ２Ｃサービスの検討は行っている。これか

らが普及期。ＳＡのためには５Ｇの基盤をしっかりと作っていくことが必要。

これから使い方の検討が加速していく。５Ｇの品質向上にも取り組んでいかな

いといけない。【ＫＤＤＩ】 

 

 ＳＡはＮＳＡと比較して一般的なお客様のユーザ体験が革新的に向上するケー

スは限られることから、直ちにＳＡを実現させる目標の設定までは不要と考え

るが、更なる通信速度の高速化やネットワークスライシング等が実現できる側

面もあるため、将来的にＳＡの整備を促していく目標の設定自体は否定されな

いものと考える。もっとも、ＳＡの展開は事業者の戦略に強く依存するため整

備の柔軟性を確保できる目標設定が望ましい。【ソフトバンク】 
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 ＳＡについては過渡期であるが、コア設備等を５Ｇ化することでいずれ全てＳ

Ａ対応となる。ＳＡの効果は直接的にユーザに見えやすいものではないが、東

名阪エリアからＳＡの導入を進めている。ＳＡを導入するとＬＴＥとキャリ

ア・アグリゲーションができなくなるのでスループットなどのバランスも見極

めながら整備していく必要。【ソフトバンク】 

 

 ５Ｇ ＳＡは、５ＧとＬＴＥとの同時利用(キャリア・アグリゲーション)が出来

ないため、５Ｇ ＮＳＡに比して、ユーザ体感が下がる可能性がある。また、５

Ｇ ＳＡは特定の利用者のみ利用可能なため、公平性／中立性観点の留意が必要。

したがって、事業者の状況によりユーザ体感が低下する可能性のある項目は、

政府としての目標設定に適したものではなく、現時点では、ＳＡのインフラ整

備目標の設定は、時期尚早。【楽天モバイル】 

 

＜構成員の主な意見＞ 

 

 各社活用事例が色々あるので、広く公表してたくさんの方に理解いただいて期

待値を高めていくと広がっていくのではないか。（再掲）【石田構成員】 

 

 現状は過渡期であると考えて、ＳＡの普及に向けて状況を見守ることも必要。

【石山構成員】 

 

 ＳＡについては、なかなかまだ見えていないところがあるが、今後のＳＡの普

及を視野に入れて、レポーティングをお願いするということは必要。【中島構

成員】 
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論点２－５ 災害対策のための新しいインフラ整備目標の設定 

 

 安心・安全の観点から新しい目標を設定すべきではないか。例えば、災害発生

時、都道府県・市区町村は、住民の生命、身体及び財産を保護するために対応

することとなるが、その拠点となる主たる庁舎は、４Ｇだけでなく、早期に５

Ｇエリアカバーを整えておくことが必要ではないか。また、能登半島地震では、

伝送路断や停電等により基地局の停波が起きた。能登半島地震の教訓を踏まえ、

更なる基地局の強靱化を推進していくことが重要ではないか。 

 

＜考え方＞ 

 

 都道府県庁や市区町村役場、特に本庁舎は、災害時の拠点やコミュニティの中

心となりうる場所である。災害時・平時問わず、多くの人が集まる場所として、

５Ｇの高速・大容量通信等の特長が生かせるエリアであると考えられる。 

 

 カバレッジという観点のみであれば、４Ｇで足りるという考え方もあり得るが、

特に災害時においては、関係機関が被災地の状況を高精細なリアルタイム映像

として伝送するために５Ｇを活用するなど、５Ｇの強み（特に高速大容量）を

活かすことができると考えられる。 

 

 市区町村のエリアカバーについては、「デジタル田園都市国家インフラ整備計

画」では、2023 年度末までに、全市区町村に５Ｇを整備することとされている

が、前述のとおり、本庁舎周辺では災害時・平時問わず、５Ｇによる大容量通

信が期待されることから、まずは都道府県庁及び市区町村の本庁舎について、

2025年度末までの５Ｇによるカバレッジを目指すべきである。 

 

 また、発災後 72 時間はバッテリーが持つ基地局など、国民の命を守るという観

点から災害時の通信を確保するべく、基地局の強靭化は極めて重要である。こ

のため、携帯電話事業者によるエリア整備と並行して、国は、携帯電話事業者

とともに、携帯電話基地局の強靭化に向けた検討を進めるべきである。 

 

 本ＷＧにおいては、携帯電話事業者から、サブ６・ミリ波の活用事例として

様々な取組が紹介された。携帯電話事業者におかれては、日本各地でサブ６や

ミリ波の災害時の活用実証を行うなど、高い周波数帯を有事にどのように活用

できるかといった観点の取組もぜひ検討していただきたい。 
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＜携帯電話事業者からの主な意見＞ ※強靭化関係 

 

 災害発生時のサービス中断要因は、停電と伝送路断が支配的となっていること

から、安心・安全の観点では、基地局の災害耐力の強化（バッテリー電源の拡

充や衛星回線等を活用した伝送路の冗長化等）を進めることが優先されるべき。

災害復旧時の拠点（本庁舎や避難所等）となるような場所に対して、災害発生

時に利用される行政のシステムや映像伝送等の需要に応じて５Ｇの導入を進め

ていくべき。【ＮＴＴドコモ】 

 

 安心・安全の観点からは、災害拠点や避難所においては、緊急通報（音声通信）

を含む通信環境（４Ｇ通信）も確保することが重要。例えば、能登半島地震に

おいても、音声通信が利用できるエリアでの応急復旧を最優先で求められてい

る。そのため、日頃から電気や回線などを速やかに復旧させるための応急復旧

手段（可搬型発電機、スターリンク衛星回線など）を関係機関と連携して準備

しておくことが重要。なお、自治体自ら非常用機器の準備・配備も重要になる

ものと考えることから、それらの支援策も検討すべきと考える。【ＫＤＤＩ】 

 

 災害の発生段階においては緊急の通信手段として音声通信、メッセージ通信等

の基本的な通信が４Ｇ、５Ｇ問わず確保されていることが優先事項。一方でそ

の後は、例えば人が集中する避難所において大容量のインターネット通信に係

る需要が高まると想定されることから、大容量の通信の確保の観点から、光回

線の確保が重要になってくる。また、避難所等において大量のユーザが接続す

る場合においても５Ｇによる大容量通信はメリットがある。【ソフトバンク】 

 

 安心・安全の観点では５Ｇに限らず、４Ｇを含めた通信手段の確保が重要と認

識している。５Ｇ ＳＡは５Ｇ ＮＳＡに比べユーザ体感が下がる可能性があり、

また、特定の利用者のみ利用可能となるため、５Ｇ ＳＡに限定せず、複数の通

信方式(４Ｇ／５Ｇ ＮＳＡ)を含めた基地局整備が重要。また、上記基地局整備

と合わせて、データセンター、伝送路等のサービス維持に必要な取り組みを推

進していく。【楽天モバイル】 

 

＜携帯電話事業者からの主な意見＞ ※目標関係 

 

 災害復旧時の拠点（本庁舎や避難所等）となるような場所に対して、災害発生

時に利用される行政のシステム等において、５Ｇならではの要件を必要とする

場合は、需要に応じて５Ｇの導入を進めていくべき。例えば、有線環境が整わ

ない場合において、被災地の状況を高精細なリアルタイム映像として伝送する
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等の活用が考えられる。また、避難所等に対しては、キャリー５Ｇ71等の臨時対

策により、５Ｇの強み（高速・大容量・低遅延）を活かせる。【ＮＴＴドコモ】 

 

 メリットとしては、例えば、広域避難所としてスタジアムが指定されていると

き、かなり多くの被災者が集まることになるため、キャパシティ確保の観点か

ら５Ｇ エリアを整備することにより、多くのお客さまのご利用が可能となる。

【ＫＤＤＩ】 

 

 災害の発生段階においては緊急の通信手段として音声通信、メッセージ通信等

の基本的な通信が４Ｇ、５Ｇ問わず確保されていることが重要。一方で、道路

が寸断された場合等における遠隔からのドローン映像確認等の用途においては

５Ｇにも大きなメリットがある。【ソフトバンク】 

 

 安心・安全の観点では５Ｇに限らず、４Ｇを含めた通信手段の確保が重要と認

識。【楽天モバイル】 

 

＜構成員の主な意見＞ 

 

 なぜ５Ｇのカバレッジが必要なのか、なぜ４Ｇでは困るのか、に関してより具

体的な説明が必要。【石山構成員】 

 

 携帯電話基地局の強靱化に向けて、ぜひ検討を進めていただきたい。日本にお

いては地震対策は差し迫ったものであるので、バッテリー等を確保するための

対策は重要であると考える。2025 年度を目指すということも賛成。【中島構成

員】 

 

 災害時のため本庁舎を５Ｇで整備することは重要。是非災害拠点などへの展開

などにも広げていただきたい。大容量通信は非常にメリットがあると思うので、

高周波数帯の５Ｇ整備を是非進めていただきたい。【巻嶋構成員】  

                                                             
71 ＮＴＴドコモが提供している、期間限定で５Ｇエリアを構築することが可能な可搬型基

地局のことをいう。 
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論点３－１ インフラ整備目標の見直し 

 

 目標については、「技術革新や実態に応じた柔軟な見直し」と「目標としての

安定性」の双方を考慮しつつ、必要に応じて見直すこととしてはどうか。 

 

＜考え方＞ 

 

 今回、新しいインフラ整備目標を設定することとなるが、携帯電話サービスを

巡る技術的な環境変化は著しく、例えば、最近では、通信衛星を用いたスマー

トフォンとのダイレクト通信等も現実化しつつあるなど、技術は日進月歩で進

化している。そのため、インフラ整備目標については、そうした環境変化を踏

まえつつ、不断の見直しを行うことが望ましい。 

 

 一方で、携帯電話事業者においては、投資計画を策定し基地局を開設するまで、

２年程度を要することが一般的である。 

 

 そこで、両者のバランスをとり、３ＧＰＰのリリースの間隔、電波利用料の改

定時期、また、携帯電話事業者の投資計画のタイミング等も踏まえつつ、基本

的に３年ごとの見直しを行うべきである。 

 

 ただし、論点２－３及び論点２－４で述べたように、ミリ波及びＳＡの整備目

標については、この見直し時期にかかわらず、より良いサービスや社会インフ

ラを提供するという観点から、適時適切なタイミングで検討するべきである。 

 

＜構成員の主な意見＞ 

 

 技術の進展に合わせて目標は適切に修正すべきであり、その期間を３年とする

ことは妥当。【石山構成員】 

 

 サイクルできちんと目標や目指すべき姿のビジョン、コンセプトを一定程度見

直していくという必要があるのではないか。例えば３ＧＰＰは大体３年ぐらい

の周期で回っており、３年ごとに目指す姿や目標値が調整され、チューニング

されていく、ないしは新しい項目が入ったり、古い項目を捨てていったりとい

うことがあっていいのではないか。実際、ＮＴＮ等も、ダイレクト通信がこの

後どんどん進んでいくということが目指されており、ほかの要件もそうだと思

っている。３年というサイクルは結構短いんじゃないかというような御意見も

あるかもしれないし、制度として３年のサイクルで考えるというのは結構大変
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と考えるかもしれないが、無線通信技術も非常に動きが速いものなので、でき

るだけそれに合わせて果断な見直しを進めていくということが必要。サイクル

をちゃんと埋め込んでおくということが今後の検討に重要なのではないか。

【クロサカ構成員】 

 

 今回、サブ６とミリ波を目標のカテゴリーとして分けていただいたが、普及が進

むと、逆にこれが統合されていくソリューション、キャリア・アグリゲーション

といったものも出てくるだろうと思う。既に今年のＭＷＣでも、最大６波ぐらい

はつかめるといった話がされており、ソリューションとして出てきつつあるので、

案外、導入は早いかもしれない。こういった新しいソリューションやサービスを

事業者が広めていく状況、また、ユーザが受容する状況を見ながら、目標を更新

していただくとよい。【クロサカ構成員】 

 

 

論点３－２ インフラ整備の進捗状況 

 

 現在、総務省は、電波の利用状況調査の結果について毎年度公表しているが、

５Ｇ整備の進捗状況について、国民の実感により近しく、分かりやすい形で公

表していくことが重要ではないか。 

 

＜考え方＞ 

 

 総務省においては、利用者にわかりやすく誤解を招かないような形で、事業者

ごとに低い周波数帯から高い周波数帯まで５Ｇ整備の進捗状況が明らかになる

ような形で、公表方法を検討するべきである。 

 

 また、整備の進捗状況については、より国民の生活実感に近しい単位として都

道府県ごとの公表を検討するべきである。 

 

 これらにより、利用者が各携帯電話事業者の整備状況をより正確に把握できる

ようにすることで、市場競争を通じた携帯電話事業者間のインフラ整備競争を

促し、インフラ整備の推進が期待される。 
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＜構成員の主な意見＞ 

 

 ５Ｇがどのような利便性をもたらすのかを国民に伝えるためにも、公表すべき

である。ただし、事業者にとって負担にならない方法とする必要がある。また、

ネットワークの考え方は携帯電話事業者の経営方針であり、ミスリードを避け

る形での公表が適切。例えば、携帯電話事業者ごとに低い周波数から高い周波

数まで、その展開状況が明らかになるような形での公表方法がよい。【石山構

成員】 

 

 三次メッシュのカバー率の状況、プラチナバンドやミッドバンド、サブ６とい

った大まかな周波数帯別の人口カバー率については、都道府県別に出していた

だきたい。【巻嶋構成員】 

 

 

論点３－３ インフラシェアリングの推進 

 

 整備目標達成に向けた、インフラシェアリングの推進をどのように考えるか。 

 

＜考え方＞ 

 

 複数の事業者で鉄塔やアンテナ等を共用するインフラシェアリングは、エリア

整備を速やかに、かつ、効率的に進めていく上で重要な手段である。 

 

 携帯電話事業者が自社単独で整備するか、インフラシェアリングを利用して整

備するかについては、最終的には、自身のネットワーク構築に責任を持つ携帯

電話事業者による判断であるが、そもそも、携帯電話事業者がインフラシェア

リングを選択するのは、自社単独での整備よりも設備をシェアリングした方が、

コストが低廉となるため経済合理性があるか、もしくは、設備の設置スペース

や景観対策などの制約によるものである。 

 

 特に、地下鉄などの公共空間は、利用者の携帯電話サービスに対するニーズが

特に高いところである一方、スペースが限られているという点で、自社のみに

よる整備が難しく、インフラシェアリングが前提であることが多いと思われる

が、多様なシェアリング事業者が参入することで競争が促進され、インフラシ

ェアリングによる整備コストがより低廉化すれば、インフラ整備が促進される

こととなり、それは望ましい状態といえる。 
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 一方、近年のインフラシェアリング市場においては、携帯電話事業者自身やＪ

ＭＣＩＡのみならず、民間のインフラシェアリング専業事業者などの多様なプ

レイヤーが参入して様々な事業形態が生まれており、それぞれの事業領域の境

界が分かりにくくなっているところがある。 

 
 そこで、国としては、インフラシェアリング市場の活性化のため、携帯電話事

業者、インフラシェアリング専業事業者、ＪＭＣＩＡなどの関係者からヒアリ

ングを行い、事業環境の実態を明らかにした上で、必要に応じ、公正な事業環

境の議論・対応を検討するべきである。  
 

 なお、離島など、民間事業者のみでは投資が困難である条件不利地域について

は、引き続き、国は、補助事業 72においてインフラシェアリングも活用すること

でインフラ整備を推進していくことが重要である。 

 

 

＜携帯電話事業者からの主な意見＞ 

 

 民間の営利事業ベースでのエリア整備が困難な領域（道路トンネル、鉄道トン

ネル、地下鉄など）や施設オーナーによる共用需要などを鑑みながら、非競争

領域に対して積極的に活用していく。【ＮＴＴドコモ】 

 

 国民のための５Ｇのエリア整備推進を目的にする場合、「インフラシェアリン

グの推進」は必要だが、多くのインフラシェアリング事業者の乱立や施設・物

件利権によるコスト増は、本来目的から逸脱するため、丁寧に議論を進める必

要がある。インフラシェアリング事業者間においても技術とコストの競争環境

を構築することが重要。【ＫＤＤＩ】 

 

 対策までのリードタイムの短縮や費用の低減が図られれば事業者としても、Ｊ

ＭＣＩＡ以外のインフラシェアリング事業者の利用を否定することはないため、

それらがより改善されることが効果的なポイントになりうると考える。【ソフ

トバンク】 

 

                                                             
72 総務省の補助事業としては、「携帯電話等エリア整備事業」や「電波遮へい対策事業」があ

る。携帯電話等エリア整備事業において、離島における整備については、補助率がかさ上げさ

れている。また、１社整備よりも複数社整備の方が補助率は高く設定されており、総務省は条

件不利地域におけるインフラシェアリングを推進している（詳細は「第２章 我が国の５Ｇの

現状と課題」第２節２参照。）。 
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 インフラシェアリング事業が発展するにあたり、現状の課題としてインフラシ

ェアリングは投資を比較的短期間で回収するビジネスモデルにて利用料が設定

されており、初期投資こそ小さいものの利用期間が長期になるほどキャリア側

負担が大きくなる（割高になる）点や、光回線や電力線が届いていない箇所等

への開設をする場合においては、掘削等による高額なコストが発生する点など

が挙げられる。これらの課題解消により、経済合理性が高まることを期待して

いる。【楽天モバイル】 

 

＜構成員の主な意見＞ 

 

 国がインフラシェアリングを強く押し進めることの妥当性は議論の余地がある。

【石山構成員】 

 

 競争領域において本当に競争していて、どの事業者がより環境を整備するよう

な形になっているのかということを、実際に世の中で外から見ている方が分か

るような形にしていくということも重要。これは、必ずしもインフラシェアリ

ングそのものだけではないような気もするが、各社において、どういう５Ｇに

関する整備がされていっているのかというのが、選択するユーザの側で分かる

ような形になっているということで、それによって競争というのが促進される

ような側面もあろうかと思う。【落合構成員】 

 

 各社携帯事業者に投資をしていただくだけではなく、インフラシェアリング事

業者を通じた環境の整備ということも非常に重要になってくる。そういった意

味では、現時点で本当に非競争領域であるというふうにしていい部分がどこに

なってくるのか。できる限り、競争が進むような部分については競争推進が図

れるように、競争領域の設定の範囲を慎重に行っていくということが重要では

ないか【落合構成員】 

 

 非競争領域と競争領域の境界というのが、シェアリングの場合、特に今、過渡

期であるということも含めて分かりにくいところもあろうかと思う。どうして

も個別判断になるようなところが出てくるかもしれないので、民間事業者でシ

ェアリングを新しいビジネスにしようと考えておられる方々、こういった方々

の意欲を、少なくとも削がず、できれば高めるような取組が進んでいるという

ことを視点に置きながら、総務省にも是非モニタリングしていただけるとよい。

【クロサカ構成員】 
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 競争領域と非競争領域の線引きについて、地下鉄は競争領域に含まれるべきと

の民間インフラシェアリング事業者からの意見もある。競争領域と非競争領域

の明確化が必要。【中島構成員】 

 

 災害対策でもインフラシェアリングが利用できる。今後、競争領域におけるイ

ンフラシェアリングも重要な要素。プレイヤーが増えることで競争が活発化す

ることはよいこと。民間企業同士では公正な競争環境が確保できないというこ

とであれば、交通整理が必要。【中島構成員】 
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第５章 おわりに 

 

 本ＷＧでは、サブ６やミリ波、ＳＡについて、５Ｇのインフラ整備が進むよう、

新しい目標設定を提言した。 

 

 各国にも、政府が５Ｇインフラ整備の目標設定をしている例はあるが、政治的

要請を踏まえた目標や、スローガン的な目標であり、日本のように高い周波数

帯に着目し、現状を踏まえて目標設定をしている例は主要国では見当たらない。 

 

 しかし、携帯電話サービスはもはやライフラインとなっており、国民の命に直

結する通信インフラをしっかりと整備していくことは、極めて重要である。ま

た、５Ｇ普及期を迎え、「５Ｇならでは」の実感をより多くのユーザに体感し

てもらうため、今回のような目標設定を行うことは、今後、Beyond 5Gといった

議論に国民的支持を得るためにも必要不可欠であると考えられる。 

 

 携帯電話事業者においては、今回設定された目標を目指してインフラ整備を進

めていただきたい。また、国においては、携帯電話事業者によるインフラ整備

を支援するとともに、５Ｇ用周波数の新たな割当て時に、今回設定した新しい

指標を導入することを検討していただきたい。 

 

 最後に、整備目標の提言に加え、本ＷＧから、携帯電話事業者と国に対し、５

つの追加提言をしたい。 

 

 第一は、ミリ波についてである。携帯電話事業者に対し、大阪・関西万博とい

ったイベントでの活用を提言したが、ミリ波はあまり電波が減衰しない屋内で

の活用も有効と考えられる。電波があまり届かないといった物理的制約はある

ものの、携帯電話事業者におかれては、インフラシェアリングを活用するなど

して、屋内対策としてのミリ波の活用も検討を進めていただきたい。 

 

 第二は、通信品質の測定についてである。東京都によれば、スマートフォンを

使用して、通信事業者のエリア内の電波強度等をアプリで測定しているとのこ

とである。また、通信品質測定プロジェクトを行っている韓国のような国もあ

る。国として、整備目標を定めるだけではなく、将来的には、国が各自治体と

連携するなどして、全国の電波強度等の通信品質測定の実施について、場所の

選定などのサンプリング等の課題抽出を行っていただきたい。 

 

 第三は、ＮＴＮの活用についてである。本ＷＧでも、地上の携帯電話ネットワ
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ークを補完する衛星ダイレクト通信やＨＡＰＳによるカバレッジの拡大の可能

性が指摘された。これらの通信システムが実用化され、ＮＴＮの展開・活用が

進めば、将来的には、従来のような地上の基地局のみでカバレッジを確保する

ことの意義を明確にする必要性が生じてくることも考えられる。次回の見直し

の時期までに、これらの新しいＮＴＮの技術的可能性について、課題の洗い出

しも含め、国は、携帯電話事業者等とともに、検討を深めていただきたい。 

 

 第四は、今後の整備目標の見直しについてである。ミリ波やＳＡをはじめ、今

後、５Ｇの産業用途での利用が一層拡大することが想定される。今後の整備目

標の見直しに当たっては、携帯電話事業者のみならず、５Ｇのユーザ企業など

からも意見を聴取するとともに、自動運転等の社会実装に向けて現在政府にお

いて検討している「デジタルライフライン全国総合整備計画」など政府の他の

デジタル施策の取組状況にも留意しながら検討を進めていただきたい。 

 

 第五は、５Ｇの情報発信についてである。通信は、人間が暮らしていく上で重

要なライフラインである。また、日本における５Ｇ等の環境の大幅な向上は、

日本のデジタル化のために避けて通れない。「５Ｇならでは」を実感してもら

うということで一般の期待が高まっていき、その結果インフラ整備が進んでい

くという面もある。国も携帯電話事業者も、サブ６やミリ波、そしてＳＡの活

用について、情報発信を積極的に行っていただきたい。 

 

 今回の提言により、インフラ整備が進み、３すくみの現状から脱却し、日本に

おける５Ｇ環境の更なる向上が期待される。最後の５つの追加提言についても、

ぜひ前向きに検討いただきたい。 

 

 

 

 

 



 
  

参考資料 
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「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 

５Ｇ普及のためのインフラ整備推進ワーキンググループ」  

議事経過 

 

会合 開催日 主な議題 

第１回 2024 年３月 25 日 

【事務局説明】 

・事務局資料 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000937267.pdf  

【構成員プレゼンテーション】 

・巻嶋構成員 

「「スマート東京」実現に向けた「つながる東京」の取組につい

て」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000937268.pdf  

第２回 2024 年４月 11 日 

【構成員プレゼンテーション】 

・三澤構成員 

「海外主要市場の 5G 整備状況」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000942115.pdf  

【事業者ヒアリング】 

・株式会社 NTT ドコモ 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000942116.pdf  

・KDDI 株式会社 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000942117.pdf  

・ソフトバンク株式会社 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000942118.pdf  

・楽天モバイル株式会社 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000942119.pdf  

【構成員からの質問に対する携帯電話事業者の回答】 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000942120.pdf  

【構成員プレゼンテーション参考資料】 

・巻嶋構成員 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000942121.pdf  

第３回 2024 年４月 26 日 

【論点整理（案）】 

・事務局資料 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000944442.pdf  

【構成員提出意見】 

・石山構成員 

「５Ｇ普及のためのインフラ整備推進ワーキンググループ 

論点整理（案）への意見」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000944446.pdf  

https://www.soumu.go.jp/main_content/000937267.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000937268.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000942115.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000942116.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000942117.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000942118.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000942119.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000942120.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000942121.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000944442.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000944446.pdf
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【構成員からの追加質問に対する携帯電話事業者の回答】 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000944453.pdf  

第４回 2024 年５月 21 日 

【報告書（案）】 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000947100.pdf  

【報告書（案）概要】 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000947101.pdf  

第５回 

（メール審

議） 

2024 年７月９日 

～2024 年７月 17 日 

【報告書（案）に対する意見募集の結果と意見に対する考え方】 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000958352.pdf 

【報告書（案）】 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000958353.pdf 

【報告書（案）（修正箇所明示）】 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000958354.pdf 

 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000944453.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000947100.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000947101.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000958352.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000958353.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000958354.pdf


「５Ｇ普及のためのインフラ整備推進ワーキンググループ」 運営方針 

１ 開催趣旨 

本ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）は、「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」（以

下「懇談会」という。）の下に設置されるＷＧとして、今後の５Ｇの普及期に向けて、「５Ｇならでは」の携帯電

話サービスを利用者に提供するためには、一定程度のインフラ整備が不可欠であることを踏まえ、６GHz

帯以下の周波数帯域の基地局整備推進の方策、ミリ波などの高周波数帯の普及推進の在り方及び今後

NSA 方式からの切替えが想定される SA 方式の展望等について集中的な検討を行い、懇談会に報告する

ことを目的として開催する。 

２ 名称 

本ＷＧは、「５Ｇ普及のためのインフラ整備推進ワーキンググループ」と称する。 

３ 検討事項 

  次の事項に関する専門的検討を行う。 

(1) サブ６帯の整備の推進（目標設定やロードマップ作成等）

(2) ミリ波帯の整備の推進（目標設定やロードマップ作成等）

(3) SAの整備の推進（目標設定やロードマップ作成等）

(4) その他必要な事項（基地局の強靱化等）

４ 構成及び運営 

(1) 本ＷＧの構成員は、別紙のとおりとする。

(2) 本ＷＧには、主査を置く。

(3) 主査は、懇談会座長が指名することとする。

(4) 主査は、本ＷＧを招集し、主宰する。

(5) 主査は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(6) 主査代理は、主査を補佐し、主査不在のときは、主査に代わって本ＷＧを招集し、主宰する。

(7) 主査は、更に検討を深めるため、必要に応じて、タスクフォースを開催することができる。

(8) タスクフォースの構成員及び運営に必要な事項については、主査が定めるところによる。

(9) その他、本ＷＧの運営に必要な事項は、主査が定めるところによる。

５ 議事の公開 

(1) 本ＷＧは、原則として公開とする。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び利

益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他主査が必要と認める場合については、非公開

とする。

(2) 本ＷＧの会議で使用した資料については、原則として、総務省のホームページに掲載し公開する。

ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれが

ある場合その他主査が必要と認める場合については、非公開とする。

(3) 本ＷＧの会議については、原則として議事要旨を作成し、総務省のホームページに掲載し、公開

する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するお

それがある場合その他主査が必要と認める場合については、非公開とする。

６ 庶務 

本ＷＧの庶務は、総合通信基盤局電波部移動通信課において行う。 

資料１―１ 
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別紙 

「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 

５Ｇ普及のためのインフラ整備推進ワーキンググループ」 

構成員 一覧 

（敬称略、主査及び主査代理を除き五十音順） 

（主査） 森川 博之 東京大学大学院工学系研究科 教授 

（主査代理） 石山 和志 東北大学電気通信研究所 教授 

石田 幸枝 公益社団法人全国消費生活相談員協会 参与 

落合 孝文 渥美坂井法律事務所 

外国法共同事業プロトタイプ政策研究所所長 

シニアパートナー弁護士 

クロサカ タツヤ 株式会社企 代表取締役 

中島 美香 中央大学国際情報学部 准教授 

巻嶋 國雄 東京都デジタルサービス局デジタルサービス推進部長 

三澤 かおり 一般財団法人マルチメディア振興センター（FMMC) 

ICTリサーチ＆コンサルティング部 

シニア・リサーチディレクター 
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【オブザーバー】 

株式会社NTTドコモ 

KDDI株式会社 

ソフトバンク株式会社 

楽天モバイル株式会社 

内閣府規制改革推進室 
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デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会
報告書（案）概要

令和６年８月
事務局

ＷＸ（ワイヤレストランスフォーメーション）推進戦略
～ ワイヤレスサービスにより創造性と多様性が発揮される社会にするために ～

017554
テキストボックス
資料10-4



1「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」 について

座長：森川 博之 東京大学大学院 工学系研究科教授
座長代理：柳川 範之 東京大学大学院 経済学研究科教授
［主な検討事項］
・ 電波利用の将来像
・ 電波政策上の課題
・ 電波有効利用に向けた新たな目標設定と実現方策

デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会

5G普及のためのインフラ整備推進ＷＧ

 電波の利用があらゆる空間・あらゆる社会経済活動において普及・進化していることを踏まえ、電波を、
DX、AI、IoT等を活用するデジタル社会の成長基盤として、ビジネスチャンスの一層の拡大に繋げるた
めに、電波政策に関する懇談会を開催。

 令和５年11月より検討を開始し、令和６年８月に取りまとめ。

主査：森川 博之 東京大学大学院 工学系研究科教授
［主な検討事項］
・ サブ６帯の整備の推進（目標設定やロードマップ作成等）
・ ミリ波帯の整備の推進（目標設定やロードマップ作成等）
・ SAの整備の推進（目標設定やロードマップ作成等）
・ その他必要な事項（基地局の強靱化等）



2ＷＸ（ワイヤレストランスフォーメーション）推進戦略
～ ワイヤレスサービスにより創造性と多様性が発揮される社会にするために ～

・少子高齢化、人口の減少
・情報通信産業のGDPの停滞

・地震・水害などの脅威
・経済安全保障の重視

・Well-beingや多様性の重視
・リスキリング・リカレントの重視

①社会構造 ③安全・安心②個人生活

１．社会の変化と電波利用の拡大

2. ワイヤレス新時代の実現

• ワイヤレス化、センサーにより自動化が進展。
• NTNなどによりビジネス領域も拡大。
• 異業種連携により新産業,イノベーションが創出。
→ ワイヤレス関連産業の成長により、実質GDPが545
兆円（2022年）から約53兆円押し上げ。

• ワイヤレスにより時間的・空間的な制約がなく
なることで、どこにいても希望する教育・医療
を受けたり、自分の能力を発揮する仕事が可能。

• 地方や都市で真に豊かでワクワクする暮らしが
実現。

• 災害等が起きても人とつながる安心した暮らし。
• 意識しなくても安心に使えるサービスを実現。
• 予想できない不確実な出来事(災害、ウイルス
など)においても産業や暮らしの継続が出来る
世界。

① NTNをはじめ陸・海・空・宇宙といったあらゆる空間における電波利用の拡大への対応

② 周波数ひっ迫の中で需要が急増する電波の柔軟な利用のための移行・再編・共用

③ インフラとしてのワイヤレスネットワークを安全・安心に、安定して利用できる環境の整備

④ デジタルビジネス拡大の源泉となる電波の適正な利用を確保するための電波利用料制度

３．将来に向けた電波有効利用のための目標設定と政策の柱

①進化するビジネス ②真に豊かでワクワクする暮らし ③信頼出来る社会

３－２ 将来に向けた電波有効利用のための政策の柱（RADIOイニシアティブ）

① サブ６・ミリ波、Stand Aloneによる5G整備目標を設定（2027年度までにミリ波基地局数５万局）
② トラヒック需要拡大に対応するためのBeyond５G、NTN等の周波数を確保（2040年時点で約70GHz幅）

３－１ デジタルビジネス拡大に向けた目標設定

１－１ 社会の変化

re-Allocation

Rapid expansion

Dependable/Reliable

spectrum user fee Income/Outlay

１－２ 電波利用の拡大

周波数がひっ迫し、周波数共用のための調整や新規周波数確保のための既存無線局の移行の必要性が増大

・携帯電話等の無線の普及
・ライフラインとしての重要性の増大

・自動運転、空飛ぶクルマ ・防災利用
・スマート農業/漁業/林業/物流など

・衛星コンステレーション、HAPS、
Beyond 5G、L5G など無線技術が多様化

①電波利用の普及 ③無線活用分野の拡大②無線技術の多様化

ワイヤレスサービスがB2BやB2B2Cなどを通じ、産業構造を変化させ、生活やビジネスを創造性が多様性に満ちたものに変革（ワイヤレストランスフォーメーション）



3第１章 社会の変化
１．社会構造

２．個人生活

３．安心・安全

少子高齢化、人口の減少
我が国の人口については、総人口や労働力人口の減少が
予測され、高齢化率は上昇すると予測されている。

情報通信産業のGDPの停滞
情報通信産業の名目GDPについては、ここ10年は多少の
波がありつつ増加に傾向にあるが、平成12年と比較する
と縮小している。

Well-beingや多様性の重視
経済的な充足だけでなく、満足度・生活の質にも高い関心が
寄せられている。
多様性は人格と個性の尊重である同時に、イノベーションの
促進のために人材の多様性を生かすことも注目されている。

リスキリング・リカレントの重視
産業構造などの変化の早い社会においては、新しい知識やス
キルを学ぶことがより重要となり、リスキリング・リカレン
トに高い関心が寄せられている。

地震・水害などの脅威
我が国は地震や風水害を数多く経験し、今後に関しても南
海トラフ地震への警戒が高まっている。

経済安全保障の重視
国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済安
全保障に対する重要性が増大している。

日本の人口の推移
（出典） 厚生労働省「将来推計人口（令和５年推計）の概要」

欧米及び日本の高齢化率の推移
（出典） 内閣府「令和5年版高齢社会白書」



4第１章 電波利用の現状

携帯電話等の無線の普及
全国の５G人口カバー率が96.6％(令和４年度末)に達するなど、無線が日常生活に深く浸透している。

ライフラインとしての重要性の増大
無線は電気通信事業とあわせて、消防、救急、航空、列車、警察、海上保安等においても使用され、ライ
フラインとなっている。

１．電波利用の普及

衛星コンステレーション
開発・展開が欧米企業を中心に進展。衛星と携帯端末の直接通信に向けた検討が進展してる。

HAPS
WRC-23において周波数分配が決定された。実用化に向け、無線設備や機体の技術開発が進められている。

Beyond5G
国際競争力の強化や経済安全保障の確保を図るため、我が国発の技術を確立し、社会実装や海外展開を目指す研
究開発が実施されている。

ローカル５Ｇ
ユースケースの実証が行われるとともに実利用の事例も増加しており、
柔軟な運用に向けた制度改正も実施されている。

２．無線技術の多様化

•スマホやタブレット、Wi-Fiなどが生活の隅々に浸透。
•Ｖ２Ｘやセンサーによる自動運転
•センサー、遠隔操作などを活用したスマート農業/漁業/林業/物流
•携帯電話の復旧などへの衛星・ドローンの防災活用
•無線通信を活用した空飛ぶクルマ など、
ワイヤレスネットワークを活用する分野が拡大している。
→これにより、ワイヤレス産業と関連産業の構造変化が引き起こされている。

３．無線活用分野の拡大

一方で、周波数がひっ迫し、周波数共用のための調整や新規周波数確保のための既存無線局の移行の必要性が増大

防災ドローン

スマート物流スマート農場

遠隔医療
ワイヤレス

拡大

(出典)(株)NTTドコモ



5第１章 ワイヤレスがもたらす経済効果

 ワイヤレスの活用が進展した場合の成長シナリオでは、ワイヤレス関連産業の成長により、実質GDPが545兆円
（2022年）から約53兆円（2035年時点）押し上げられると推計。

 あらゆる社会経済活動へのワイヤレスの浸透により、ワイヤレス利用産業への波及効果が見込まれ、2030年時点
で約80兆円、2035年時点で110兆円規模と、産業全体に占めるワイヤレス関連規模が拡大していくと推計。

ワイヤレス関連産業規模の予測

ワイヤレスの利用によって商品・サービスの
創出や高付加価値化等が期待される産業

ワイヤレスその
ものを事業活
動の中心に据
えている産業

（出典）第７回デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会 （株）三菱総合研究所提出資料

ワイヤレスによる業種別実質GDPの増分推計



6第１章 ワイヤレス新時代の実現

Business Innovation Life Diversity

Trusted Connectivity

ワイヤレスサービスがB2BやB2B2Cなどを通じ、産業構造を変化させ、生活やビジネスが創造性と多様性に
満ちた、電波の利用者にとって有益で(Useful)電波ビジネスの提供者にとって付加価値のある(Valuable)
社会に変革（ＷＸ（ワイヤレストランスフォーメーション））するワイヤレス新時代を実現。

• 無線通信・センサーの活用による遠隔操作や自動化が
普及。

• NTNなどにより海・空・宇宙領域のビジネスも拡大。
• 異業種連携により新産業やイノベーションが創出。
• ビジネスが高度化し、多様なプレイヤーと先進的な
サービスにより世界の市場を席巻。

• ワイヤレスにより時間的・空間的な制約がなくなるこ
とで自由度が広がり、どこにいても希望する教育・医
療を受けたり、自分の能力を発揮する仕事が可能。

• 自動運転など革新的なモビリティが実現し、居住地域
の魅力的な食・暮らし・趣味・人との触れ合いを満喫。

• 地方や都市で真に豊かでワクワクする暮らしが実現。

• 宇宙空間の戦略的活用やワイヤレスネットワークの
強靱化などにより、災害等が起きても身近な人とつ
ながる安心した暮らし。

• ワイヤレスセキュリティ技術の実装により、意識し
なくても、安心なサービスを実現。

• 予想できない不確実な出来事(災害、ウイルスなど)
においても産業や暮らしの継続が出来る世界。



7第２章 デジタルビジネス拡大に向けた目標設定
 より多くの人に「５Ｇならでは」の通信を実感してもらえるよう、５Ｇ用に割当てられた高い周波数帯（サブ６・ミリ

波）やStand Alone（SA）※における新たなインフラ整備目標を設定。

 サブ６周波数帯における新しいインフラ整備目標
 2027年度までに高トラヒックエリアの80%をカバー（サブ６展開率）

することを全社共通の目標とする

 ミリ波・SA※についての新しいインフラ整備目標
 ミリ波基地局を2027年度までに５万局（４者合計）整備
 今後、５Ｇ基地局（サブ６・ミリ波）は、将来的にはSA対応が可能な基地局で整備

 災害時の拠点やコミュニティの中心である都道府県・市区町村の本庁舎についての目標
 まずは都道府県・市区町村の本庁舎について、2025年度末までに５Ｇによるカバレッジを目指す

サブ６展開率の概念図

 今後、新たなワイヤレスシステムや様々なユースケースが登場し、
トラヒック需要が増大。
（2040年には、トラヒック需要は2020年比で約348倍に増加と試算）

 こうした周波数需要に対応するため、2040年までに約70GHz幅の
周波数幅の確保を目指す。
（2023年末時点では、約26.5GHz幅を確保済み）

主な整備目標 ※ 多数同時接続や超低遅延等のより高度な機能が実現できる５Ｇネットワーク。



8第３章 デジタルビジネス拡大に向けた電波有効利用方策

① NTNをはじめ陸・海・空・宇宙といったあらゆる空間における電波利用の急拡大への対応

② 周波数ひっ迫の中で需要が急増する電波の柔軟な利用のための移行・再編・共用

③ インフラとしてのワイヤレスネットワークを安全・安心に、安定して利用できる環境の整備

④ デジタルビジネス拡大の源泉となる電波の適正な利用を確保するための電波利用料制度

← HAPS・衛星通信といったNTNやAI・ロボットを含めた最新技術の活用によって、新たな産業の創造を促していくため、
無線局の免許手続の簡素化や関連する制度整備などが必要。

← 様々なシーンにおける電波の活用や、新たな電波の活用が進む一方で、周波数がひっ迫しており、
さらなる周波数の移行・再編・共用が必要。（条件付きオークションの収入の活用も含めて検討。）

← 平時、非常時の両方においてワイヤレスネットワークが安心・安定的に利用できる環境の整備が必要。

← 電波利用料の総額規模に配慮しつつ、最近の情勢変化等を踏まえ、使途の見直し等について検討が必要。

将来に向けた電波有効利用のための政策の柱 ー RADIOイニシアティブ ー

re-Allocation

Rapid expansion

Dependable/Reliable

spectrum user fee Income/Outlay



93-1.陸・海・空・宇宙のあらゆる空間における電波利用の拡大に向けた方策

3-1-1. 非地上系ネットワークシステム等の実現に必要な制度整備

 衛星ダイレクト通信の円滑なサービス開始に向けて、総務省においては、技術基準の策定を速やかに行うとと
もに、電波利用料の納付についても、その技術基準が携帯電話の技術基準を引用するものであることから、
一般的な新システムの導入に伴う電波監視等の電波利用共益費用の増加分と比較して衛星ダイレクト通
信の導入に伴う当該増加分は大きくならないことを考慮し検討を行うなどの制度整備が必要である。

 HAPSについては、日本の強みになり得るシステムであるとの認識のもと、WRC-23の結果等を踏まえ、早期
の実用化・サービス展開に向け、情報通信研究開発基金の活用による研究開発や技術実証を進め、また、
それらの成果を踏まえた制度整備やHAPSの運航に必要となる関連設備の整備支援等について検討するこ
とが適当である。

 ドローン利用の拡大や空飛ぶクルマの登場などが想定される中で、５Gやローカル5Gの上空利用や、ドローン
操縦や運行管理のための個別の無線システムの上空利用の拡大に向けて検討を進めることが適当である。

 ローカル5Ｇの海上利用に向けた技術的条件の策定を速やかに行うことが適当である。ただし、今後、船上
など基地局が移動する場合の利用ニーズが生じる可能性もあるが、共用波であることを踏まえ、基地局が移
動しないことを前提とするなど他の無線システムと干渉を起こすことがない制度とすることが適当である。



103-1.陸・海・空・宇宙のあらゆる空間における電波利用の拡大に向けた方策

3-1-2. ビジネス・暮らしにおける電波利用拡大に向けた免許制度

＜免許手続関係＞

 電波利用の障壁として、免許手続が複雑で難しい、干渉調整等に時間を要するといった課題が考えられる。
手続等が簡素化・迅速化・柔軟化された新たな免許制度の検討が適当である。
（免許局を対象に、混信のおそれがないことを担保する仕組みを作った上で、その仕組みを前提とした手続
の簡素化など。）

 無線従事者制度についても、ニーズを踏まえて現在の資格（区分）の見直しを進めるとともに、混信のおそ
れがないことを担保する仕組みを前提とする場合には、今より簡易な手続で取得可能な資格での対応にす
るなど、より電波利用が拡大するように検討することが適当である。

＜認証・審査関係＞

 今後、NTNが普及し、衛星通信などの無線設備の搭載も想定される中、技術的に同一等である場合には、
技術基準への適合性を担保する仕組み等の方策が必要である。

 新たに展開される国内外のサービスやビジネスの拡大のために、必要最小限で簡素化された技術基準を定
めることなどにより、技術基準適合証明に係る試験項目の簡素化による認証手続の簡素化・認証の適正化
等を検討することが必要である。

＜特性試験＞

 特性試験の試験方法について、臨時の試験方法の策定の必要となるケースを減少させるため、総務省にお
いて、技術基準の策定後速やかに試験方法を策定するとともに、測定機器の高機能化等に対応した効率
的な試験方法を策定することが可能な体制を確保することが必要である。



113-1.陸・海・空・宇宙のあらゆる空間における電波利用の拡大に向けた方策

3-1-3. 携帯電話用基地局の免許手続の効率化等

 現在、共用周波数を使用する基地局は、原則として全て個別免許で運用されているが、免許手続の効率
化や通信需要に応じた機動的な基地局開設に向けて、干渉防止や他の無線システムの新規・追加の無線
局開設の可能性に留意しつつ、一定の条件を満たす基地局については、包括免許の対象とすることや免許
変更を届出とすることなど、免許手続の簡素化を検討することが適当である。

3-1-4. 無線局の免許手続や検査等の手続のデジタル技術の活用による効率化

 申請者等への適切なサポートや、一定の経過措置を設けつつ、電子申請の段階的な義務化を検討するこ
とが適当である。

3-1-5. 社会実装も見据えた研究開発・実証試験の在り方

 引き続き電波利用料財源を活用した研究開発を推進することが必要である。

 実験等のための無線局免許手続が簡素化されるエリアを設置するなど社会実装を進めていくための検討を
進めることが適当である。

 技術基準の策定に向けては、技術的検討に加えて、周波数資源拡大という受益を無線局全体が享受でき
るよう、当該技術の社会実装の観点からも検討を行うことが適当である。

 社会実装に当たっては、給電の在り方については無線給電を利用し電力もワイヤレスにするなど、無線通信
としての利点を最大限活かしたシステムとなるよう検討を行うことが適当である。



123-1.陸・海・空・宇宙のあらゆる空間における電波利用の拡大に向けた方策

3-1-6. 電波産業の活性化に向けた課題・対応方策

＜宇宙分野をはじめとした多様なプレイヤーの参入促進＞

 無線局免許取得に当たっては、電波法令だけではなく、無線通信規則等の国際的な取決めに関する理解
も必要不可欠であり、それらに詳しくない人でも理解できる分かりやすいガイドラインやマニュアル等の作成を
推進することが必要である。

 多種多様なプレイヤーが宇宙ビジネスに参入し、宇宙での電波利用の需要が増大する中、新規参入者も
含め民間事業者が円滑にビジネスを開始できるよう、周波数確保のための国際調整を支援する方策等が必
要である。

 920MHz帯等の免許不要の無線局から発信された電波を宇宙空間において積極的に受信する場合など、
IoTの宇宙利用における制度的な課題を把握し、課題に応じて制度整理の検討などを進めることが適当で
ある。

＜人材育成・確保＞

 無線従事者制度を活用するなどにより、ワイヤレスとICTの双方を理解した人材の育成に取り組んでいくこと
が必要である。

＜地域における無線利用の活性化＞

 地域において無線通信を利用しやすくなるよう、より詳細に利用状況、国際動向、ニーズ、課題等を把握し、
その上で手続等が簡素化・迅速化・柔軟化された新たな免許制度を検討していくことや、多様なプレイヤー
による無線利用を促進することが必要である。



133-2. 周波数の移行・再編・共用の在り方

3-2-1. 無線局の運用調整の在り方

 新たな技術や国際動向などを踏まえ、更に高度に周波数共用を行うための基本的な仕組みについて検討す
ることが必要。また、そこで用いる具体的なシステムの要件や、システム構築や保守・運用・管理等に必要な
費用とその分担の在り方等について、今後総務省を中心に検討を進めることが適当である。

 上記の基本的な仕組みをもとに、無線LANと既存業務の周波数のさらなる効率的な運用調整を促すため
に、AFCの導入を我が国において早期に実現することが適当である。

 ドローン（無人移動体画像伝送システム）では周波数を共用するための運用調整が民－民間で行われて
いるところ、ドローンの社会インフラとしての重要性や、上空から発射される電波が与える影響の大きさに鑑み、
無線利用の適切な監理のため、国が周波数の利用計画や運用調整実態を含めて利用状況を把握するこ
とや電波有効利用促進センターの活用などを検討することが適当である。

 さらに、免許手続を開始する前を含め、運用調整・干渉調整を実施しやすくするため、電波有効利用促進
センターなどにおける調整業務の推進、共用の検討のための電波伝搬モデルの検討の推進、無線局からの
電波発射状況等を仮想空間上で模擬するワイヤレスエミュレータの推進、ＡＩ技術の活用などについても検
討することが適当である。



143-2. 周波数の移行・再編・共用の在り方

3-2-2. 周波数の移行・再編・共用に係る費用負担・インセンティブの在り方

 特に既存の無線システムの設置目的が十分果たせるような周波数移行・再編・共用の取組については積極
的に促進していくことが適当である。

 周波数の移行・再編の際には、どのように各システムを変更・集約等するかということについて、個別の事情や
周波数の有効利用の観点などから検討すべきである。

 移行・再編のためのスキームについては、既に終了促進措置（電波法第27条の12）や、特定周波数変
更対策業務（同法第71条の２第１項第２号） 、特定周波数終了対策業務（同条第２項） 等が
存在するところであるが、これらは周波数利用からの退出や、高度化に伴う周波数利用帯域幅の圧縮を促
進するものであり、特定のシステムを新たに導入することを主目的としたスキームとはなっていない。国際的な
周波数調和が一層求められる無線システム（例 V2X通信など）については、公益増進の観点から国が主
体となって新たな周波数移行・再編を進めるべく、そのスキーム等について検討すべき。また、その際の費用負
担の在り方については、国際的な周波数調和が電波の有効利用に寄与することも踏まえて検討することが
必要である。

 周波数共用については、運用調整は国の電波監理業務の円滑化にも資することから、その機能維持・向上
を国が支援することも考えられる。また、その際の費用負担についても検討する必要がある。

 周波数の確保とその能率的利用を目的とし、令和７年度（2025年度）末までに５Ｇ向けに新たな割り
当てが想定される高周波数帯における「条件付オークション」を実施し、その収入を既存免許人の移行など
電波の有効利用を含めた情報通信の基盤・技術強化施策等に充てることが適当である。



153-3. 安全・安心な社会の実現

3-3-1. 自然災害への対応

 将来起こりうる大規模災害に備え、携帯電話や放送などを中心として、基地局・放送中継局の耐災害性の
強化や被災後の復旧支援により、ネットワークの強靱化を推進すべきである。例えば、携帯電話基地局への
予備衛星回線の配備、携帯電話利用者が臨時に他の事業者のネットワークを利用できる事業者間ローミン
グの導入・環境整備、放送中継局の予備送信設備の整備等を支援することが考えられる。

 能登半島地震対応の教訓として、災害時における通信の確保のために、アクセスポイントを含め総務省の災
害対策用移動通信機器の更なる整備及びその貸出し体制の拡充、衛星インターネット等最新機器の利用
の訓練など、ソフト・ハード一体的な災害対応体制の強化を行うことが必要である。

 公共安全モバイルシステムについて、防災関係機関間での現場の映像伝送等を円滑に行う使い方が考えら
れる。公共安全目的での通信について、将来の技術動向に応じてつながりやすい仕組みの検討を行うことが
考えられる。

 被災地の多地点において災害対策機関が迅速に情報を収集・共有するため、V-High帯域における公共・
公益分野への利用を実現する、既存の公共ブロードバンド移動通信システムの高度化・高速化を図ることが
必要である。

 災害発生時の活用も念頭に置いて、衛星通信の普及やHAPSの早期の社会実装等による通信インフラ整
備を推進することが必要である。

 このような通信・放送の安定的なサービス提供の確保に向けた取組の推進に当たっては、経済安全保障の
観点を考慮に入れることが適当である。



163-3. 安全・安心な社会の実現

3-3-2. 電波監視・電磁障害発生抑止の在り方

 電波利用の一層の拡大や意図せず発射される混信等の増加に対応するためには、これら新たな混信源に
対応できる電波監視施設・機能の充実や監視手法・運用の見直しなど、監視能力を強化することが必要で
ある。

 高周波利用設備や電子機器から輻射される不要電波の発生メカニズムや無線通信への影響評価、測定
方法、影響を低減する方法等についてより積極的に検討を行い、必要な対策や管理を推進するとともに、
許容値等について国際規格の策定を先導し、その答申や国内規律への反映を、タイムリーに進めることが必
要である。

 伝搬障害防止制度について、水上の構造物等による重要無線通信の突然の遮断を防ぐため、地上と水上
の財産権の違いや、再エネ海域利用法、港湾法、自治体の条例等による海域の占有許可に関する既存
制度の状況等を踏まえつつ、必要な制度整備を検討することが適当である。

3-3-3. 電波の適正利用に向けた方策

 国民のリテラシー向上に向けた取組を引き続き着実に実施していくことが必要である。

 一方で、昨今の電波利用の高度化に伴い、国民の無線の利用方法が変化し、ワイヤレスが生活により一層
浸透していく中、電波教室などを通じた対面による活動や、ポスター掲示などの従来からの周知啓発活動も
含め、時代に即した周知啓発の在り方について検討することが適当である。



173-4. 電波利用料制度の見直し

3-4-1. 電波利用料制度の概要

 電波利用料は、不法電波の監視等の電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的と
して行う事務（電波利用共益事務）の処理に要する費用を、その受益者である無線局の免許人等に公平
に負担していただく（いわゆる電波利用の共益費用として負担を求める）もの。

 電波利用料制度は、法律により、少なくとも３年ごとに検討を加え、必要があると認めるときは当該検討の結
果に基づいて所要の措置を講ずることとされている。
（電波利用料の額を見直す場合には、その期間に必要な電波利用共益事務の処理に要する費用を同期間
中に見込まれる無線局で負担するものとして算定。）

 電波利用共益事務の内容（電波利用料の使途）は電波法第103条の２第４項に具体的に限定列挙。

・携帯電話等事業者
・放送事業者
・衛星通信事業者
・アマチュア無線

等

・電波監視の実施
・総合無線局管理ファイルの作成・管理
・電波資源拡大のための研究開発等
・電波の安全性に関する調査及び評価技術
・携帯電話等エリア整備事業
・電波遮へい対策事業
・地上デジタル放送への円滑な移行の
ための環境整備 等

主な使途 電波の適正な利用の確保
（電波利用共益事務） 主な無線局免許人

少なくとも
3年ごとの見直し

電波利用料の納付
（免許人による費用負担）



183-4. 電波利用料制度の見直し

3-4-2. 電波利用料の使途

 既存の電波利用共益事務については、基本的な方向性は維持しつつ、これに要する費用の節減・削減等の必要な
見直しを行った上で、着実に進めていくことが適当である。

 他方、これらの事務に加えて、「携帯電話基地局等の耐災害性強化」や「地上基幹放送の小規模中継局等のブロー
ドバンド等による代替促進」等の新たな取組を積極的に実施すべきとの意見がある。

 「携帯電話基地局等の耐災害性強化」については、５Gの普及展開が進んでいることを踏まえ、携帯電話基地局の
商用電源や基幹通信網への回線が途絶するような大規模な自然災害が発生した場合においても、隣接する携帯電
話基地局等の通信エリアを極力拡げることなく、同一・隣接周波数帯域の他の無線局等に対する混信を回避するも
のであることから、電波の適正な利用の確保に資するものと考えられる。

 「地上基幹放送の小規模中継局等のブロードバンド等による代替」については、「デジタル時代における放送制度の在
り方に関する検討会」（座長：三友仁志・早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授）が公表した「デジタル時
代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ」（第１次：令和４年（2022年）８月／第２次：
令和５年（2023年）10月）を踏まえ、同検討会において引き続きその実現に向けた検討を行っており、令和6年
秋頃を目途に結論が得られる見込みである。今後、小規模中継局等のブロードバンド等による代替が実現した場合に
おいて、将来的に空き周波数を確保できれば、当該周波数に他の無線システムを導入する等の様々な電波有効利
用に資する取組を実現できる可能性があり、電波の能率的な利用に資するものと考えられる。

 このため、「携帯電話基地局等の耐災害性強化」や「地上基幹放送の小規模中継局等のブロードバンド等による代
替促進」等の取組について、電波利用共益事務としての実施を検討することが適当である。

 なお、これらの新たな取組を実施する場合においても、電波利用共益事務の総費用の抑制に努めるべきとの意見を踏
まえ、既存の事務の見直しを適切に行うことにより、現在の電波利用共益事務の総費用（約750億円規模）を超え
ない程度とすることが適当である。



193-4. 電波利用料制度の見直し

3-4-3. 電波利用料の料額算定

 電波利用料の料額算定に係る基本的枠組みについては、その変更を要する事情は見込まれないことから、
維持することが必要である。

 その上で、携帯電話に係る広域使用電波については、3.6GHzで区分しているが、3.6GHz帯以下の周波
数帯と3.6GHz超の周波数帯での利用に大きな差がなくなってきている状況を踏まえ、その区分を廃止するこ
とが適当である。

 また、携帯電話用の電波を使用する衛星ダイレクト通信については、その技術基準が携帯電話の技術基準
を引用するものであることから、一般的な新システムの導入に伴う電波監視等の電波利用共益費用の増加
分と比較して衛星ダイレクト通信の導入に伴う当該増加分は大きくならないことを考慮した算定とすることが適
当である。

 なお、電波利用料の料額算定における考慮事項である特性係数については、BWAについて既存条件の拡
充等の意見があったものの、現時点からの大きな事情変更は見込まれないことから、維持することが適当であ
る。




